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はじめに 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下、高齢者虐待防止法と

いう）に基づいて、毎年実施されている厚生労働省の調査によると、養護者による高齢者虐待及

び養介護施設従事者等による高齢者虐待のいずれも、通報件数は増加及び高止まりの傾向にある。

高齢者が他者から不当に権利利益を侵害されることはあってはならないことであり、虐待が深刻

な状況になっていない段階で早期に発見し、虐待が起こっている期間を短くするための介入を行

い、虐待が再発しない対策を実施するとともに、未然に防止するための体制整備を図っていく必

要がある。 

こうした状況を踏まえ、国は「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基

本的な指針」(令和３年１月２９日、厚生労働省告示第２９号)において、第８期の市町村介護保険

事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の策定のための基本的事項として、「高齢者虐待の防

止等」を定め、広報啓発、ネットワーク構築、行政機関連携、相談支援の体制整備を行うことを

求めている。また、「令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係

る評価指標」においては、高齢者虐待防止にかかる体制整備の検討・取組の実施、取組内容の改

善・見直しを PDCA サイクルで実施することが評価項目として追加されるなど、市町村及び都道

府県の虐待防止にかかる体制整備を進めることを促してきた。 

一方、実際に、市町村や都道府県が介護保険事業（支援）計画にどのように高齢者虐待防止等

に関する体制整備を位置づけているのかといった実態や、検討、取組の実施、改善・見直しのサ

イクルをどのように展開していけばよいのかといった方法は明確になっているとはいえない現状

にある。 

そこで、令和３年度老人保健健康増進等事業「高齢者虐待等の権利擁護を促進する地域づくり

のための自治体による計画策定と評価に関する調査研究事業」では、介護保険事業（支援）計画

等における高齢者虐待等を防止するための体制整備について、セルフ・ネグレクト等の高齢者虐

待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害、高齢者虐待防止法 27 条において虐待としての対応

が求められる消費者被害の体制整備についても対象に加え、その実態を机上、アンケート、ヒア

リングにより明らかにするとともに、その結果から得られた知見に基づいて、今後の対応策を検

討した。 

本研究事業の成果が、次期介護保険事業（支援）計画の策定に向けた国の施策の基礎資料とし

て、また市区町村・都道府県の虐待防止、さらには権利擁護支援体制の整備に資することができ

れば幸いです。 
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エグゼクティブサマリ

背景と問題意識 

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に高齢者虐待の防止

等の計画策定が義務づけられているが、その実態は把握されていない。また、令和４年度保険者

機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標に高齢者虐待防止にかかる

体制整備の実施を PDCA サイクルで実施することが示されたが、具体的な方法は示されていな

い。これらより、市町村と都道府県が高齢者虐待等の権利擁護を必要とする高齢者を対象とした

計画策定から評価に資する具体的な取組や提言による指針の見直しなどが必要である。 

I. 調査目的

高齢者虐待防止を中心とする「権利擁護」推進に効果的な第 9 期介護保険計画策定・評価と保

険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金活用に資すること。 

II. 調査方法

 机上調査

介護保険事業（支援）計画等における、権利擁護に関する計画と評価・効果を把握した。

 アンケート調査

調査名 対象 有効回答率 

1．高齢者虐待対応部署向けアンケート調査 自治体の高齢者虐待対応部署 39.6%

2．消費生活センター向けアンケート調査 消費生活センター 32.2%

 ヒアリング調査

アンケート調査結果から対象先を抜粋し、ヒアリング調査を行った。

III.調査結果 

 高齢者の権利擁護に係る計画策定に関する調査

高齢者虐待防止に関する行政計画（第 8 期介護保険事業計画を除く）を策定している自治体

は約 20%であった。 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害に関する調査

高齢者虐待防止法に準ずる対応として対応した件数の総数を把握している自治体は約 60%で

あった。その中でセルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない高齢者、65 歳以上夫婦間のＤ

Ｖ、認知症による行方不明高齢者を把握している市町村はそれぞれ４割弱～５割弱であった。 

 消費者被害に関する調査

消費者被害の対策に関連する条例・要綱等を整備している自治体は約 7%であった。



 

IV. 本事業のまとめと提言 

 

「令和 4 年保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金にかかる評価指標」に

は、高齢者虐待防止にかかる体制整備が追加され、①課題の把握、②検討会の設置、③計画の策

定、④実施と評価という４指標1が提案されている。そこで、本章では、前述の 4 指標の観点に基

づき、「現状・課題」と「今後の論点」について言及する。 

 

1. 高齢者虐待等の権利擁護に係る計画策定に関する計画について 

本稿では市町村と都道府県という 2 つのカテゴリー別に論じる。 

1) 市町村 

現状・課題 

＜①課題の把握＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、高齢者虐待防止法に基づく対応

状況等の調査が活用されていた。 

 全国及び都道府県の調査結果との比較が可能で、同法に基づき毎年度実施されることから

経年比較も可能であり、調査結果から実態を把握し、課題分析を行うことができる。 

 机上調査で分析した介護保険事業計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を示す

根拠データとして調査結果が活用されていた。 

 ヒアリングにおいては、市町村独自で調査項目を追加し、基本項目と独自項目の関係を分

析することにより、課題を明確化する実践も行われていることが把握できた。 

 なお、法に基づく対応状況等の調査以外には、高齢者虐待等の権利擁護の実態を検討する

機会・場（検討会）を活用し、課題を把握する実践も行われていた。 

 しかしながら、現行の介護保険事業計画においては、法に基づく対応状況等の調査や検討

会で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述がない計

画も散見された。 

＜②検討会の設置＞ 

 実態に基づいた課題について他機関と対策を検討する機会・場として、地域ケア推進会議

や介護保険事業計画策定委員会だけではなく、その他にも様々な検討会が活用されていた。 

・虐待防止ネットワーク会議 

・認知症施策推進関連の会議 

・地域包括支援センター運営協議会 など 

 ヒアリングにおいては、他機関と対策を検討する前に市町村や地域包括支援センター内の

検討会を活用し、現場の視点を取り入れ、課題分析や対策を検討する実践も把握できた。 

・地域包括支援センターの事業計画を検討する場 

                                                      

14 指標は「令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」ア～エを基に定めた。 



・地域包括支援センターの職種別会議（社会福祉士） など 

 更に、アンケート調査においては、これらの検討会において高齢者虐待等の権利擁護の施

策について行政評価が行われている実態が示された。また、ヒアリングにおいても、行政

評価のプロセスで課題分析と対策の検討が行われている事例が把握できた。 

＜③計画の策定＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護の体制整備に係る計画は、介護保険事業計画だけではなく、その

他にも対象となる計画が存在することが把握できた。 

・行動計画 

・介護保険事業計画以外の行政計画 

・市町村独自の行政計画（高齢者虐待防止計画等） 

・庁内決裁の計画 

・地域包括支援センターの運営方針や事業計画 

・マニュアル（高齢者虐待防止マニュアル等）※体制整備に係る内容が含まれている場合 

 なお、養介護施設従事者等による虐待については、机上調査では養護者による虐待と区別

されていない記述が多く、体制整備の実態が把握しづらい状況が散見された。 

 養護者による高齢者虐待について、机上調査では法に基づく対応状況等の調査の「市町村

における高齢者虐待防止対応のための体制整備等について」に係る 18 項目の視点から計

画の策定状況を分析したが、介護保険事業計画等の行政計画には、必ずしも 18 項目が網羅

的に盛り込まれていない実態が把握できた。 

 ヒアリングにおいては、地域包括支援センターの事業計画等と介護保険事業計画を掛け合

わせることにより、18 項目を網羅するような体制を整備する実践が把握できた。 

＜④実施と評価＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護の体制整備は、高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査では

実施されていると回答していたとしても、介護保険事業計画には反映されているとは限ら

ず、他の計画に反映されて実施されている可能性があることが把握できた。 

 机上調査では、行政評価や事業計画等において計画した体制整備の評価を行っている事例

が把握できたが、介護保険事業計画においては対応実績等に対する評価は散見されても、

計画した体制整備の評価に該当する記述は見つからなかった。 

 机上調査とヒアリング調査から、終結した虐待事案の事後検証については、事後検証の会

議のほかに、事例検討や支援後のモニタリング会議等の機会を活用している可能性がある

ことが把握できた。 



今後の論点 

＜①課題の把握＞ 

 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査は毎年度実施され、市町村・都道府県がデー

タを有している。

 手元にあるデータと各種検討会を活用し、高齢者虐待等の権利擁護に係る計画に課題分析

と対策を反映することが市町村に求められる。

 把握した課題は計画に記録されなければ、課題に取り組んできた軌跡が残らず、関係者の

記憶にも残らない。また、人事異動等の人の入れ替わりにも対応できず、継承されない。

 また、いつまでも同じ課題を提示し続けるのではなく、次なる課題を提示していくために、

同法に基づく対応状況等の調査を分析し、課題の把握に活用することで、A-PDCA サイク

ルの最初の「A-P」を実践することが必要である。

＜②検討会の設置＞ 

 多くの市町村において高齢者虐待防止のネットワーク会議など、既存の検討会を活用し、

高齢者虐待等の権利擁護に関する課題を他機関と検討する機会・場を設置している実態が

把握された。

 いくつかの市町村では行政評価のプロセスで検討を行っている実態も把握できた。体制整

備の評価や予算獲得につながる可能性があり、行政評価の活用については更なる調査が必

要である。

 また、重層的支援体制整備事業や成年後見制度利用促進に係る会議体の活用については、

今回の調査では十分に把握ができなかったが、地域づくりと権利擁護支援の推進との連動

は欠かせない視点であり、好事例等を発掘することが必要である。

 他機関との検討会の前段として、市町村や地域包括支援センター内で実施されている内部

会議を活用して、課題分析や対策のたたき台の作成については、日常業務に組み込みやす

いと考えられるため、好事例を発掘して普及していくことが望まれる。

 課題を検討する機会・場を定めなければ、十分に対策が検討できず、課題のみの提示に終

わってしまう。計画策定において A-PDCA の「D」を明確にするためにも、検討ができる

機会・場を幅広く探していくことが、市町村に求められる。

＜③計画の策定＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護に係る計画を策定する際には、以下の①～③のように、養護者に

よる虐待と養介護施設従事者等による虐待を分けて記載する必要がある。

① 養護者による虐待及び養介護施設従事者等による虐待の両者に共通する事項

② 養護者による虐待に関する事項

③ 養介護施設従事者等による虐待に関する事項

 計画の策定について、いくつかの市町村では行政計画だけではなく、行動計画1を策定して、

二層構造で体制整備を行っており、計画立案の方法論の一つとして示された。

1ここでは、行政計画とは、介護保険事業計画、その他の行政計画、行政評価、市町村独自の行政計画等を指す。

 行動計画とは、庁内決裁の計画、地域包括支援センターの運営方針や事業計画、マニュアル等を指す。



 なお、都道府県においても同様に、行政計画や行動計画が策定されていた。

 行動計画の A-PDCA と行政計画の A-PDCA の２つのサイクルが存在すると考えられ、冒

頭の「A」（アセスメント）を共通の起点としてサイクルを連動させ、網羅的に体制整備を

図ることがポイントになる。そのような好事例を発掘して普及していくことが望まれる。

 毎年度実施される法に基づく対応状況等の調査により、体制整備の実態を把握して実施の

有無を確認しているはずであり、「実施あり」と回答した項目については計画にも反映して

いくことが、市町村に求められる。

＜④実施と評価＞ 

 評価にあたり高齢者虐待等の権利擁護の体制整備の実施内容を網羅的に把握するために

は、行政計画と行動計画の両面から確認する必要がある。

 計画した体制整備の評価については、介護保険事業計画は評価までは至っていない実態が

ある。しかし一方で、行政計画や事業計画等では評価が行われている実態も認められた。

具体的な評価方法については今後の検討事項である。

 各計画の A-PDCA サイクルを連動させ、介護保険事業計画にまで反映させられるように、

計画を戦略的にマネジメントすることが、市町村に求められる。

 また、終結した虐待事案の事後検証については、個別事例の課題分析が体制整備の評価に

つながることが想定される。事例検討やモニタリング会議など、日々の実践に組み込むこ

とができるように、更なる調査とモデルの構築が必要である。



2) 都道府県

現状・課題 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 市町村と同様に、高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、「高齢者虐待の

防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等の調査が活用さ

れていた。

 机上調査で分析した介護保険事業支援計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を

示す根拠データとして調査結果が活用されていた。

 また、同法に基づく対応状況等の調査以外には、アンケート調査や検討会、市町村訪問の

機会、市町村及び地域包括支援センターの職員、介護サービス相談員等を対象とした研修

会等を活用して管内の市町村の実態を把握していた。

 ヒアリングにおいては、把握した実態からの課題分析が課題として挙げられた。

 市町村と同様に、現行の介護保険事業支援計画においては、法に基づく対応状況等の調査

や検討会で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述が

ない計画も散見された。

＜②検討会の設置＞ 

 都道府県の目標を市町村とともに検討する機会・場として、虐待防止に関する連絡会等の

市町村担当者会議や虐待防止ネットワーク会議等が活用されていた。

 ヒアリングにおいては、管内の市町村の体制整備に関する取組状況を取りまとめ、検討会

において情報共有することで、市町村担当者や関係機関との意見交換が行われていること

が把握できた。

 ただし、年間で実施できる検討会の開催数が 1～2 回に限られているため、体制整備の課題

を十分に議論した上で、都道府県の目標を定めるには限界がある状況であった。

 また、全ての市町村担当者が出席することになると参加者数が膨大になることから人選も

必要になり、参加できなかった市町村への情報共有も行うことになる等、会議の運用を工

夫する必要性も把握できた。

＜③支援方策の策定＞ 

 市町村への状況に応じた支援方策を策定するために検討会等が活用されていた。

 ヒアリングにおいては、検討会での意見交換等を行うために、事前に庁内で支援方策を検

討している状況が把握できた。

 また、高齢者権利擁護等推進事業や介護サービス相談員派遣事業等の既存事業の運用の見

直しや充実を図ることから、支援方策を検討することもあることが把握できた。

＜④支援＞ 

 養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待では対応部署が異なる場合があり、ま

た、都道府県によっては地方局等と役割を分担して支援を実施していることがある。

 弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワーク

だけではなく、市町村からの相談や通報等の受付、情報共有や方針の検討、部署間が連携

しての対応、体制整備の課題共有等、庁内連携も重要になることが把握できた。



 養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備については、今回の机

上調査やヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。

＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞ 

 市町村への訪問により取組状況・課題の把握を兼ねてフォローアップを図る取組や、検討

会において市町村からの意見を聴取するような取組が把握できた。

 一方で、フォローアップと支援効果の評価結果の具体的な内容については、今回の机上調

査やヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。

今後の論点 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 法に基づく対応状況等の調査は毎年度実施され、実態把握のチャンスである。

 調査結果の活用方法だけではなく、ネットワーク構築を兼ねて、関係機関に意見を募り、

独自の調査項目を追加する等、調査の設計や運用のプロセスにも着目し、戦略的に取り組

めるようなモデルの構築が必要である。

＜②検討会の設置＞ 

 都道府県の目標を定めるための課題分析については、検討会が活用されているが、開催頻

度や会議の参加者数、会議時間等の問題があり、検討会の機会や場のみで課題を検討する

ことが難しい状況がある。検討会の運用についてモデル事例の発掘が必要である。

＜③支援方策の策定＞ 

 検討会では目標だけではなく都道府県の支援方策なども検討されることから、その実施に

向けて、事前の庁内連携により各部署からの視点で課題を分析し、対応状況等の調査結果

も活用して支援方策を策定することがポイントになる。

 都道府県は単一部署ではなく、複数部署により職務を分担して担っている特徴があること

を活かし、多角的な視点から支援方策を検討することができる。そのような庁内連携の在

り方について、更なる調査と検討が必要である。

＜④支援＞ 

本項目に関する情報は、本調査では得ることが出来なかった。今後、本項目に関する更なる調

査と検討が必要である。 

＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞ 

 養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備について、焦点を当て

て調査と検討を行う必要がある。

 弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワーク

だけではなく、都道府県と市町村の連携、都道府県の庁内連携などにも着目し、フォロー

アップと支援効果の評価等も含めて、効果的な支援を行う方策を検討する必要がある。

 また、実態や課題、検討会や支援方策、フォローアップや評価について、その具体的な内

容が実施されていながらも、介護保険事業計画等の計画に反映されていない可能性がある。

それらを計画に反映し、A-PDCA サイクルを推進していくことが都道府県に求められる。 



2. 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害について

本項では準ずる対応が求められる権利侵害には複数のタイプが含まれることを念頭に置きつつ、

本結果のポイントと今後の課題・論点を整理する。 

現状・課題 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数を把握している市町村は

およそ６割程度であった。その中でセルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない高齢者、

65 歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者を把握している市町村はそれぞれ４

割～５割弱であった。

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の各市町村での 10 万人当たりの発

生数はセルフ・ネグレクトが 2.99 人、養護・被養護関係にない高齢者が 10.8 人、65 歳以

上夫婦間のＤＶが 5.96 人、認知症による行方不明高齢者が 20.4 人となった1。今回把握さ

れた発生割合に基づいて算出すると、例えばセルフ・ネグレクトでは 3,800 人程度発生し

ている可能性がある2。

 在宅での孤立死に至った高齢者については、依然として２／３程度の市町村が「該当する

死亡があったかを把握していない」もしくは「死亡はあったが人数は不明」と回答してい

た。

＜②検討会の設置＞ 

 準ずる対応を求められるの権利侵害（疑いを含む）を早期に発見するために「関係機関や

民間団体との連携協力体制を整備している」「事例検討会の場や機会等を設けている」市町

村は約５割であった。

 対応するうえで求められる知識等を習得する場や機会の提供に関しては、６割の市町村が

何らかの対応をしていた。

 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般への対応がうまくできない理由

は、人員数の不足（72.8%）が顕著であった。ついで協議体を設置していないこと（31.1%）

も上位であった。

＜③計画の策定＞ 

 セルフ・ネグレクトについては、行政計画がある自治体は 4.8％、庁内決裁の計画が 10.4％、

行政評価の実施が 2.7％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 2.2％となり、計画に

セルフ・ネグレクトを含めている自治体は非常に限定的であった。

 孤独死については、行政計画を立てている自治体は 12.0％、庁内決裁の計画を 7.8％、行

政評価の実施が 4.9％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 5.2％となり、計画に孤

独死を含めている自治体は非常に限定的であった。

1 アンケート結果から得られたそれぞれの権利侵害の総発生件数に関して、件数を把握していると回答した自治体の総人口で

割り、10 万を乗じることで算出した。 

2 上記で算出した 10 万人当たりの発生件数を日本の総人口当たりに換算した数字



 認知症については、行政計画を立てている自治体は 47.6％、庁内決裁の計画を 55.9％、行

政評価の実施が 26.0％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 28.2％となり、計画に

認知症を含めている自治体は他の準ずる対応が求められる権利侵害と比べると多くなっ

た。

＜④実施と評価＞ 

 約９割の市町村が、他部署・関係機関・団体等と連携して、高齢者虐待防止法に準ずる対

応をしている。連携先は生活保護担当、高齢者福祉・介護保険、障害福祉、警察、地域包

括支援センターが上位だが、それ以外も相当数ある。

 再発防止の観点から、終結した事案の事後検証を実施できている市町村は１割強（13.0%）

に留まっている。

今後の論点 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数は、セルフ・ネグレクト、

養護・被養護関係にない高齢者、65 歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者の

4 事例のみであってもその推定発生件数の総和は約 50,500 件であり1、高齢者虐待の相談・

通報件数と比べると多くなっている。（令和 2 年度の結果によれば、養護者による相談・通

報件数は 35,774 件である）。この結果を踏まえると、発掘・通報されずに見過ごされてい

るケースがあることが想定される。

 準ずる対応が求められる権利侵害の発生件数の把握が限定的である理由の一つとして、こ

れらの権利侵害が虐待と同様に重大な権利侵害である事象という認識の周知・共有が不十

分である可能性がある。このため、これらの権利侵害についての周知・共有を進めるとと

もに、虐待防止ネットワークでの取組や体制整備を検討する際には、準ずる対応が求めら

れる権利侵害についても含めて検討する必要があることを定着させていくべきである。

＜②検討会の設置＞ 

 過去（平成 26 年度・平成 30 年度）2に実施された同種の調査と比べると、高齢者虐待防止

法に準ずる対応を求められるケースについて、セルフ・ネグレクトを例に挙げると、発生

件数まで把握している市町村は以前と比べて増加している傾向にある(平成 26 年度調査：

25.7%、平成 30 年度調査：13.0%)。とはいえ、依然として、４～５割程度の市町村が発生

件数すら把握できていない状況にある。「準ずる対応」の定義が不明瞭といった指摘はある

ものの、有効な対策を検討するためには、当該地域で生じている本課題の規模感の把握と

課題の共有は必須といえる。一方で、人員数の不足という指摘への対応も考慮する必要が

ある。

 件数を把握できている市町村が５割程度であったことを考慮すると、対応がなされている

市町村の多くは、関係機関との連携、事例検討会の設置など、体制の強化や機関連携、ネ

1 各権利侵害の日本の総人口当たりの発生数を加算したもの 

2 平成 26 年度における調査「セルフ・ネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事業」 

参考：https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000140351.pdf 

平成 30 年度における調査「高齢者の権利擁護における基礎自治体での相談体制・事例対応の実態把握等に関する調査研

究」参考：https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/e110e97bfdba1024170a92c0b0c985d2_1.pdf

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000140351.pdf
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/e110e97bfdba1024170a92c0b0c985d2_1.pdf


ットワーク構築が蓄積されつつある。ただし、本調査では、どのような連携協力体制で、

どのような事例検討会や周知活動が展開されているのかといった具体的内容や質までは把

握できていない。良質な連携体制や場を構成する要素と指標化については今後さらに検討

する必要がある。 

＜③計画の策定＞ 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備は不十分であり、計画的

な体制整備が必要である。高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害について

は、現状把握（A-PDCA の冒頭の A）自体が不十分な状況にあり、対応についての進展は

みられるものの、事後検証も十分になされていない。ただし、セルフ・ネグレクト、養護・

被養護関係にない高齢者への虐待、お互い自立した 65 歳以上夫婦間の DV、孤立死の問題

は、それぞれ別個の問題であり、一括りに論じることは難しい。介護保険事業計画に限ら

ず、地域の実情に応じた計画策定と体制整備を図っていくことが求められる。

＜④実施と評価＞ 

 高齢者虐待防止対応のための体制整備の事後検証の実施が 42.3%であったこと（令和２年

度調査結果）と比べると、高齢者虐待防止法に準ずる対応では終結した事案の事後検証は

大きく遅れているといえる。なお、高齢者虐待防止においても、他の体制整備の項目が６

～８割程度実施済みである中、この事後検証の実施割合は最も少なくなっている。「検証」

という水準には至らなくとも、再発防止にむけた「振り返り」の場を設けることが必要と

思われる。

 ヒアリングを通して、セルフ・ネグレクトを始めとした権利侵害については地域住民が権

利侵害に気付くことができる状況（見守りネットワーク）を組成していくことが早期発見

につながることが示唆された。



3. 消費者被害について

消費者被害については、高齢者虐待対応部局と消費者行政部局の双方の観点で議論することが

重要であることを踏まえ、本結果のポイントと今後の課題・論点を整理する。 

現状・課題 

高齢者虐待対応部局 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 消費者被害の課題にうまく対応できていると回答した自治体は 57.9%と半数を超えたもの

の、高齢者虐待防止法第 27 条に規定された消費者被害の発生件数を把握している自治体

について、全件把握している自治体が 2.6％、ある程度把握している自治体が 13.3％とな

り、全体的には消費者被害の件数把握はあまり進んでいない。もとより消費者被害の件数

把握は消費者行政部局の本務ではあるものの、高齢者虐待対応部署では消費者被害におい

て件数を把握することができていない実態が明らかになった。

 同法第 27 条に規定された消費者被害の課題にうまく対応できていないと回答した自治体

では、その理由に「解決方法の類型化がされていない、ノウハウをうまく引き継げない」

ことを挙げている。マニュアルや業務指針、対応フロー図の作成をしていない自治体が

95.7%と、そのほとんどを占める実情が反映される結果となった。

 同法第 27 条に規定する消費者被害への対応方法については、「消費者被害の予防に関する

広報・注意喚起」が 67.4%と最も多く、これだけでは必ずしも権利擁護支援に結び付く対

応とは言いきれないものの、消費生活センターによる対応が 60.5%、日常生活自立支援事

業の利用が 37.3％、介護保険サービス・生活支援サービスの導入が 26.9%、介護保険法に

おける地域ケア会議の実施が 21.9%、成年後見制度の首長申立が 10.4％など、庁内他部署

や関連機関と連携を取りつつ、権利擁護支援に結び付く対応が行われていることも分かっ

た。

 同法の規定する消費者被害に関して、庁内の理解とサポートを得るために何らかの施策を

行っている自治体は半数程度である。その中で、わずか 8.0％ではあるが、ワンストップ型

の相談窓口を設置し、関連部署で複合的な課題を一体的に協議している自治体が存在する

ことは注目に値する。他方、当該問題に関して、何もしていないと回答した自治体も約半

数あり、庁内連携を高齢者虐待対応部署から積極的に働きかけることはあまり進んでいな

いことも明らかになった。

 高齢者虐待対応部署から、消費生活センターや地域包括支援センター等の関係者に対し、

同法に規定する消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提供について、未実施が

66.1％であるなど、積極的に行なわれているとはいえず、高齢者の消費者被害の実態に即

した体制整備が十分ではない。

＜②検討会の設置＞ 

 月 1 回の割合で開催される地域ケア会議に消費者行政部局も毎回参加し、緊密な連携が取

れているため、どのタイミングでどの部署と連携すればいいか把握できている。

 消費者庁が設置を推進している消費者安全確保地域協議議会については、未設置の自治体



が 60.6%を占めるが、高齢者虐待対応部署などが運用する何らかのネットワークを構築し

ている自治体がほとんどである。しかし、同法第 2 条に規定された経済的虐待と同様の対

応が求められる高齢者の消費者被害に対応するためには構築されているネットワークが消

費者行政部局など、他のネットワークと容易に協働しうるものであることが求められる。

既存のネットワークで何をするのか、その機能を今一度確認する必要がある。 

＜③計画の策定と評価＞ 

 高齢者の消費者被害については行政評価を行っている自治体は限定的（11.1％）であり、

行政計画の整備状況（31.0％）や庁内決裁の計画の整備（10.1％）、体制整備の予算確保に

向けた評価の実施（6.9％）、条例や要綱の整備を行っている自治体はわずか 6.8％であるな

ど、非常に限られている。

 消費者被害の事案の事後検証については、未実施が 94.9％であるなど、ほとんど行われて

おらず、事案の蓄積・類型化が図られていない。これが、結果的には、マニュアル整備の

遅れにつながっているものと考えられる。

 同法第 27 条に規定される消費者被害の課題について、うまく対応できているとする回答

が 57.9％であったことは上述のとおりだが、自治体へのヒアリングでは、高齢者虐待対応

部署と消費者行政部局の双方で、権利擁護支援に結び付く相談事例が必ずしも全件共有は

されておらず、対応における協働もかなり限定的である。ただし、消費者行政部局は地域

ケア会議に参加し、緊密な連携が取ることで、どのタイミングでどの部署と連携すればい

いか把握できており、地域ケア会議に対処法についてのノウハウが集約されており、迅速

な対応が可能だとする例が報告された。今後、全国の自治体で好事例の展開が期待される。 

消費者行政部局 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 消費者行政部署内で「消費者被害は権利擁護の対象であって自治体として虐待と同様に対

応する必要がある」という考え方は 7 割程度周知されている。実際に、高齢者の消費者被

害は消費生活センターから高齢者虐待対応部署へ相談・通報が 61.5％、福祉サービスへの

つなぎが 44.8％となっており、結果として高齢者の消費者被害の相談を発端として権利擁

護支援につながっていることがうかがえる。今後、協働内容をさらに深めていく必要があ

る。その一方で、連携したことがない自治体も 12.6%存在する。こうした自治体では、他

自治体の好事例を参考に早急な対応が求められる。

 消費者行政部局が高齢者虐待対応部署との連携においては、多くの自治体で困難を感じて

おらず、うまく連携が図られていると考えている割合が７割を超える。しかし、受け止め

る側の高齢者虐待対応部署では消費者被害の件数を把握していない割合が高く、同法第 27

条に基づく高齢者の消費者被害の認識について、双方の部局の意識に齟齬が生じている可

能性が高い。

＜②検討会の設置＞ 

 消費者安全確保地域協議会を設置している自治体はいまだ 4 割に満たない状況である。

＜③計画の策定と評価＞ 

 消費行政部局での地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会



の開催が 2 割程度、消費生活相談員向けの介護・福祉・虐待や関連法などの研修・勉強会

の開催が 1 割にも満たない状況と、かなり限定的であり、高齢者虐待対応部局の研修・勉

強会同様、高齢者の消費者被害の実態に即した体制整備が十分ではない。 

今後の論点 

高齢者虐待対応部局 

＜②検討会の設置＞ 

 高齢者に対する消費者被害は高齢者虐待防止法第 27 条に規定されており、経済的虐待と

同様の対応が求められる。地域ケア会議などにおいて、情報交換を通してお互いの理解を

深め、多くの場合アウトリーチ機能のない消費者行政部局から要請のあった場合は、高齢

者宅を訪問して消費者被害の状況や程度について事実確認を行い、両部局で対応策を検討

するなど、高齢者虐待対応部局と消費者行政部局との協働対応強化が必要である。

 高齢者に対する消費者被害は「経済的虐待と同様の対応」が求められることから、互いの

連携強化及び協働のためにも、ケース会議等には高齢者虐待部局のみならず、消費者行政

部局も参加し、双方で理解を深める機会を積極的に設置する。また、高齢者の消費者被害

は「権利擁護」の対象であることに鑑み、双方が主催する研修等に双方が参加し、理解を

深める必要がある。

＜③計画の策定/④実施と評価＞ 

 ケース会議や研修会で検討・検証された事例と整理された情報は実務上の取り決めとして

類型化し、マニュアルを整備する。このことによって、担当者が変わっても等しい対応が

可能となる。なお、現在はほとんど行われていない事案の事後検証を行うことによって、

継続的にマニュアルの追加・整備を図る。

 マニュアル化した実務上の対応をスムーズに進めるためには、協働できる見守りネットワ

ークの構築が必要である。特に、経済的虐待と同様の対応が求められる高齢者の消費者被

害については、高齢者虐待のネットワークとその目的が一致する。既存のネットワークで

何がどこまでできるのか、その機能を今一度確認し、例えば、緊急性がある場合など、本

人の同意がなくても必要な関係者間でのみ個人情報の共有を図りながら、迅速に被害回復

までつなげることが可能な消費者安全確保地域協議会を、既存のネットワーク機能に上乗

せして機能強化を図ることなど、検討する。

消費者行政部局 

＜②検討会の設置＞ 

 高齢者に対する消費者被害は「経済的虐待と同様の対応」が求められることから、互いの

連携強化及び協働のためにも、ケース会議等には高齢者虐待部局のみならず、消費者行政

部局も参加し、双方で理解を深める機会を積極的に設置する。また、高齢者の消費者被害

は「権利擁護」の対象であることに鑑み、双方が主催する研修等に双方が参加し、理解を

深める必要がある。（再掲）

＜③計画の策定/④実施と評価＞ 

 消費者行政部局と高齢者虐待対応部局では、同法第 27 条に基づく高齢者の消費者被害の

認識について、双方の意識に齟齬が生じている可能性が高いことから、情報共有の在り方



を再検討することが喫緊の課題である。双方の連携・協働をさらに充実・進化させるため

にも、高齢者虐待等福祉のネットワークと協働できる消費者安全確保地域協議会の設置を

積極的に検討する。なお、設置に際しては、新規に消費者被害への対応を主目的とするネ

ットワークを立ち上げることを目指すのではなく、既存の高齢者虐待等福祉のネットワー

クに消費者安全確保地域協議会の機能を上乗せすることを検討するなど、連携の緊密さを

担保することが肝要である。 
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第１章 事業概要 

1. 背景と目的 

市町村・都道府県の権利擁護を促進する地域づくりには、高齢者虐待等の権利擁護を必要とす

る高齢者を対象とした市町村・都道府県による計画策定が必要である。介護保険事業に係る保険

給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に高齢者虐待の防止等の計画策定が義務づけら

れているが、その実態は把握されておらず、令和 4 年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保

険者努力支援交付金に係る評価指標（①課題の把握、②検討会の設置、③計画の策定、④実施と

評価の４指標1）に高齢者虐待を防止する体制整備の実施を PDCA サイクルで実施することが示

されたが、その PDCA サイクルで推進する具体的な方法は示されていない。よって、市町村と都

道府県が高齢者虐待等の権利擁護を必要とする高齢者を対象とした計画策定から評価に資する具

体的な取組や提言による指針の見直しなどが必要である。 

本事業では、市町村・都道府県を対象にアンケート調査を実施し、高齢者虐待等の権利擁護に

関する計画策定と評価等実態を把握することで、高齢者虐待等の権利擁護に関する計画策定に資

する必要なデータ、計画策定方法、内容の詳細、評価方法などを整理し、高齢者虐待防止を中心

とする「権利擁護」推進に効果的な第 9 期介護保険計画策定・評価と保険者機能強化推進交付金・

介護保険保険者努力支援交付金活用に資することを目的とした。 

 

  

                                                      

1 4 指標は「令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」ア～エを基に定めた。 



2 

 

2. 委員会の構成 

（1） 実施体制 

本事業では有識者から構成される調査検討委員会を設置し、事業報告書の設計や事例の取り

まとめについての検討を行った。 

 

① 調査検討委員会 構成委員 

（敬称略、委員長を除いて五十音順、○：委員長） 

氏名 所属・役職 

○ 永田 祐 同志社大学 社会学部 社会福祉学科 

大口 達也 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 社会福祉学科 

加藤 克寿 静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 長寿政策課 

菊地 和則 
地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 

公益社団法人 日本社会福祉士会 

斉藤 雅茂 日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 

坂本 俊英 一般社団法人 日本総合研究所 

篠田 浩 大垣市 健康福祉部 社会福祉課 

鉢嶺 由紀子 
社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 

総合相談支援課 地域あんしんセンター 

待鳥 三津子 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 消費者情報研究所 

八杖 友一 東京八丁堀法律事務所 
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② オブザーバー

（敬称略、五十音順） 

氏名 所属・役職 

日野 徹 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 課長補佐 

乙幡 美佐江 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 高齢者虐待防止対策専門官 

③ 事務局担当者

氏名 所属・役職 

吉田 俊之 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

情報未来イノベーション本部 アソシエイトパートナー 

江木 淳 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

情報未来イノベーション本部 マネージャー 

小松 夢希子 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

情報未来イノベーション本部 コンサルタント 

3. スケジュール

（1） 開催日及び議題

調査検討委員会の開催日及び議題は、以下の通りであった。 

回数 開催日 議題 

第１回 令和 3 年 11 月 2 日 
・事業概要及びスケジュールについて

・アンケート調査の方針及び設計について

第２回 令和 4 年 1 月 18 日 
・アンケート調査結果について

・ヒアリング調査の方針および設計について

第３回 令和 4 年３月４日 
・ヒアリング調査結果について

・事業報告書（案）について
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4. 調査概要

（1） 問題の所在と調査の視点

問題の所在

市町村・都道府県の権利擁護を促進する地域づくりには、高齢者虐待等の権利擁護を必要

とする高齢者を対象とした市町村・都道府県による計画策定が必要である。介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に高齢者虐待の防止等の計画策

定が義務づけられているが、その実態は把握されておらず、令和 4年度保険者機能強化推進

交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標に高齢者虐待を防止する体制整備の

実施を PDCA サイクルで実施することが示されたが、その PDCA サイクルで推進する具体

的な方法は示されていない。よって、市町村と都道府県が高齢者虐待等の権利擁護を必要と

する高齢者を対象とした計画策定から評価に資する具体的な取組や提言による指針の見直

しなどが必要である。 

調査の視点 

毎年実施されている高齢者虐待防止法に基づいた調査において調査対象者外となってい

る高齢者虐待防止法第 27 条に規定されている消費者被害と、セルフ・ネグレクトや養護・

被養護の関係にない等の高齢者虐待に準ずる対応が求められる事案を中心に、市町村（悉皆）

における支援状況等に関する現状及び課題をアンケート調査等にて実施する。 

また、市町村と都道府県による高齢者虐待防止法と同法に準ずる対応を求められる事例等

の権利擁護に関する計画策定と評価の実態を把握するため量的調査等を実施する。 

さらに、複数自治体へのヒアリング調査による計画策定と評価などにおける好事例・取組

事例を収集し、高齢者虐待等の権利擁護に関する計画と評価について、内容、方法、必要な

データなどを整理し、地域の高齢者虐待等の権利擁護体制整備の推進に向けた施策提言を行

う。
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第２章 高齢者虐待等の権利擁護に係る計画策定に関する調査 

1. 机上調査

（1） 調査目的

介護保険事業（支援）計画等における権利擁護に関する計画と評価・効果を把握することを

目的とした。 

（2） 対象と方法

調査対象

a. 全国の 47 都道府県（悉皆）の第 8 期介護保険事業計画

b. 以下の条件を満たす、全国の 169 市区町村の第 8 期介護保険事業計画

 令和 2 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基

づく対応状況等に関する調査1において、「市町村における体制整備等に関する状況」

18 項目の全てに「実施済」と回答した。

c. 以下の条件を満たす、全国の 15 都道府県から提出された資料

 令和 4 年度度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価

指標(都道府県分) 2Ⅱ．自立支援、重度化防止等に資する施策の推進 （８）その他の

自立支援・重度化防止等に向けた各種取組への支援事業 における高齢者虐待防止の

体制整備における市町村支援の実施に関する指標において、ア～オすべての項目を実

施したと回答した。

 指標ウ「市町村の状況に応じた支援方策を策定している」に関する添付資料として第

8 期介護事業計画以外の資料を提出した。

d. 以下の条件を満たす、全国の 57 市区町村から提出された資料

 令和 4 年度度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価

指標(市区町村分) 3Ⅱ．自立支援、重度化防止等に資する施策の推進 （１）介護支援

専門員・介護サービス事業所等③ における高齢者虐待防止にかかる体制整備に関す

る指標において、ア～エのすべての項目を実施したと回答した。

 指標ウ「市町村の虐待防止対策についての計画を策定している」に関する添付資料と

して第 8 期介護保険事業計画以外の資料を提出した。

1 令和 2 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査

掲載 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00008.html 

2 「令和 4 年度度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」(都道府県分) 

掲載 URL：https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r02/tb_r2fu_12mhlw_37e.pdf 

3 「令和 4 年度度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」(市区町村分) 

掲載 URL：https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r02/tb_r2fu_12mhlw_37f.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00008.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r02/tb_r2fu_12mhlw_37e.pdf
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r02/tb_r2fu_12mhlw_37f.pdf
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 調査方法 

a. 調査対象 a~d における「虐待」の文言が含まれる記述を抜粋し、以下の高齢者虐待に関す

る記述を分類する際の観点のいずれに該当するかを検討した。 

b. 調査対象 b における高齢者虐待事案対応件数等の実績件数を抜粋の上、分類した。 

   

高齢者虐待に関する記述を分類する際の観点 

養護者による高齢者虐待 

①体制・施策強化 

1) 高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知 

2) 地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修 

3) 高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民への啓発活動 

4) 独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成 

5) 虐待を行った養護者に対する相談、指導又は助言 

6) 居宅において日常生活を営むのに支障がありながら、必要な福祉サービス及び保健

医療サービスを利用していない高齢者の権利利益の擁護を図るための早期発見の取

組や相談等 

7) 終結した虐待事案の事後検証 

 

②行政機関連携 

8) 成年後見制度の市町村申立が円滑にできるよう役所・役場内の体制強化 

9) 地域における権利擁護・成年後見体制の整備に向けた中核機関の立ち上げ・体制整

備 

10) 高齢者虐待防止法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署との協議 

11) 老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調

整 

12) 高齢者虐待対応・養護者支援が円滑にできるよう 

生活困窮者支援、DV 担当課等の役所・役場内の体制強化 

13) 高齢者虐待対応・養護者支援が円滑にできるよう 

保健所、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター等の関係機関との連携強

化 

 

③ネットワーク構築 

14) 民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守りネットワーク」の 

構築への取組 

15) 介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」

の構築への取組 

16) 行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」

の構築への取組 
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④法の周知 

17) 居宅介護支援サービス事業者に法について周知 

18) 介護保険施設に法について周知 

 

施設従事者等による高齢者虐待 

①周知・啓発 

一般・事業者・関係者等への通報窓口と虐待に関するホームページやパンフレットなどに 

よる周知、事業者連絡会、施設長会、自治体実施主体の介護職員研修等 

 

②指導・検査 

個別の実地指導、集団指導、立入検査等による運営改善支援、 

処分・公表、運営推進会議（地域密着） 

 

③虐待対応 

従事者虐待向けの対応マニュアル・フロー図等の整備、 

ネットワーク整備スーパービジョン、検証を受けられる体制整備 

 

④教育・研修機会 

認知症ケア研修、介護初任者向け研修、地域ケア会議等による困難事例対応検討、 

市町村・都道府県、事業所等関係機関職員・管理者向け研修 

※地域ケア会議の活用は、事例検討以外も含む 

 

⑤その他の支援 

介護人材確保・育成支援、第三者評価受審支援、介護サービス相談員派遣事業実施、 

コンサルや研修講師派遣（特に小規模事業所への支援）、 

専門相談窓口設置（例：身体拘束等） 
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（3） 調査結果1 

a. 「虐待」の文言が含まれる記述の抜粋 

高齢者虐待に関する記述を分類する際の観点について資料上の記載内容を取りまとめた。 

養護者による高齢者虐待 

 体制・施策強化 

１）高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県共通） 

・パンフレット等の配布 

・多様な媒体での周知 

・会議等での周知 

 

２）地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県共通） 

・早期発見・対応に関する研修 

・関係者の虐待対応力の向上を図る研修 

（都道府県） 

・市町村担当職員向け研修会の実施 

・専門職団体、専門職チーム等と連携した研修の実施 

 

３）高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民への啓発活動 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県共通） 

・パンフレット等の配布 

・多様な媒体での周知 

・会議等での周知 

 

４）独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県共通） 

・マニュアル作成 

・マニュアルを基づいた支援 

・マニュアルの改訂  

                                                      

1 基礎資料では、調査結果 a についてのみ、該当自治体のホームページに第 8 期介護保険事業計画が公開されている場合に限って掲載し

た。また、市区町村については自治体名をマスクしたうえで掲載した。 
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５）虐待を行った養護者に対する相談、指導又は助言 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県共通） 

・養護者の負担軽減 

・関係機関との連携 

（都道府県） 

・市町村における介護者の会等の促進 

・ショートステイの提供体制整備 

 

６）居宅において日常生活を営むのに支障がありながら、必要な福祉サービス及び 

保健医療サービスを利用していない高齢者の権利利益の擁護を図るための早期発見の取

組や相談等 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県） 

・市民後見人の養成・活用 

（市町村） 

・早期発見のための取組 

・地域包括支援センター及び中核機関での相談対応と連携 

（都道府県） 

・日常生活自立支援事業の推進 

 

７）終結した虐待事案の事後検証 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・事例検討会での実施 

・モニタリング会議の活用 

（都道府県） 

・市町村担当者会議の活用 

・モデル事例の収集 
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 行政機関連携 

8）成年後見制度の市町村申立が円滑にできるよう役所・役場内の体制強化 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・成年後見制度利用支援事業の体制整備 

（都道府県） 

・市町村申立に関する研修の実施 

・法人後見受任体制の整備 

・後見人の担い手育成 

 

9）地域における権利擁護・成年後見体制の整備に向けた中核機関の立ち上げ・体制整備 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・中核機関の体制整備 

・中核機関との連携強化 

・協議会の設置・活用 

（都道府県） 

・広域連携による市町村支援 

・中核機関の運営支援 

 

10）高齢者虐待防止法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署との協議 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・援助要請等の方法 

（都道府県） 

・連携強化等の要請 

 

11）老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調整 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・居室確保に向けた調整の内容 

（都道府県） 

・適切な措置が採れるように支援 

 

12）高齢者虐待対応・養護者支援が円滑にできるよう生活困窮者支援、 

DV 担当課等の役所・役場内の体制強化 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・連携を強化する部署 
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13）高齢者虐待対応・養護者支援が円滑にできるよう保健所、精神保健福祉センター、発達

障害者支援センター等の関係機関との連携強化 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・連携を強化する関係機関

（都道府県） 

・連携強化等の要請

ネットワーク構築

14）民生委員、住民、社会福祉協議会からなる「早期発見・見守りネットワーク」の構築へ

の取組 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・見守り等の協定策定・活用

・ネットワーク会議の設置

（都道府県） 

・ネットワーク構築の支援

15）介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」の

構築への取組 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・ネットワーク会議の設置

（都道府県） 

・ネットワーク構築の支援

16）行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」の

構築への取組 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村） 

・ネットワーク会議の設置

（都道府県） 

・専門職チームの設置

・家庭裁判所や専門職団体等との広域連携
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 法の周知 

17）居宅介護支援サービス事業者に法について周知 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県） 

・早期発見・早期対応の重要性を周知 

（市町村） 

・監査や集団指導等を通じた周知 

 

18）介護保険施設に法について周知 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県） 

・早期発見・早期対応の重要性を周知 

（市町村） 

・監査や集団指導等を通じた周知 

 

養介護施設従事者による高齢者虐待 

※全般的に養介護施設従事者等による高齢者虐待の取組であることが明記されておらず、 

養護者による高齢者虐待の取組との区別がつかないものが多い。 

 周知・啓発 

一般・事業者・関係者等への通報窓口と虐待に関するホームページやパンフレットなどに

よる周知、事業者連絡会、施設長会、自治体実施主体の介護職員研修等 

※養介護施設従事者等による高齢者虐待の取組であることが明記されておらず、 

養護者による高齢者虐待の取組との区別がつかないため、内容の類型化が難しい。 

 

 指導・検査 

個別の実地指導、集団指導、立入検査等による運営改善支援、処分・公表、運営推進会議

（地域密着） 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県） 

・指導や検査の頻度 

・指導や検査の内容 

 

 虐待対応 

従事者虐待向けの対応マニュアル・フロー図等の整備、ネットワーク整備スーパービジョ

ン、検証を受けられる体制整備 

※養介護施設従事者等による高齢者虐待の取組であることが明記されておらず、 

養護者による高齢者虐待の取組との区別がつかないため、内容の類型化が難しい。 
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 教育・研修機会 

認知症ケア研修、介護初任者向け研修、地域ケア会議等による困難事例対応検討、 

市町村・都道府県、事業所等関係機関職員・管理者向け研修 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県） 

・研修会の頻度や内容 

・研修会の内容 

 

 その他の支援 

介護人材確保・育成支援、第三者評価受審支援、介護サービス相談員派遣事業実施、 

コンサルや研修講師派遣（特に小規模事業所への支援）、専門相談窓口設置（例：身体拘束

等） 

【机上調査で記載が確認できた事項】 

（市町村・都道府県） 

・身体拘束廃止等の取組 

（市町村） 

・介護サービス相談員派遣事業の活用 

（都道府県） 

・福祉サービス第三者評価の周知 
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b. 高齢者虐待事案対応件数等の実績件数の抜粋と分類 

高齢者虐待事案対応件数等の実績を以下のとおり分類した。 

 

図表 1 高齢者虐待事案対応件数等の実績の内容の類型 

介護者に対する専門相談人数 

介護予防ケアマネジメント支援件数 

虐待終結件数のうち、早期に終結した件数の割合 

虐待認定のうち経過観察延件数 

虐待の疑われる事例にかかわったときの対処方法 

虐待防止等に関する研修参加事業所数 

虐待を受けた高齢者を保護するためのシェルターの施設か所数 

虐待を受けた高齢者を保護するためのシェルターの施設定員人数 

ケアマネジャーの意向調査 

ケアマネジメント支援件数 

権利擁護相談対応件数 

権利擁護対応人数 

権利擁護に関する研修会回数 

高齢者一時保護施設確保事業のベッド数 

高齢者虐待支援実件数 

高齢者虐待相談人数 

高齢者虐待対応事例検証会議の開催数 

高齢者虐待対応に関する運営会議の開催数 

高齢者虐待に関する説明会参加者人数 

高齢者虐待認定対応件数 

高齢者虐待の相談件数 

高齢者虐待の通報件数 

高齢者虐待防止の啓発パンフレット配布数 

高齢者虐待防止の広報誌特集記事掲載回数 

高齢者虐待防止研修会の開催数 

高齢者虐待防止事業の実施回数 

高齢者緊急措置事業の対応件数 

高齢者等虐待防止ネットワーク会議への出席者人数 

在宅介護を受けている高齢者が虐待を受けている事例の有無 

消費者被害相談件数 

生活管理指導短期宿泊事業の実利用者人数 

成人後見制度利用支援相談対応件数 

成年後見制度市長申し立て件数 
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成年後見制度利用支援事業の実施回数 

成年後見制度利用支援事業の利用者数 

総合相談対応件数 

総合相談対応人数 

相談窓口の認知度 

短期宿泊による対応件数 

地域包括支援センター設置か所数 

認知症高齢者人数 

認知症サポーター養成者人数 

認知症支援カフェ設置か所数 

本人の自己決定支援事業の実施回数 

見守り活動への協力事業者数 

見守りキーホルダー配布件数 

運営協議会開催数 

介護支援専門員に対する個別支援回数 

介護相談件数 

虐待ケース検討会開催割合 

虐待を受けた割合 

虐待予防の取り組み 

権利擁護研修会の研修参加人数 

後見人育成 

後見人等候補者調整会議の取扱件数(高齢者) 

高齢者のセルフ・ネグレクト相談対応実件数 

高齢者のセルフ・ネグレクト認定者のうち、終結の割合 

高齢者虐待相談対応の終結割合 

高齢者虐待に関わったときに相談した機関 

高齢者虐待の種類 

高齢者虐待の被虐待者の認知症率 

高齢者虐待対応マニュアルの見直し・拡充の取り組み指標 

高齢者虐待対応事例検討件数 

高齢者虐待等への支援体制・ネットワーク 

高齢者虐待防止研修受講者人数 

在宅介護支援センター対応件数 

在宅復帰支援者数 

指導・監査対象事業所数 

支援事業費見込み（千円） 

実態把握件数 

成年後見人登録者数 
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成年後見制度市民後見人の受任件数 

成年後見制度についての周知回数 

成年後見制度に関する普及・啓発活動回数 

成年後見制度関係機関連携支援拠点の設置 

成年後見制度等利用支援事業（後見人報酬扶助件数） 

短期宿泊の延べ利用日数 

地域福祉連携事業実施件数 

地域包括支援センターにおける新規虐待対応件数（年間） 

地域包括支援センターに期待すること※複数回答・上位５位 

任意事業相談件数 

認知症地域説明会開催数 

福祉・保健・医療関係者等研修会 

包括支援専門会議開催数 

老人福祉施設入所事業の措置人数 

老人福祉施設入所事業のやむを得ない事由による措置入所（短期）人数 

老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置件数 
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（4） 小括

 全国の都道府県、市町村における第 8 期介護保険事業計画等を対象に、高齢者虐待等の権利

擁護に係る計画の策定状況及びその内容について机上調査を行った。

 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査における体制整備 18 項目の全てに該当する市

町村を対象にするなど、市町村を対象とした机上調査では、高齢者虐待等の権利擁護の体制

整備が進んでおり、その内容が計画にも反映されていることを想定して調査を実施した。ま

た、都道府県については全ての都道府県を対象とすることで、その実態を調査した。

 しかしながら、市町村及び都道府県ともに、体制整備に関わる項目を幅広く網羅した計画は

少なく、法に基づく対応状況等の調査では実施されていると回答していたとしても、介護保

険事業計画等には反映されているとは限らない状況であった。

 今回の机上調査では、分析観点として 25 の視点から記載内容を分析し、「記載が確認できた

事項」を抽出することができたが、上述の通り、実際に実施されている市町村・都道府県の

体制整備の状況が網羅的に反映されているとは限らない。そのため、結果は調査時点におけ

る実態を示すものであることに留意して、解釈する必要がある。

 なお、虐待事案対応件数等の高齢者虐待に関する実績については、市町村及び都道府県の両

方において掲載されている計画があったが、データの示し方や分析等について、同じ種別の

データを示していても、市町村及び都道府県によって取り扱いや解釈が異なる状況があった。 

 また、養介護施設従事者等による高齢者虐待については、養護者による虐待と区別されてい

ない記述が多く、体制整備の一部の実態が把握できなかった。養護者による虐待と養介護施

設従事者等による虐待の両者で共通する事項もあれば、別々に記載して明確化する方が望ま

しい事項もあると考えられ、その整理がなされていない状況が散見された。

 計画の評価については、行政評価や事業計画等において計画した体制整備の評価を行ってい

るものがあったが、介護保険事業計画においては対応実績等に対する評価は記述されていて

も、計画した体制整備の評価に該当する記述は見つからなかった。

 総じて、現時点の高齢者虐待等の権利擁護に係る計画の策定状況としては、市町村及び都道

府県の両者において、体制整備の状況や方向性について、網羅的には反映しきれていない部

分があった。また、体制整備の評価についても計画には十分に盛り込めていない状況であっ

た。体制整備のための A-PDCA サイクルは、まだ途上にあるという結果になった。
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2. アンケート調査（高齢者虐待対応部署向け調査）

（1） 調査目的

高齢者虐待等の権利擁護に関する計画策定と評価等実態を把握することを通じ、高齢者虐待

等の権利擁護に関する計画策定に資する必要なデータ、計画策定方法、内容の詳細、評価方法

などを整理することを目的とした。 

（2） 対象と方法

調査対象

全国の市区町村における高齢者虐待対応を主管する部署の担当者 1,747 名

調査期間 

令和 3 年 12 月 1 日（水）～12 月 28 日（火） 

調査方法 

インターネットによるアンケート調査

抽出方法 

悉皆 
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（3） 調査結果

※その他の回答や自由記述回答については、基礎資料に掲載している。

回収状況 

【回収数】691 名／1,747 名
【回収率】39.6% 

回答者の基本属性 

回答者の所属する自治体は、「市」が 60.3%と最も高く、次いで「区」が 32.3%であった。 

図表 2 回答者の所属する自治体における市区町村それぞれの割合（n=691） 

回答者の所属する自治体が県庁所在地かどうかについては、「県庁所在地以外」が 96.1%

であった。 

図表 3 回答者の所属する自治体が県庁所在地かどうかの割合（n=691） 

60.3 32.3 5.8 1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

市 区 町 村

3.9 96.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

県庁所在地 県庁所在地以外
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回答者の所属する自治体が政令指定都市かどうかについては、「政令指定都市以外」が

98.4%、であった。 

図表 4 回答者の所属する自治体が政令指定都市である割合（n=691） 

回答者の所属する自治体が中核市かどうかについては、「中核市以外」が 95.2%であった。 

図表 5 回答者の所属する自治体が中核市である割合（n=691） 

回答者の所属する自治体が特例市かどうかの割合は、「特例市以外(令和 3 年 4 月 1 日現

在）」が 97.8%であった。 

図表 6 回答者の所属する自治体が特例市である割合（n=691） 

1.6 98.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

政令指定都市 政令指定都市以外

4.8 95.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

中核市 中核市以外

2.2 97.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

特例市 特例市以外( 令和3 年4 月1 日現在）
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回答者の所属する自治体の保健所設置の有無は、「3 号市以外」が 99.7%、「保健所設置市

（3 号市）」が 0.3%であった。 

図表 7 回答者の所属する自治体が特例市である割合の保健所設置の有無（n=691） 

0.3 99.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

保健所設置市（3 号市） 3 号市以外
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高齢者虐待等の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応、 

再発防止に関わる体制整備について 

1) 高齢者虐待防止に関する行政計画の策定について（介護保険事業計画を除く）

高齢者虐待防止に関する行政計画（第 8 期介護保険事業計画を除く）の策定の有無につい

て、「いいえ」が 75.5％、「はい」が 22.0%、「わからない」が 2.5%であった。 

図表 8 高齢者虐待防止等に関する行政計画を策定について（n=691） 

2) 介護保険事業計画以外の行政計画（上記１）の高齢者虐待防止に関する行政計画

を除く）の高齢者虐待防止に関わる内容の記載について

介護保険事業計画以外の行政計画（上記１）の高齢者虐待防止に関する行政計画を除く）

における高齢者虐待防止に関わる内容の記載の有無について、「いいえ」が 49.8%、「はい」

が 45.4%、「わからない」が 4.8%であった。 

図表 9 介護保険事業計画以外の行政計画における 

高齢者虐待防止に関わる内容の掲載（n=691） 

22.0 75.5 2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない

45.4 49.8 4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない
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3) 高齢者虐待防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）について

高齢者虐待防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無について、「は

い」が 66.7%、「いいえ」が 32.0%、「わからない」が 1.3%であった。 

図表 10 高齢者虐待防止に関わる庁内決裁の計画の有無（n=691） 

4) 地域包括支援センターの運営方針や事業計画等の高齢者虐待防止に関わる

内容の記載について

地域包括支援センターの運営方針や事業計画等における、高齢者虐待防止に関わる内容の

記載の有無について、「はい」が 82.6%、「いいえ」が 13.2%、「わからない」が 4.2%であっ

た。 

図表 11 地域包括支援センターの運営方針や事業計画等に 

 高齢者虐待防止に関わる内容の記載がある割合（n=691） 

66.7 32.0 1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない

82.6 13.2 4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない
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5) 成年後見制度利用促進に関する市町村計画の策定について

成年後見制度利用促進に関する市町村計画の策定の有無について、「はい」が 51.4%、「い

いえ」が 45.3%、「わからない」が 3.3%であった。 

図表 12 成年後見制度利用促進に関する市町村計画の策定の有無（n=691） 

6) 高齢者の消費者被害防止に関わる内容を記載した行政計画について

高齢者の消費者被害防止に関わる内容を記載した行政計画の有無について、「いいえ」が

47.5%、「はい」が 31.0%、「わからない」が 21.6%であった。 

図表 13 高齢者の消費者被害防止に関わる内容を記載した行政計画の有無（n=691） 

51.4 45.3 3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない

31.0 47.5 21.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない
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7) 高齢者の消費者被害防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）に

ついて

高齢者の消費者被害防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無につ

いて、「いいえ」が 62.7%、「わからない」が 27.2%、「はい」が 10.1%であった。 

図表 14 高齢者の消費者被害防止に関わる庁内決裁の計画の有無（n=691） 

8) 高齢者のセルフ・ネグレクト防止に関わる内容を記載した行政計画について

高齢者のセルフ・ネグレクト防止に関わる内容を記載した行政計画の有無について、「い

いえ」が 88.1%、「わからない」が 7.1%、「はい」が 4.8%であった。 

図表 15 高齢者のセルフ・ネグレクト防止に関わる内容を記載した行政計画の有無(n=691) 

10.1 62.7 27.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない

4.8 88.1 7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない
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9) セルフ・ネグレクト防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）に

ついて

セルフ・ネグレクト防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無につ

いて、「いいえ」が 83.2%、「はい」が 10.4%、「わからない」が 6.4%であった。 

図表 16 セルフ・ネグレクト防止に関わる庁内決裁の計画の有無（n=691） 

10) 孤独死（孤立死）防止に関わる内容を記載した行政計画について

孤独死（孤立死）防止に関わる内容を記載した行政計画の有無について、「いいえ」が 77.1%、

「はい」が 12.0%、「わからない」が 10.9%であった。 

図表 17 孤独死（孤立死）防止に関わる内容を記載した行政計画の有無（n=691） 

10.4 83.2 6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない

12.0 77.1 10.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない
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11) 孤独死（孤立死）防止に関わる庁内決裁の計画

（要綱、マニュアル等含む）について

孤独死（孤立死）防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無につい

て、「いいえ」が 81.2%、「はい」が 7.8%、「わからない」が 11.0%であった。 

図表 18 孤独死（孤立死）防止に関わる庁内決裁の計画の有無(n=691) 

12) 認知症高齢者の行方不明対策に関わる内容を記載した行政計画について

認知症高齢者の行方不明対策に関わる内容を記載した行政計画の有無について、「はい」

と「いいえ」が 47.6%、「わからない」が 4.8%であった。 

図表 19 認知症高齢者の行方不明対策に関わる内容を記載した行政計画の有無(n=691) 

7.8 81.2 11.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない

47.6 47.6 4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない
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13) 認知症高齢者の行方不明対策に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含

む）について

認知症高齢者の行方不明対策に関わる庁内決裁の計画（要綱、マニュアル等含む）の有無

について、「はい」が 55.9%、「いいえ」が 40.4%、「わからない」が 3.8%であった。 

図表 20 認知症高齢者の行方不明対策に関わる庁内決裁の計画の有無（n=691） 

14) 行政評価を実施している項目

行政評価を実施している高齢者虐待防止に関わる項目について、「実施されていない」が

52.2%と最も高く、次いで「成年後見制度利用促進」が 37.8%であった。 

図表 21 行政評価を実施している高齢者虐待防止に関わる項目について（n=691） 

55.9 40.4 3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

はい いいえ わからない

37.8 

36.8 

26.0 

11.1 

4.9 

2.7 

52.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

成年後見制度利用促進

高齢者虐待防止

認知症高齢者の行方不明対策

高齢者の消費者被害防止

孤独死（孤立死）防止

セルフ・ネグレクト防止

実施されていない

全体(n=691)
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15) 体制整備の予算確保に向けて評価に取り組んでいる項目について

体制整備の予算確保に向けて評価に取り組んでいる項目は、「実施されていない」が 48.9%

と最も高く、次いで「成年後見制度利用促進」が 45.7%であった。 

図表 22 体制整備の予算確保に向けて評価に取り組んでいる項目（n=691） 

45.7 

28.7 

28.2 

6.9 

5.2 

2.2 

48.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

成年後見制度利用促進

高齢者虐待防止

認知症高齢者の行方不明対策

高齢者の消費者被害防止

孤独死（孤立死）防止

セルフ・ネグレクト防止

実施されていない

全体(n=691)
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3. ヒアリング調査

（1） 調査目的

高齢者の権利擁護に関する計画策定と評価などに体制整備に関する市区町村における好事

例や取組事例を、PDCA サイクルに沿って収集することを目的とした。また、都道府県におい

ては上記に加え、市区町村に対する支援の好事例や取組事例を収集することを目的とした。 

（2） 問題意識

令和 4 年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標に高

齢者虐待を防止する体制整備について PDCA サイクルで実施することが示されたが、実際に

PDCA サイクルを推進するための要点や課題はどのようなものかを調査することとした。 
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（3）ヒアリング結果

都道府県

1) 神奈川県

図表 23 神奈川県における高齢者虐待防止に係る体制整備や取組 

現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

P 

（１）介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられることで体制整備が進ん

でいるか、毎回同じ内容にならないかを教えてください。 

（２）介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられていることの効果があれ

ば教えてください。 

※（１）と（２）の回答をまとめて記載する。 

 介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられていることが、直接影響を

及ぼしているかを判断するのは難しいが、計画で明言することで県下の市町村、区

が内容を閲覧することができるため、高齢者虐待防止に対する意識は高まるのでは

ないか。計画は市町村、区レベルに向けた県の方向性を示したメッセージになって

いると考えている。

（３）介護保険事業支援計画以外に高齢者虐待防止の体制整備を記載している計画や資

料がある場合、作成意図や方向性、市町村への周知状況を教えてください。 

 「かながわ高齢者福祉計画」を軸としている。

 県の計画表や年間の調査結果等において、高齢者虐待防止に向けた体制整備に対す

る取組は積極的に実施することとしている。

 体制整備の重要性を市町村や区に示す具体的な取り組みとして、高齢者虐待防止部

会の体制変更がある。いままでは 3 市町村のみを代表としていたが、令和３年度か

（４）今後、介護保

険事業支援計画に載

せることが必要だと

思う事項があれば教

えてください。 

（２）と同様 

（５）介護保険事業支援計画を

策定する際に、参照しているデ

ータや計画等があれば教えて

ください。 

（３）に記載の高齢者虐待防止

部会の意見を参考にしている。
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

らは 7 市町村を代表委員としたうえで、令和 4 年度からは、他の 26 市町村も自由に

傍聴可能とする方向性である。 

県の方向性を認識いただいたうえで、代表の 7 市町村の意見をもらう。オンライン

会議を活用して開催する予定である。他の 26 市町村からの意見はチャット、会議の

前後で吸い上げることも検討している。 

今回の変更の理由として、県内市町村に広く県の示す方向性を理解してもらうほか、

代表となる市町村は 3 年間の任期があるが、任期終了後の会議の流れも知りたいと

いうニーズもあったためである。 

※本体制変更に伴い、要綱(非公開)改正を行う予定。条例の改正ではない。

※高齢福祉課高齢福祉グループで担当しているあんしん会議は要綱（公開）に位置

づけられている。 

 推進会議のメンバーは各部会長及び認知症施策の協議会長、各職能団体代表等で構

成している。

 年に 2 回程度、市町村の虐待担当者会議がある（神奈川県が独自に実施）。本会議は

市町村同士の連携効果を狙いとしており、課の計画にも位置付けている。

D 

（６）高齢者虐待の実態や体制の整備状況を示す実績・将来推計の示し方について、どの

ように考えるかを教えてください。 

 神奈川県には横浜市、相模原市、川崎市の 3 つの大きな政令市がある。特に横浜市

は規模も大きく、県の実績の数字に与える影響は大きい。しかし、県としては政令市

というくくりで分けた記載しているわけではない。

 近年は新型コロナウィルス感染症等の影響で、各数値目標を達成できるとは限らな

いが、目標値として記載している。

 近年は虐待の通報数が増加している（特に横浜市の影響が大きい）。虐待数を減らす

（７）市町村の高齢者虐待防止

の体制整備状況について、どの

ような方法で実態を把握して

いるのかを教えてください。 

 養護者虐待に関する情報

は区役所に挙げられるた

め、市役所の担当と情報交

換をしても把握しきれて
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

ことは大きな目標であるが、現時点の県の評価としては、虐待の通報数が増加して

いるのは、通報し易い環境を整備していくことで潜在化した虐待を発見するという

意味合いでは、決して悪いことばかりではないと考えている。今後も一定数までは

増加傾向にあるのではないか。 

（８）高齢者虐待防止の体制整備について、都道府県の立場でどのような市町村支援の体

制を整備しているかを教えてください。 

①研修

②情報交換会･連絡会議開催

 研修や情報交換会の参加対象者の範囲を区切る必要がある。区レベルまで募集する

と、参加人数が多すぎてしまう。現状、新型コロナウィルス感染症の人数制限があ

る。区の担当者でオンライン会議による研修等は開催できていないのが現状である。

一昨年は、神奈川県がリーフレットを区役所や地域包括支援センターに配布した。

その後、リーフレットの配布を求める連絡や、虐待対応に関する問い合わせを区か

ら受けることもある。そういった情報は、市と連携することもある。

③専門職チームの活用推進

④相談窓口の設置

⑤モデル･研究事業

⑥広報

⑦技術的助言･指導

⑧補助金交付

⑨ICT 活用支援

⑩公的機関･団体との連携

いないところがある。市の

方に各区の情報をこまめ

に把握してほしと都度声

をかけている。 

 県の課内で事故報告書が

共有される体制を取って

いる。窓口は、各サービス

のグループ（課の下部組

織）である。事例を各グル

ープの窓口で再度割り振

りをしたうえで、各グルー

プの虐待担当者が虐待事

案かどうか判断する。監査

も同じ課。

 事故報告、苦情確認を最初

に実施する。

 非公式で保健所の担当者、

監査の担当者と虐待対応

について会話することも

ある（ケース会議ではな

く、連携の形で実施してい

る）。
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

C 

（９）介護保険事業支援計画に記載した高齢者虐待防止の取組を、どのように評価してい

るかを教えてください。 

 2020 年から、あんしん介護推進会議を本体会議とし、高齢者虐待防止部会、身体拘

束の防止部会の 2 部会を設けており、第 8 期介護保険事業計画に掲載する内容を検

討した。権利擁護については、成年後見等も含んで別の課と連携し、課題を抽出しな

がら内容を検討している。

 新型コロナウィルス感染症の影響で当初立てた計画通りの数的な進捗が得られてい

ない点は課題と感じている。研修等は人数制限を設ける必要があり、今までの実施

方法では計画を達成することが難しい。

（10）市町村の高齢者虐待防止の取組や計画について、都道府県としてどのように評価

し、課題を抽出しているのかを教えてください。 

A 

（11）都道府県による市町村支援について、次年度の方針や内容を検討する時期とそれ

に伴う予算確保について、現状を教えてください。 

（12）都道府県内の高齢者虐待防止の取組や体制整備の状況を振り返る機会（会議や研

修等）があれば、教えてください。 

 一つの指標として掲げているのは、国で実施する虐待に関する調査結果である。市

ごとの状況を把握している。その結果を、市町村の担当者会議（年 2 回）のうち、

年度の終盤に実施する回で展開する。

 今後、専門職による相談窓口のチームを整備する調整を行っていく方向性だが、あ

わせて県内の体制整備状況や市町村ニーズを把握するための調査を行いたいと考え

ている。

 これにより市町村ニーズに沿ったバックアップ体制の整備に繋ぐほか、なぜ計画を

達成できなかったか等の課題を抽出したい。
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（13）養介護施設従事者等による虐待防止の対応と体制整備について、上記の(1)～(12)に関連することがあれば教えてください。 

（特になし） 
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2) B県（県名は非公表）

図表 24 B県における高齢者虐待防止に係る体制整備や取組 

現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

P 

（１）介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられることで体制整備が進んで

いるか、毎回同じ内容にならないかを教えてください。 

 実際に第 7 期から第 8 期にかけて大幅の修正は行っていないが、データとして集計し

ている毎年の調査の部分については、その結果を更新している。

 本県の計画では、政策目標を立てており、これを達成するために 4 つの目指す方向を

出している。そのうちの一つとして、高齢者の権利擁護の取組として、高齢者虐待防

止対策、成年後見制度の活用促進等を推進している。本計画で高齢者虐待を位置づけ

て、各市町の状況を把握し、経年的な分析をして、市町の取組支援を県として実施し

ている。

（その他の質問） 

養護者虐待に関して、専門職チームの会議はありますか。 

 弁護士会、社会福祉士会で共同設置している。

 活動報告は連携会議で行う。

 委託先の講座や事例検討の企画、講師などを依頼している。

 新型コロナウィルス感染症の影響がなく、集合で連携会議を実施できていたころは、

専門職チームから報告書を作成していただいていた。

市町村から助言を求められた際(法の解釈等)はどのようにしていますか。 

 養介護施設従事者の高齢者虐待に関しては、地方局の福祉課が助言や実地指導を担当

（４）今後、介護保険

事業支援計画に載せ

ることが必要だと思

う事項があれば教え

てください。 

（特になし） 

（５）介護保険事業支援計

画を策定する際に、参照し

ているデータや計画等が

あれば教えてください。 

（特になし） 
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

者レベルで実施している。 

連携会議において、要介護施設従事者向けの話題はありますか。 

 高齢者虐待という大きいトピックスを議題に出している。市町によっては養介護施設

従事者向けの研修を実施しているといった取組が挙がってきている。

（２）介護保険事業支援計画に高齢者虐待防止が位置付けられていることの効果があれば

教えてください。 

 第 8 期計画に基づき、市町それぞれで取り組みは行えていると思うが、問題点や課題

点について毎年は議論できていないと感じている。なお、計画における達成目標は、

権利擁護の推進を設定しており、中核機関の設置市町数や法人後見実施市町社協数を

掲げており、直接的な虐待防止に関する取組を指標としていないため、効果について

の評価を実施できていない。

（３）介護保険事業支援計画以外に高齢者虐待防止の体制整備を記載している計画や資料

がある場合、作成意図や方向性、市町村への周知状況を教えてください。 

 現状はない。介護保険事業計画自体に紐づけている形式である。

D 

（６）高齢者虐待の実態や体制の整備状況を示す実績・将来推計の示し方について、どの

ように考えるかを教えてください。 

 経年比較については、分析が難しいかもしれない。養護者の状況は国の状況を踏まえ

て分析しており、虐待の主な要因等を記載している。将来推計は実施していない。

（７）市町村の高齢者虐待

防止の体制整備状況につ

いて、どのような方法で実

態を把握しているのかを

教えてください。 

 年１回ではあるが、
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

（８）高齢者虐待防止の体制整備について、都道府県の立場でどのような市町村支援の体

制を整備しているかを教えてください。 

①研修・②情報交換会･連絡会議開催

 委託先の研修のカリキュラム内で事例検討会を実施する際に、市町同士の情報交換の

時間を設けている。

 委託により、市町及び地域包括支援センター等の高齢者虐待対応職員及び県高齢者虐

待防止担当課職員等を対象とした「高齢者虐待対応職員養成講座」、介護サービス相

談員及び行政職員を対象とした「現任介護サービス相談員研修」、行政職員及び高齢

者福祉施設・事業所職員等を対象とした「事例検討会」を開催している。

②情報交換会･連絡会議開催・③専門職チームの活用推進

 年１回、高齢者虐待防止連携会議を開催し、関係機関との情報共有を図り、連携強化

に努めている。

 団体や専門職チーム、弁護士会、県警等と情報を共有している。

（その他の質問） 

連携会議は、市町村のアセスメントの位置づけですか。 

 情報共有・連携強化の場である。新型コロナウィルス感染症の影響がなかった年度は、

調査票ではなく、当日、各関係機関の取組状況の報告及び意見交換や資料を共有する

形をとっていたが、書面開催ではこのような対応は難しく、県にて調査票を作成し、

実態調査を実施した。今年度も同様に書面開催予定であり、取組内容や課題点を尋ね

る予定である。

 国の調査にプラスアルファして都道府県としては調査していない（国の調査に準じた

項目を調査票に反映しいている）。市町村が実施している、評価しているところを調

県独自で市町の虐待

防止や早期発見等に

関する取組について

調査を実施し、実態

把握に努めている。 
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 現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

査しているような形。 

 

④相談窓口の設置 

 虐待対応に関する市町からの問い合わせについて、地方局（３つ）が実務にあたって

いる。地方局に寄せられる問い合わせをすべて県で把握できているわけではない。課

題把握と取組までは把握できているが、その検証まではできていない。 

 養介護施設従事者等による高齢者虐待について、毎月市町から報告された情報を地方

局が取りまとめ、県へ報告してもらっている。対応は基本的に地方局。養護者に対す

る対応は市町での対応。 

 

⑤モデル･研究事業 

（特になし） 

 

⑥広報 

 県の HP で、どういったことが虐待にあたるか、や、市町の相談窓口の一覧などを載

せている 

 その他、リーフレットを要望があれば配布している。 

 

⑦技術的助言･指導 

 （市町の担当者から相談があれば）地方局と連携し、助言・指導を行っている。 

 

⑧補助金交付 

 実施していない。 
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 現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

 

⑨ICT 活用支援 

 実施していない。 

 

⑩公的機関･団体との連携 

 本県には地方局が 3 つある。担当者は 1~3 人程度。施設担当・実地指導・虐待担当を

担当しているのは同じ担当者と推察される。 

 養介護施設の虐待について市町から県に報告が上がる際は、市町→局→県本庁という

ルートである。その中で、各ケースについて状況を聞いているので、局と頻繁にやり

取りしている。 

C 

（９）介護保険事業支援計画に記載した高齢者虐待防止の取組を、どのように評価してい

るかを教えてください。 

 取組の指標はないため、効果の評価は難しい。 

 ネットワーク構築や人材育成の活動を達成目標として方向性を示している。 

 

（10）市町村の高齢者虐待防止の取組や計画について、都道府県としてどのように評価し、

課題を抽出しているのかを教えてください。 

 年に 1 度連携会議を実施している（毎年 2 月~3 月、コロナ禍では書面開催）。各市町

からの取組の内容を調査票に回答してもらう形で集計し、実態を把握している。昨年

の状況では、コロナの状況で毎年開催していた虐待研修会の回数が減った、開催が難

しかったという声が上がった。市町をどのように支援するまではまだ検討できていな

い。具体的には課題の抽出はできてない。 

 養介護施設の虐待報告について、毎年の国の虐待調査に関係あるところであるため、
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

対応がどのようになっているか把握しておく必要があり、細かく整理している。不明

点等は地方局に聞き取るようにしている。 

 事故報告書については、県の虐待防止法所管課には虐待の疑いとして対応されたケー

スの報告がある。一方で、施設の事故等のケースは施設担当者に報告される。

A 

（11）都道府県による市町村支援について、次年度の方針や内容を検討する時期とそれに

伴う予算確保について、現状を教えてください。 

 連携会議の実施については、介護保険事業費補助金（高齢者権利擁護等推進事業）に

おけるネットワーク構築等支援に位置づけている。

（その他の質問） 

連携会議を 2 月~3 月に実施し、年度が明ける際に人事異動あった場合、その影響はありま

すか。 

 そういった影響はあるかもしれないが、そこまでの振り返りはできていない。

人事異動の際はどのように情報を積み重ねていますか。 

 担当者が作成している引き継ぎ書で昨年度の変更点や留意点などを書いている。連携

会議の内容は平成 18 年からデータが残っている。

（12）都道府県内の高齢者虐待防止の取組や体制整備の状況を振り返る機会（会議や研修

等）があれば、教えてください。 

 高齢者虐待防止連携会議において、関係機関等と取組を振り返る機会を設けている。 
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（13）養介護施設従事者等による虐待防止の対応と体制整備について、上記の(1)～(12)に関連することがあれば教えてください。 

（特になし） 
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市区町村 

1) C市（市区町村名は非公表）

図表 25 C市における高齢者虐待防止に係る体制整備や取組 

現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

P 

（１）高齢者虐待防止単独の行政計画を作成していることで体制整備が進んでいます

か。また、毎回同じ内容にならないかを教えてください。 

 毎年同じところはある。継続する必要がある部分を残している。活動目標は前

年度の評価や、統計分析をもとに変えていくが、背景や課題、現状等は 2~3 年

のスパンで検討すべき部分である。

 地域包括支援センターの事業計画を作成し、評価している。この計画は地域包

括支援センターが立ち上がった時から各分野に分けて作っており、地域包括支

援センターで取り組んでいるＰＤＣＡを計画にしている。年度の初めに計画を

作成し、年度終わりに事業評価をすることを繰り返している。介護予防や総合

事業などの他のテーマも同様に作成している。これらは取りまとめて冊子とし

て保管している。

 カテゴリの分岐は、権利擁護の中に①成年後見制度の普及や（広義の）権利擁

護、②高齢者虐待となっている。その他、関連するカテゴリとしては総合相談が

ある。

 事業計画は公式な評価文書ではあるが、庁舎内でさらに質問を受ける機会があ

るわけではない。この資料をベースとして議会答弁に活用することもある。

 本事業計画は、全体会議等で、管理職からのフィードバックを受けることがあ

る。

（４）今後、単独の行政

計画や介護保険事業支援

計画等に載せることが必

要だと思う事項があれば

教えてください。 

 介護保険事業計画

は規模が大きい計

画であるため、表現

が抽象的になるこ

とがある。介護保険

事業計画は地域包

括支援センターの

事業計画と連動し

ているが、具体的な

内容については、地

域包括支援センタ

ーの事業計画で記

載することとなっ

ている。

（５）行政計画を策定する際

に、参照しているデータや計画

等があれば教えてください。 

 地域包括支援センターの

事業計画に対する行政評

価は、分析結果を公表して

いる。

分析方法はクロス集計を

用いている。

評価は社会福祉士グルー

プで行う（内部組織）。

実態に対しての評価につ

いても、とりまとめの基本

のたたき台は社会福祉士

グループで作成するが、最

終的な成果物になる前は

必ず地域包括支援センタ

ー全体で確認するように

している。
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

（２）単独の行政評価を作成していることの効果があれば教えてください。 

 全体会議において、認知症の支援体制の構築する事業班との検討や、なぜ虐待

が起こるか、何に取り組んでいかないといけないか、いろいろな切り口で意見

を交換する（高齢者虐待は認知症と不可分である）。逆に認知症対策の中に虐待

防止の視点を入れてほしい、と意見をすることもある。今年度は２つのテーマ

がコラボレーションして、認知症サポーターと権利擁護で連続した講座を地域

で開催した（高齢者が権利擁護に備えるというテーマ）。２つを統合したテーマ

として事業を進めることが理想である。

（その他の質問） 

第 8 期介護保険計画の地域支援事業において、高齢者虐待防止に関する記述がありま

すが、第 8 期計画と地域包括支援センターで作成している計画はどのように連動して

いますか。 

 第 8 期計画は地域包括支援センターの事業計画の上位計画にあたる。そのため、

地域包括支援センターの事業計画の上位目標、中位目標は介護保険事業計画に

沿っている。高齢者虐待防止についても、介護保険事業計画には少ししか記載

はないが、介護保険事業計画を作成する段階で地域包括支援センター担当者に

意見確認がある。その場で現場の状況等を踏まえた意見を出している。

（３）単独の行政計画以外に高齢者虐待防止の体制整備を記載している計画や資料が

ある場合、作成意図や方向性等を教えてください。 

 高齢者虐待に関する事項ついては、男女共同参画推進基本計画に記載がある。

 介護保険事業計画

は一年単位で作成

されないのに対し、

地域包括支援セン

ターの事業計画は

１年単位で作成し

ている。よって、地

域包括支援センタ

ーの事業計画の内

容には、現場で必要

と考えられること

を反映しているの

で、介護保険事業計

画とは異なり、独自

で進んでいる部分

もある。 



45 

現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

D 

（６）高齢者虐待の実態や体制の整備状況を示す実績・将来推計の示し方について、

どのように考えるかを教えてください。 

 この数字をどう読み解くか、という点が非常に大切と考えている。例えば、高齢

者虐待の件数は減っているが、包括の中で、支援困難のような（虐待一歩手前）

介入や相談も増えている。

つまり、虐待として対応するよりも少し早く見つかっているということだろう

か、という考え方もできる。

 国の統計結果を基本にして、市の独自の項目をクロスさせることで本市独自の

統計分析をしている。

 毎年統計を取っているが、虐待の通報相談件数、対応件数は若干減ってきてい

る。

 令和 2 年度の結果で印象的だったのは、今までケアマネジャーの通報が一番多

かったのに対し、令和 2 年度は警察からの通報が同数となっていた点である（い

ままでは総数の 6 割以上が、ケアマネジャーから介護サービスを使っている方

に関する通報であった。今年度は、警察からの介護サービスを使っていない方

に関する通報が同数であった）。警察からの通報の特徴は、虐待を受けた方は 70

代前半で若め、比較的元気な方が息子さんやご主人から虐待を受けているとい

うケースが多かった。警察への通報について、基本的には、虐待を受けている本

人がご自身で通報している。その他、多世代で同居している家庭もあり、家族や

親族が警察に通報したというケースもあった（本自治体は令和 2 年度における

通報件数が 11 件であった）。一方で、より高齢（80 代~90 代）な方のケースは

あまり深刻度が高くなかった。このような点から、ケアマネジャーが虐待事案

を早期に通報しているのではないかと推察している。

（７）高齢者虐待防止の体制整

備状況について、どのような方

法で実態を把握しているのか

を教えてください。 

 上記（５）の記載と同様。 
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

C 

（８）高齢者虐待防止の取組や体制整備状況を、行政計画において誰が、どのように

評価し、課題を抽出しているのかを教えてください。 

 本市の直営型地域包括支援センター１と、サブセンター２に社会福祉士が 4 名

配属されている。その 4 名で地域包括支援センターの事業計画を立て、定期的

に会議をしながら進捗状況や事業展開を確認・検討、研修会の実施、評価等をし

ている。

 地域包括支援センターの事業計画の内容は、地域包括支援センター全体、管理

職、包括支援班（事務方）に展開する。

全体の会議において、他の事業との整合性を調整する、効率的に行うための協

同を検討する、評価についての意見交換を行う等の取組を実施している。その

後、年度末にとりまとめの冊子を作成している。

A 

（9）次年度の方針や内容を検討する時期とそれに伴う予算確保について、現状を教

えてください。 

 地域包括支援センターの事業は基本的には介護保険特会の予算内で行うため、

毎年 10 月頃に現場サイドから予算案（要求書）を出す。それらの予算案をもと

に、介護保険課の包括支援班（事務方）で取りまとめ、本市の介護保険課の中で

予算を編成する。その後、本市全体の予算編成との調整やヒアリングを受け、12

月中に市長査定を実施し、最終的には 3 月の議会で承認される流れである。

 いままでに高齢者虐待に関する事業で大きい予算を取ったことはない。必要に

なるのは、研修会の講師費用等である。

 地域包括支援センターの管轄は介護保険課だが、やむを得ない措置に関する対

応に係る費用等は高齢福祉課高齢福祉係の管轄であるため、管轄が異なる。
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

 来年度以降も、成年後見制度の利用促進に関する費用助成がある。成年後見制

度の普及啓発が必要であるため、予算が大きくなる予定である。

（10）高齢者虐待防止の取組や体制整備の状況を振り返る機会（会議や研修等）が

あれば、教えてください。 

 運営推進会議を実施している。本会議では事業について報告をし、外部委員か

ら意見をいただく。

 上記の運営推進会議とは別に、認知症に関して認知症等地域支援体制推進会議

を年 1 回実施している。開催当初から、虐待防止に関してのネットワーク会議

をする必要があるという課題認識があった。

認知症と高齢者虐待は不可分であるので、認知症部会/高齢者虐待防止部会とい

うひとつの部会としている。部会では、事業の実施状況や分析に対してご意見

をいただいている。メンバーには弁護士、介護事業所の代表、識者として専門学

校（看護学校）の先生、警察、消防、関連する部署、社会福祉協議会、市民代表

の方等が入っている。認知症地域体制会議の場で年度の取組について報告する。 

 専門職等や医療をベースとした学問領域の捉え方との違いはまだ感じることが

ある。家族システムなどをスキルやツールとしてこのような溝を埋めていきた

いと考えている。

 本市の介護保険課に異動した場合、管理職含む全員で、高齢者虐待に関する研

修を受講する取組を行っている。何が虐待にあたるか等の基本的な内容や、意

見を共有する機会を設けている。受講者によってはその後の業務においてアン

テナを張ることができており、例えば電話対応の際に、電話の後ろですこしお

かしな状況がある等、伝言を残してくれるなど、いい効果がある。個の取組は継

続したいと考えている。 
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

（11）終結した虐待事案を事後検証する機会があれば、教えてください。 

 終結した虐待事案について会議を設けて等の振り返りは実施していない。終結

評価をするときに円満終結をすればその時点で終了である

 （支援が入り始めたところで亡くなられたケースについて等）担当レベルで振

り返る際に、どのような点を課題に挙げるか等を、終結評価の際に各地域包括

支援センターにおいて話題にすることはある。

 その他、関わり方がうまくなかった、どうかかわってよいか悩んだ時期があっ

た等のケースは、終結にする際に正規職員 3 名で話し合うことや、終結評価の

会議の際に管理職と反省するようにしている。

 本市の地域包括支援センターでは、「ちょこっとカンファ」という仕組みがある。 

準備をしないでよい、自分が今気になったことを持ってきてよい、どう動いた

らいいかわからない、最初のとっかかりは何か、といった議題を取り上げる小

さな会議を一時間程度実施している。話題は手上げ方式で出す。例えば、終結し

たケースのうち、心に残るケースについて話す等の話題がある。
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（12）養介護施設従事者等による虐待防止の対応と体制整備について、上記の(1)～(11)に関連することがあれば教えてください 

 施設虐待の実態や現状分析については、養護者の話をする中で一緒に話題に挙げている。各地域包括支援センターに所属する社会福祉士の

グループ会議では、それぞれが担当する地域で特徴的なケースが起こっていないか等、現場の情報交換も行っている。具体的な苦情の内容

やケアマネジャーの報告等、日ごろの業務について話すことも多い。このような話題をベースに、地域包括支援センターの事業計画や事業

評価に繋げている。

 施設虐待については介護保険係が担当しているが、地域包括支援センターが担当していた過去の経緯もあり、施設に入る事実確認等の段階

では専門職の目や聴き取りスキルが必要な場合があるので、介護保険係が指揮を執るが、実際の対応は一緒に行っている。地域包括支援セ

ンター向けに、施設虐待について通報があった場の対応を記載した手順書を作成してある。

 平成 30 年度には淑徳大学の山口先生の養護者支援のタイプ分類の調査研究1に関わった。本タイプ分類を参考にして現状分析しており、令

和元年度の評価結果にはその分析結果を記載している。

 地域包括支援センターの事業計画内には、養護者支援の項目はない。養護者支援について課題を認識している。養護者、家族、本人の関係

性をどのように読み解くのか等、家族システムの分野に知見をもたないとこれからの虐待対応が難しいと感じている。来年度からは、早期

発見に向けて相手とのコミュニケーションスキルを上げる必要があると認識している。コミュニケーションスキルをあげつつも、おかしい

と感じる点を報告するという難しさがあると感じている。

 ３A プログラム2の（ケースカンファレンスではない）前半部分を取り入れながら研修を企画していきたい。

1 山口光治ら（2020 年）高齢者虐待の養護者支援に関する 実態調査結果から見た支援の困難性 fukushicomkenkyukiyo_054_001_023.pdf 

2 高齢者虐待防止のための安心づくり安全探しアプローチ AAA スリーエー｜高齢者虐待防止のための安心づくり安全探しアプローチ (elderabuse-aaa.com)

file:///C:/Users/komatsuy/Downloads/fukushicomkenkyukiyo_054_001_023.pdf
http://www.elderabuse-aaa.com/AAA.html
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2) D市（市区町村名は非公表）

図表 26 D市における高齢者虐待防止に係る体制整備や取組 

現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

P 

（１）高齢者虐待防止ネットワーク会議（以下、ネットワーク会議）で次年度の高

齢者虐待防止の取組を定めることにより体制整備が進んでいますか。また、毎回

同じ内容にならないかを教えてください。 

 高齢者虐待防止ネットワーク会議は設置していない。

 虐待対応が終結になったケースについてモニタリング会議を年に 4 回開催し

ている。ケースの状況により、モニタリング期間を決め経過の確認をしてい

る。

 虐待防止対策会議を年に 1 回実施している。虐待ケースの振り返り、課題整

理を行い、翌年に統計結果が出てからどこから通報が多いか等を確認するこ

とで周知啓発など取組の方向性を検討している。メンバーは担当課管理職、

担当職員、地域包括支援センター、外部の方（弁護士などの専門職）である。 

 見守りに特化したネットワークは設置していない。認知症高齢者の見守りを

主としたＳＯＳネットワークとして、地域の事業所に登録いただき、協力し

てもらう体制を取っている。

 ネットワーク会議を設置しなくてもその機能を果たす替わりの会議や連携が

取れている。地域ケア会議などで高齢者の権利擁護、虐待に関する話題が出

て意見交換、見守りがなされている。

（３）今後、ネットワーク会議

で検討すべきことや、介護保険

事業計画等に載せることが必

要だと思う事項があれば教え

てください。 

 次期高齢者福祉計画・介

護保険事業計画に、中核

機関（成年後見センター

に委託）を中心に成年後

見制度の利用促進に取り

組んでいくことを記載す

る予定である。成年後見

センターはＮＰＯ法人。

重層的支援体制整備事業

は今年度から開始したた

め、第 9 期計画には詳細

に書いていきたいと考え

ている。 

（４）体制整備の取組を定め

る際に、参照しているデータ

や計画等があれば教えてく

ださい。 
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

（２）ネットワーク会議以外で、高齢者虐待防止の体制整備を記載している計画

や資料がある場合、作成意図や方向性等を教えてください。 

 虐待防止マニュアルを策定している。

D 

（５）高齢者虐待の実態や体制の整備状況を示す実績・将来推計の示し方につい

て、どのように考えるかを教えてください。 

（６）高齢者虐待防止の体制

整備状況について、どのよう

な方法で実態を把握してい

るのかを教えてください。 

 虐待防止対策会議など

で、虐待があった際は

早めに通報してもらう

ように、どこに向けて

連携するのか、通報し

てもらえるような周知

することを心掛けてい

る。現在、毎年上記を声

掛けしている民生委

員、ケアマネジャーに

限らず、いろいろな機

関に啓発していくこと

で早期発見に対応でき

るような体制を整えた

いと考えている。
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現状 課題・要望 
活用データ・ 

実態把握方法等 

C 

（７）高齢者虐待防止の取組や体制整備状況を、ネットワーク会議において誰が、

どのように評価し、課題を抽出しているのかを教えてください。 

 上記（１）で記載した専門職チームには、コア会議、個別の会議等で協力い

ただいている。電話やメールでのやり取りも活用している。その他、成年後

見センターに相談することもある。

（８）ネットワーク会議において、高齢者虐待防止の評価と課題を検討している

ことの効果があれば教えてください。 

A 

（９）次年度の方針や内容を検討する時期とそれに伴う予算確保について、現状

を教えてください。 

（10）高齢者虐待防止の取組や体制整備の状況を振り返る機会（会議や研修等）

があれば、教えてください。 

（11）終結した虐待事案を事後検証する機会があれば、教えてください。 

 年に 4 回、虐待の終結案件のモニタリング会議を実施。終結後のケース対応

がどうなっているかを振り返る。市の担当と地域包括支援センター、関係者

等が参加する。終結案件を確認し再発防止している。1 回目のモニタリング

会議で対応終結する場合と、経過観察が必要な場合は、その後の３か月ごと

のモニタリング会議で必要な期間を決めて状況を確認している。

＝＝＝ 

重層的支援体制整備事業との関連 

高齢者部門に限らず重層的支援体制整備事業が動いているため、いろいろな分野との連携が活発に行われている。 

対象者別に窓口は異なるが、窓口同士の連携ができる体制を取っている。また、断らない支援を心掛けている。 

今年度から実施しているが、来年度に新しい地域福祉計画になるということで、重層的支援体制整備事業についても明確に記載していく方向で担当課か

らは聞いている。 
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（4）（参考）高齢者虐待防止に係る事業計画の紹介

実際に自治体で策定している事業計画を、参考事例として紹介する（自治体名は非公表）。本事業計画は、A-PDCA に則り作成されている点が参考になる。

図表 27 （参考）高齢者虐待防止に係る実際の事業計画 

事業名 高齢者虐待防止 上位目標 
●●●●●●●●●●、●●●●●● 

●●●●●●●●

地域包括ケアシステム分野 権利擁護 中位目標 ●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●

根拠法令及びガイドライン等： 

介護保険法、「高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」 

「●●●●高齢者虐待防止マニュアル」 

事業の背景・地域のニーズ 
活動目標 

行動計画 

（企画～実施内容～事後） 
歳出予算 

現状 課題 

（1）高齢者虐待通報・相談の状況

（Ｈ30年度新規受付分） 

養護者による 

虐待通報・相談件数 

年度 件数 増減

（数） 

虐待判

断 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

【全体課題】 

①高齢者で認知症を有

する人は今後増えてい

き、高齢者同士の介護

も増加することは確実

である。認知症の症状

による生活上の支障と

介護の躓きが虐待の要

因のひとつである。早

い段階で介護や生活上

の躓きに対処できる相

談や関わりがあれば、

（実践の質の向上） 

①虐待対応、不適切

ケア解消にあたるケ

アマネ、サービス機

関等が連携して活動

できる具体的な実践

を経験する機会が増

える。 

②虐待対応としての

終結を目指し、適切

な評価に基づく虐待

対応終結と、その後

今年度虐待防止対応への中心メッセージ～

28年度からの継続 

認知症について正しい理解と支援が広がれ

ば、高齢者虐待は予防できる 

・障がいとして理解する。権利侵害を受

けやすい。 

・本人も介護者も混乱しない対応方法が

ある。本人を知ることが近道。 

・介護サービス、医療機関、地域の力を

積極的に使う。 

・誰も一人で抱え込まない。支援者もチ

ーム対応で力を発揮する。

所

属 

401530 包括支援係 

会

計 

220介護保険特別会計 

款 03地域支援事業 

項 03包括的支援事業・任意事業 

目 02権利擁護事業費 

細

目 

01権利擁護事業費 

経

費 

・講師報償費＠●●円

・交通費 ●●円

※身寄りなし事例検討会ア
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事業の背景・地域のニーズ 
活動目標 

行動計画 

（企画～実施内容～事後） 
歳出予算 

現状 課題 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● 

養介護施設従事者等による高齢者 

虐待通報・相談 

年度 件数 増減

（数） 

虐待判断 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● ● ● 

●年度 ● 

【高齢者虐待通報・相談と対応の状況】 

【養護者による高齢者虐待】 

虐待を未然防げる可能

性が高まるのではない

かと思われる。 

②虐待に至っている状

況、不適切ケアを早期

に発見できる「見守り

の目」が市民を含めて

育っていくことが、虐

待の予防にもつなが

る。 

③虐待は最も深刻な権

利侵害である。虐待だ

けにとどまらず、高齢

期の権利侵害を防ぐた

め、高齢者自身が虐待

を予防する意識を醸成

する必要がある。 

④虐待解消にむけた対

応では、関係者で協働

し虐待解消あるいは虐

待による高齢者の生活

や身体の危機を低減す

る対応がすみやかに、

確実に行われる体制、

の支援への引継ぎが

でき、切れ目のない

支援を継続できる。 

（普及啓発・虐待予

防） 

①介護サービス機関

などが、高齢者虐待

発生と対応状況の現

状を知り、気づきの

相談、早期の介入に

結び付く。 

②地域住民に、高齢

者虐待の現状、相談

窓口を知ってもら

い、困った時は相談

できる場所や人が身

近にいることを浸透

させる。 

③高齢者虐待に近接

する権利侵害として

消費者被害予防に関

して、関係機関と連

携し予防に貢献でき

・介護者も生活者として生活が成り立つ

ことが大切。

・支援者は、「自分ができるアクション」

を常に考える。

すべての取り組みで、中心メッセージ

を伝えていく。 

1.高齢者虐待対応の質の向上への取り組み

（1）高齢者虐待ケースに重層的、集中的に

対応する。

・該当ケースは、支援計画に基づき関係

者と連携し、チームで支援に取り組

む。ＰＤＣＡサイクルを実施し、節目

で支援の評価のためのカンファレンス

などを行い、常に進捗を確認しながら

支援をすすめる。

・認知症の症状が要因としてあがってい

るケースは、認知症地域推進員と一緒

にケアや本人状況をアセスメント、対

応の検討などをすすめていく。

(1)研修会の開催

(2)庁舎内関係職員への虐待対応学習会

・介護保険課、●●●●●●●係で

関係する職員に対して、異動して

ドバイザー費用 

・虐待対応専門職派遣

報償費  

弁護士 ●●円×1人 

社会福祉士 ●● 円×1

人 

交通費 ●● 円×2 人

分 

・民生委員研修講師報償費

＠●●円×3会場 

・権利擁護関連研修会参加

旅費 ●●円*3回

・高齢者虐待対応意見交換会

参加 

旅費 ●●円*1回 

・権利擁護研修参加費

＠●●円×3回

人員体制・連携 

・地域包括支援センター

・●●地域振興局●●●●●●部

●●●●●虐待対応担当者

・介護保険課介護保険係

・福祉課高齢福祉係、障がい福祉係 
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事業の背景・地域のニーズ 
活動目標 

行動計画 

（企画～実施内容～事後） 
歳出予算 

現状 課題 

1）虐待通報・相談の数値は毎年 30～40件台で

推移している。通報の約 6～7割は虐待と判

断され、その傾向は県や国より高い傾向に

ある。

一方で虐待であるとの判断そのものは令和

元年度は前年度に比較して減少している。

不適切ケア早い段階で相談に繋がってい

る、或いは心配な状況を早くキャッチする

「気づき」が増えているとも推測できる。

新規通報以外に過年度を合わせると、常時 70

件以上の 

虐待案件に対応している。 

2）虐待判断をした案件の約 4割は年度内に虐待

解消に至

っている。対応方法としては、高齢者の施設

入所等によ 

る養護者との「分離対応」と、サービスの見

直しや養護 

者支援による「分離をしない」対応がある

が、当市では分離をしない対応をとってい

る案件のほうが多い。主には「介護サービ

スの見直し」「養護者への支援」「養護者へ

の相談、助言」などの対応が多い。 

3）「分離」対応を行った案件でも、面会制限を

チームワークによる実

践が定着する必要があ

る。 

【取り組むべき具体的

課題】 

①「認知症について正

しい理解と支援が広が

れば、高齢者虐待は予

防できる」を、具体的

な取り組みとして実践

する必要がある。認知

症の行動特性を理解し

たケアの提供、虐待や

不適切ケアを改善する

ために、チームで話し

合い、取り組むスキル

が育っていく必要があ

る。 

②一般市民、関係者に

対して、高齢者虐待防

止の知識普及が必要で

ある。親の介護に直面

する世代をはじめ、高

る。 

（養介護施設従事

者、事業所への取り

組み） 

①入所施設、介護サ

ービス事業所が、虐

待防止に向けて取り

組めるように、施設

や法人への意識啓発

ができる。 

きた職員を対象に高齢者虐待防止

の基礎学習を開催。 

・●●●市の虐待対応マニュアル、

手順を説明。必要時には協力でき

るよう理解の共有をはかる。

講  師 地域包括社会福祉士、介

護保険係実地指導担当 

開催時期 令和 3年 6月実施 

（2）マニュアル、手順書の見直し

①虐待通報、相談としての受付、虐待

判断、評価時期、終結判断の具体的

な指標（めやす）コア会議の進め方

等を手順書に文書化し、包括スタッ

フで共有する。

（3）支援困難な虐待ケースへの対応

・著しく対応が困難な案件、高度に法

的根拠等を確認しながらすすめる必

要があるケースに対して、高齢者虐

待対応専門職チームの派遣要請

し、課題の整理を行う。 

※高齢者虐待対応専門職チーム：県が

●●県社会福祉士会に委託している

評価指標 

・虐待相談の経路の増加（経路の多

様化も含む） 

・研修参加アンケートによる満足

度、理解度

・虐待対応ケース会議件数

・虐待対応終結件数

達成度（目標値） 

・虐待相談、虐待前の困ったケース

相談が増える。相談経路も増え

る。 

・虐待終結ケース割合の増加

・虐待対応ケース会議数の実績

・研修参加者のアンケートの満足

度 



56 

事業の背景・地域のニーズ 
活動目標 

行動計画 

（企画～実施内容～事後） 
歳出予算 

現状 課題 

行う案件や、やむを得ない措置による施設

入所は少数で、その後の本人と養護者の関

係などを確認し、本来の健全な関係を取り

戻せていることが確認できる案件も多い。 

【養介護施設従事者等による虐待】 

1）令和元年度は該当案件なし。令和 2年度通報

が 1件あった。

2）新型コロナ感染症対策で、介護サービス機関

は外部からの目が入りにくくなっているこ

と、日頃のケアに加えて感染症対策で職員

の負担が多くなっていること、慢性的な人

手不足、認知症の症状への対応困難などが

養介護施設従事者の虐待発生の要因と関連

しているのではないかと考えられる。

【統計分析からみえる傾向と実態―養護者によ

る虐待】 

令和元年度●●●市高齢者虐待統計分析等から

みえる傾向と実態 

1）認知症高齢者が虐待を受けやすい傾向は明ら

かである。虐待を受けた高齢者のうち、介護

認定を受けており、何らかの認知症がある高

齢者が 6割であった。虐待発生当時介護認定

はなくとも、認知症を強く疑う症状や行動が

あった人も含めると、判断能力の低下や何ら

齢者自身に対して、高

齢者虐待、権利侵害に

関する基礎知識と認知

症との関連、地域の見

守りの重要性を普及す

る必要がある。 

③養護者による虐待は

一定の終結件数を維持

している。今後もすみ

やかに虐待の解消、リ

スクの軽減を進めてい

くには、根拠のある事

実確認、緊急度の判

断、安全像の見立て確

立（虐待対応を終結し

てもよいと思われる状

態）の指標を明確に

し、対応者の判断基準

が明確に示される必要

がある。 

事業。虐待対応に関する研修を修了

した社会福祉士と弁護士がペアで派

遣される。 

   派遣依頼内容によって有料になる場

合がある。 

2. 高齢者虐待予防の普及・啓発

（1）民生児童委員を対象にした高齢者虐

待予防研修 

 対象者： 民生児童委員（●●、●

●●、●● ●地区で行う）

内 容： ●●●市の高齢者虐待の現状を知

る。 

高齢者虐待の基礎知識、発生のメカニズム

を知る。 

民生委員として求められる役割を理解す

る。 

講 師： 外部講師及び地域包括支援セ

ンター職員

実施時期：●●係と調整。

（2）●●●市における高齢者虐待対応状況

の分析実施 
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事業の背景・地域のニーズ 
活動目標 

行動計画 

（企画～実施内容～事後） 
歳出予算 

現状 課題 

かの行動障害がある人は約 8割になる。全国

統計でも、同様の傾向があり、認知症の程度

や介護度が軽度のうちは、身体的虐待や心理

的虐待が多く、認知症が重度化してくると放

棄・放任が増える傾向がある。 

2）当市の虐待を受けた高齢者にみられる認知症

の特徴としては、認知症の程度としてはそれ

ほど重度ではなく、比較的軽度（認知症自立

度Ⅱレベル）の人が虐待を受けている傾向が

推測される。認知症の症状としては「同じ話

をする」「ひどい物忘れ」「作話」等が上位に

あがっており、破壊行為や弄便などの重篤な

症状がある人は殆どいない。認知症高齢者と

介護者の意思疎通の困難さやストレスになり

やすい行動の連続は虐待に繋がるリスクがあ

ると言える。

当市では放棄・放任の事案が少ないが、認知

症の程度や介護度が重度化すると、身体的虐

待や心理的虐待は減少し、放棄・放任が多く

なる。介護者の抱える課題の内容や質の変化

と関連するのではないかと考えられる。

3）虐待判断ケースの深刻度は 5段階スケールで

4段階（生命・身体・生活に著しい影響を与

える重度の状態）が多い。当市ではスケール

①令和 2年度高齢者虐待対応報告（国

に対して行うもの）の数値をもと

に、認知症と高齢者虐待、要因分

析、養護者の特性、地域的な特性の

有無などの分析を行う。

（3）関係機関への高齢者虐待対応状況報

告と普及啓発 

①上記（2）①の内容を報告。市の現状

理解をすすめる。 

対象者：市内介護サービス事業者（居

宅、施設を含む） 

保健課 

民生児童委員（研修会と一体的に行う） 

その他関係する支援機関の会合 

実施時期：令和 3年 9月頃を予定。 

介護サービス事業者関係は介護サー

ビス事業所連絡会議で実施 

その他は、適宜機会をみつけて行う。 

※新型コロナウイルス感染症の対応状況に

よって、周知方法は変更がある。 

②介護支援専門員の「気づき」意識調

査の結果報告 

・令和 2年度に行った居宅介護支援事業
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事業の背景・地域のニーズ 
活動目標 

行動計画 

（企画～実施内容～事後） 
歳出予算 

現状 課題 

3（中間点）～5（生命・身体・生活に関する

重篤な危機）の状態が 9割を占めている。虐

待と判断した段階では、かなり深刻な事態に

なっているといえる。 

このことは、近年介護支援専門員からの通報

割合が減り、警察からの通報割合が増えてい

ることからも現状がうかがえる。 

4）虐待者は「息子」「夫」「娘」の順に多く、つ

いで「妻」となっている。高齢者のみ世帯の

増加、配偶者のいない子供と同居している高

齢者の増加、そのような家族構成で発生しや

すい生活課題と虐待と虐待発生に関連がある

と思われる。

5）虐待要因分析を行ってみると、要因は 15項

目の多岐にわたり、一つの要因だけで虐待が

発生するのではなく、複数の要因が関連して

いることがわかっている。

虐待者側の要因として最も多いのは「知識や

情報の不足」と「性格や人格に基づく行動」

が同数なっており、「非被虐待者（高齢者）と

の虐待発生までの人間関係」「疾病・疾患」

「虐待者の介護力の低下や不足」「理解力の不

足や低下」の順で多くなっている。その他

「虐待者の経済的困窮」などもあげられる。

所の介護支援専門員に対する意識調

査結果のまとめと分析する。結果と

介護支援専門員に必要な視点、対応

を周知する。実施は上記（3）①と同

時に行う。 

(4)一般市民向け普及啓発

(5)高齢者自身への権利擁護普及啓発活

動

・介護予防講話に「権利擁護」のテ

ーマを追加。依頼のあった教室、

老人クラブ、地域の集まりなどで

講話を行う。

・講話内容は、高齢者虐待のみに限

定せず、認知症との関連における

本人の意思決定の尊重、消費者被

害防止などを含む。

(6)●●●地域での認知症の理解・支援

体制構築のための取り組みで、「権

利擁護、高齢期の意思決定と生き

方」（仮）をテーマの一つとして、

認知症への取り組みと一体的に行

う。 

③広報に年 1回掲載して相談窓口、虐
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事業の背景・地域のニーズ 
活動目標 

行動計画 

（企画～実施内容～事後） 
歳出予算 

現状 課題 

被虐待者（高齢者側）の要因としては、高齢

者本人の「精神障害（疑いを含む）、高次脳機

能障害、知的障害、認知機能の低下」が最も

多く、何らかの生きづらさを抱えている状態

があり、それにうまく対応できなくなった結

果として派生することが多いと考えられる。 

このような高齢期の心身機能の変化に伴う権

利侵害として、高齢者虐待だけではなく、消

費者被害、詐欺への巻き込まれなども高齢者

の権利擁護の課題として今後注視する必要が

ある。 

6）高齢者虐待解決のためには、高齢者本人への

支援はもとより、虐待を行った養護者にも適

切な支援を行う必要がある。淑徳大学山口光

治教授の提唱する「虐待をしている養護者の

タイプ分類」を活用し分析を行なった。養護

者のタイプ別分類によると、当市での虐待に

至った養護者のタイプ特性は、「メンタル特性

型」「ストレス衝動型」「権力と支配型」が多

かった。タイプ分類は一つのカテゴリである

が、養護者の特性に応じた支援を検討する際

の指標の一つとしている。 

【参考：養護者のタイプ分類】 

待とは何かを周知する。 

（2月 1日号：高齢者見守り月間特集と

して掲載） 

（5）消費者被害防止等に向けた取り組み

①消費者被害担当部署とつながりをつ

くり、被害兆候などを共有できるよ

うに、関係部署に地域包括支援セン

ターをＰＲする。

3.養介護施設従事者、事業所への取り組み

（1）介護施設に対して、高齢者虐待防止

への取り組み状況の確認、取り組み喚起 

①介護施設からの事故報告書内容を介

護保険係と共有し、不自然な点はな

いか専門職の視点から確認をする。

詳細調査が必要案件は介護保険係と

協力して対応する。

②実地指導に同行して、高齢者虐待防

止への取り組み状況の把握と、助言

を行う。
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事業の背景・地域のニーズ 
活動目標 

行動計画 

（企画～実施内容～事後） 
歳出予算 

現状 課題 

①権 力 と 支 配 型 ：

養護者が高齢者の行動を支配するために、意図

的かどうかに係わらずに暴力や虐待行為を日常

的に用いている虐待をいう。 

②ストレス衝動型：

高齢者と養護者の置かれたその時の状況によっ

て、誰にでも衝動的、突発的に起こり得る虐待

をいう。 

③メンタル特性型：

養護者自身に知的、発達、精神などの特性があ

ることによって引き起こされる虐待をいう。 

④現 状 否 認 型 ：

高齢者が老いていくことや認知症などによって

変わっていくことを受け入れられない、あるい

は受け入れよう、理解しようとせずに現状を否

認することによって起こる虐待をいう。 

⑤承 認 欲 求 型 ：

高齢者よりも養護者自身が他者から認められ、

褒められたいために介護や世話をするなかで起

きる虐待をいう。 

出典：研究代表者山口光治 平成 30年度科学研

究費助成事業基礎研究Ｃ「在宅介護高齢者虐待

における養護者支援の現状を踏まえた新たな支

援策の開発研究」より 

（2）介護サービス事業所が行う高齢者虐

待防止への取り組みへの協力 

・研修開催の相談等に対応する。

・必要に応じて高齢者虐待防止委員会

等に出席する。 

・養介護施設従事者等による虐待が発

生した場合の事実確認、判断会議への

協力（主幹係は介護保険係）

・施設からの事故報告書内容を介護保

険係と共有し検証する。 
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4. 小括

1) 市町村

アンケート結果からは、高齢者の権利擁護に関する項目について、行政計画策定、他の行政

計画への記載、及び庁内決裁で定められている割合は、セルフ・ネグレクトや高齢者消費者被

害防止、孤独死に関する対応が低い割合となっていた。（グラフ再掲） 

図表 28 行政計画策定、他の行政計画への記載、庁内決裁で定められている割合（n=691） 

82.6 

66.7 

55.9 

51.4 

47.6 

45.4 

31.0 

22.0 

12.0 

10.4 

10.1 

7.8 

4.8 
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F2-4. 地域包括支援センターの運営方針や事業計画等に高齢

者虐待防止に関わる内容を記載していますか。

F2-3. 高齢者虐待防止に関わる庁内決裁の計画（要綱、マ

ニュアル等含む）がありますか。

F2-13.  認知症高齢者の行方不明対策に関わる庁内決裁の計

画（要綱、マニュアル等含む）がありますか。

F2-5. 成年後見制度利用促進に関する市町村計画を策定して

いますか。

F2-12.  認知症高齢者の行方不明対策に関わる内容を記載し

た行政計画がありますか。

F2-2. 介護保険事業計画以外の行政計画（F2-1を除く）に高

齢者虐待防止に関わる内容を記載していますか。

F2-6. 高齢者の消費者被害防止に関わる内容を記載した行政

計画がありますか。

F2-1. 高齢者虐待防止に関する行政計画（第8 期介護保険事

業計画を除く）を策定していますか。

F2-10.  孤独死（孤立死）防止に関わる内容を記載した行政

計画がありますか。

F2-9. セルフ・ネグレクト防止に関わる庁内決裁の計画（要

綱、マニュアル等含む）がありますか。

F2-7. 高齢者の消費者被害防止に関わる庁内決裁の計画（要

綱、マニュアル等含む）がありますか。

F2-11.  孤独死（孤立死）防止に関わる庁内決裁の計画（要

綱、マニュアル等含む）がありますか。

F2-8. 高齢者のセルフ・ネグレクト防止に関わる内容を記載

した行政計画がありますか。

全体(n=691)
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また、アンケート結果とヒアリング結果より、以下の通り、現状と課題をまとめた。 

1) 市区町村

＜①課題の把握＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の

調査が活用されていた。

 全国及び都道府県の調査結果との比較が可能で、法に基づき毎年度実施されることから経年比較も

可能であり、調査結果から実態を把握し、課題分析を行うことができる。

 机上調査で分析した介護保険事業計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を示す根拠デー

タとして調査結果が活用されていた。

 ヒアリングにおいては、市町村独自で調査項目を追加し、基本項目と独自項目の関係を分析するこ

とにより、課題を明確化する実践も行われていることが把握できた。

 なお、法に基づく対応状況等の調査以外には、高齢者虐待等の権利擁護の実態を検討する機会・場

（検討会）を活用し、課題を把握する実践も行われていた。

 しかしながら、現行の介護保険事業計画においては、法に基づく対応状況等の調査や検討会で把握

した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述がない計画も散見された。 

＜②検討会の設置＞ 

 実態に基づいた課題について他機関と対策を検討する機会・場として、地域ケア推進会議や介護保

険事業計画策定委員会だけではなく、その他にも様々な検討会が活用されていた。

 虐待防止ネットワーク会議

 認知症施策推進関連の会議

 地域包括支援センター運営協議会 など

 ヒアリングにおいては、他機関と対策を検討する前に市町村や地域包括支援センター内の検討会を

活用し、現場の視点を取り入れ、課題分析や対策を検討する実践も把握できた。

 地域包括支援センターの事業計画を検討する場

 地域包括支援センターの職種別会議（社会福祉士） など

 更に、アンケート調査においては、これらの検討会において高齢者虐待等の権利擁護の施策につい

て行政評価が行われている実態が示された。また、ヒアリングにおいても、行政評価のプロセスで

課題分析と対策の検討が行われている事例が把握できた。

＜③計画の策定＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護の体制整備に係る計画は、介護保険事業計画だけではなく、その他にも対

象となる計画が存在することが把握できた。

 行政評価

 介護保険事業計画以外の行政計画

 市町村独自の行政計画（高齢者虐待防止計画等）

 庁内決裁の計画

 地域包括支援センターの運営方針や事業計画

 マニュアル（高齢者虐待防止マニュアル等）※体制整備に係る内容が含まれている場合
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 なお、養介護施設従事者等による虐待については、机上調査では養護者による虐待と区別されてい

ない記述が多く、体制整備の実態が把握しづらい状況が散見された。

 養護者による高齢者虐待について、机上調査では法に基づく対応状況等の調査の「市町村における

高齢や虐待防止対応のための体制整備等について」に係る 18 項目の視点から計画の策定状況を分

析したが、介護保険事業計画等の行政計画には、必ずしも 18 項目が網羅的に盛り込まれていない

実態が把握できた。

 ヒアリングにおいては、地域包括支援センターの事業計画等と介護保険事業計画を掛け合わせるこ

とにより、18 項目を網羅するような体制を整備する実践が把握できた。

＜④実施と評価＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護の体制整備は、法に基づく対応状況等の調査では実施されていると回答し

ていたとしても、介護保険事業計画には反映されているとは限らず、他の計画に反映されて実施さ

れている可能性があることが把握できた。

 机上調査では、行政評価や事業計画等において計画した体制整備の評価を行っている事例が把握で

きたが、介護保険事業計画においては対応実績等に対する評価は散見されても、計画した体制整備

の評価に該当する記述は見つからなかった。

 机上調査とヒアリング調査から、終結した虐待事案の事後検証については、事後検証の会議のほか

に、事例検討や支援後のモニタリング会議等の機会を活用している可能性があることが把握できた。 
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2) 都道府県

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 市町村と同様に、高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等の調査が活用されていた。

 机上調査で分析した介護保険事業支援計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を示す根拠

データとして調査結果が活用されていた。

 また、法に基づく対応状況等の調査以外には、アンケート調査や検討会、市町村訪問の機会、市町

村及び地域包括支援センターの職員、介護サービス相談員等を対象とした研修会等を活用して管内

の市町村の実態を把握していた。

 ヒアリングにおいては、把握した実態からの課題分析が課題として挙げられた。

 市町村と同様に、現行の介護保険事業支援計画においては、法に基づく対応状況等の調査や検討会

で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述がない計画も散見さ

れた。

＜②検討会の設置＞ 

 都道府県の目標を市町村とともに検討する機会・場として、虐待防止連絡等の市町村担当者会議や

虐待防止ネットワーク会議等が活用されていた。

 ヒアリングにおいては、管内の市町村の体制整備に関する取組状況を取りまとめ、検討会において

情報共有することで、市町村担当者や関係機関との意見交換が行われていることが把握できた。

 ただし、年間で実施できる検討会の開催数が 1～2 回に限られているため、体制整備の課題を十分

に議論した上で、都道府県の目標を定めるには限界がある状況であった。

 また、全ての市町村担当者が出席することになると参加者数が膨大になることから人選も必要にな

り、参加できなかった市町村への情報共有も行うことになる等、会議の運用を工夫する必要性も把

握できた。

＜③支援方策の策定＞ 

 市町村の状況に応じた支援方策を策定するために検討会等が活用されていた。

 ヒアリングにおいては、検討会での意見交換等を行うために、事前に庁内で支援方策を検討してい

る状況が把握できた。

 また、高齢者権利擁護等推進事業や介護サービス相談員派遣事業等の既存事業の運用の見直しや充

実を図ることから、支援方策を検討することもあることが把握できた。

＜④支援＞ 

 養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待では対応部署が異なる場合があり、また、都道

府県によっては地方局等と役割を分担して支援を実施していることがある。

 弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワークだけでは

なく、市町村からの相談や通報等の受付、情報共有や方針の検討、部署間が連携しての対応、体制

整備の課題共有等、庁内連携も重要になることが把握できた。

 養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備については、今回の机上調査や

ヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。
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＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞ 

 市町村訪問により取組状況・課題の把握を兼ねてフォローアップを図る取組や、検討会において市

町村からの意見を聴取するような取組が把握できた。

一方で、フォローアップと支援効果の評価結果の具体的な内容については、今回の机上調査やヒア

リング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。
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第３章 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害に関する調査 

1. アンケート調査（高齢者虐待対応部署向け調査）

※ 第 2 章と同一のアンケート調査票にて調査を実施したため、調査目的と対象と方法の記述は

割愛する。

（1） 調査結果

※ 第 2 章と同一のアンケート調査票にて調査を実施したため、回収状況及び回答者の基本属

性についての記述は割愛する。

※ その他の回答や自由記述回答については、基礎資料に掲載している。

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害に対する基本情報 

1) 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の数の把握状況について

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の総数の把握状況について、「把握

している」が 58.3%、「把握していない」が 41.7%であった。 

図表 29 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の総数の把握状況（n=691） 

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害のうち、セルフ・ネグレクトの数の

把握状況について、「把握していない」が 61.2%、「把握している」が 38.8%であった。なお、

件数を把握している自治体において、発生件数総数は 208 件、件数を計上した自治体の総人

口は 696.3 万人となり、10 万人当たりのセルフ・ネグレクトの発生件数は 2.99 件/10 万人

となった。この結果と日本の人口（約 1 億 2600 万人）から、国内におけるセルフ・ネグレ

クトの発生件数は約 3,760 件と推定された。

41.7 58.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

把握していない 把握している
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図表 30 セルフ・ネグレクトの数の把握状況（n=691） 

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害のうち、養護、被養護の関係にない

65 歳以上の高齢者への虐待（お互いに自立した 65 歳以上の夫婦間のドメスティックバイオ

レンスを除く）の数の把握状況について、「把握していない」が 55.9%、「把握している」が

44.1%であった。なお件数を把握している自治体において、発生件数総数は 1,276 件、件数

を計上した自治体の総人口は 1,186 万人となり、10 万人当たりの養護、被養護の関係にな

い 65 歳以上の高齢者への虐待の発生件数は 10.8 件/10 万人となった。この結果と日本の人

口（約 1 億 2600 万人）から、国内における養護、被養護の関係にない 65 歳以上の高齢者

への虐待の発生件数は約 13,600 件と推定された。 

図表 31 養護、被養護の関係にない 65 歳以上の高齢者への虐待の数の把握状況（n=691） 

61.2 38.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

把握していない 把握している

55.9 44.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

把握していない 把握している
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高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害のうち、お互いに自立した 65 歳以

上の夫婦間のドメスティックバイオレンスの数の把握状況について、「把握していない」が

60.6%、「把握している」が 39.4%であった。なお件数を把握している自治体において、発生

件数総数は 670 件、件数を計上した自治体の総人口は 1,124 万人となり、10 万人当たりの

セお互いに自立した65歳以上の夫婦間のドメスティックバイオレンスの発生件数は5.96件

/10 万人となった。この結果と日本の人口（約 1 億 2600 万人）から、国内におけるお互い

に自立した 65 歳以上の夫婦間のドメスティックバイオレンスの発生件数は約 7,500 件とな

った。 

図表 32 お互いに自立した 65 歳以上の夫婦観の 

ドメスティックバイオレンスの数の把握状況（n=691） 

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害のうち、認知症による行方不明高齢

者数の把握状況について、「把握していない」が 52.0%、「把握している」が 48.0%であった。

なお件数を把握している自治体において、発生件数総数は 5,092 件、件数を計上した自治体

の総人口は 2,502 万人となり、10 万人当たりの認知症による行方不明高齢者の発生件数は

20.4 件/10 万人となった。この結果と日本の人口（約 1 億 2600 万人）から、国内における

認知症による行方不明高齢者の発生件数は約 25,600 件と推定された。 

図表 33 認知症による行方不明高齢者数を把握状況（n=691） 

60.6 39.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

把握していない 把握している

52.0 48.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

把握していない 把握している
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2) 在宅で孤立死した高齢者について

在宅で孤立死した高齢者（対応中に死亡した例だけでなく、発見時に死亡していた例も含

む）の有無に関する把握状況については、「該当する死亡はあったが、人数は不明」が 40.4%

と最も高く、次いで「該当する死亡があったかどうかを把握していない」が 25.2%であった。 

図表 34 在宅で孤立死した高齢者の有無に関する把握状況（n=691） 

3) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般の対応について

高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般にうまく対応できているかど

うかについて、「どちらかと言えば、できている」が 64.0%と最も高く、次いで「どちらか

と言えば、できていない」が 20.0%であった。 

図表 35 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般にうまく対応かどうか（n=691） 

25.2 17.8 40.4 16.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

該当する死亡があったかどうかを把握していない 該当する死亡はなかった

該当する死亡はあったが、人数は不明 該当する死亡があった

1.9 20.0 64.0 6.7 7.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

できていない どちらかと言えば、できていない

どちらかと言えば、できている できている

これまでにそのような事例はない（把握していない）
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高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般の対応について、「うまく対応

できていない」又は「どちらかと言えば、できていない」と回答した市区町村がうまくでき

ていない理由は、「高齢者虐待防止も含め、高齢者虐待防止法に準ずる対応に従事できる人

員数が不足しているため」が 72.8%と最も高く、次いで「高齢者虐待防止法に準ずる対応を

求められる権利侵害を扱う協議体を設置していないため」が 31.1%であった。 

図表 36 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる 

権利侵害全般の対応がうまくできていない理由（n=151） 

72.8 

31.1 

23.2 

21.9 

15.2 

12.6 

9.3 

6.6 

2.0 

15.2 

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者虐待防止も含め、高齢者虐待防止法に準ずる

対応に従事できる人員数が不足しているため

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害を

扱う協議体を設置していないため

虐待対応で忙しく準ずる行為まで手が回らないため

庁内が縦割りになっており、

対応部署と連携がうまくいかないため

個人情報保護の問題があり、

迅速に対応部署に繋ぐことが難しいため

準ずる行為についても虐待防止法に準じて

対応しなければならないという認識がなかったため

高齢者虐待防止も含め、高齢者虐待防止法に準ずる

対応に必要な予算が不足しているため

庁内の異動の際の引継ぎが上手くいかないため

庁外の連携ネットワークに参画する担当者の変更の際に

引継が上手くいかないため

その他

全体(n=151)
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4) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する

窓口の周知について

高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する窓口を住民へ周知してい

る（高齢者虐待防止に関する窓口と一体的に実施している場合は、その状況を踏まえて回答）

かどうかについて、「特に対応していない」が 53.3%と最も高く、次いで「窓口で高齢者虐

待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の相談・通報も扱うことを明示している」が

33.6%であった。 

図表 37 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる 

権利侵害に関する窓口を周知しているかどうか（n=691） 

53.3 

33.6 

6.7 

10.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

特に対応していない

窓口で高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる

権利侵害の相談・通報も扱うことを明示している

セルフ・ネグレクトなどを例示するなどして、

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害が

どのようなものかをわかりやすく伝えている

その他

全体(n=691)
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5) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する

啓発活動の取組について

高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する啓発活動としてどのよう

な取組を行っている（高齢者虐待防止に関する啓発活動と一体的に実施している場合は、そ

の状況を踏まえて回答）かについて、「高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵

害に関する啓発活動は行っていない」が 47.8%と最も高く、次いで「貴自治体のホームペー

ジに窓口情報や取り組む体制、計画などを公表している」が 23.4%であった。 

図表 38 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する啓発活動について、 

どのような取組を行っているか（n=691） 

6) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害

（疑いを含む）を早期に発見するために実施している対策について

高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害（疑いを含

む）を早期に発見するために実施している対策は、「訪問等によって実態把握を行っている」

が 68.9%と最も高く、次いで「関係機関や民間団体との連携協力体制を整備している」が

52.8%であった。 

47.8 

23.4 

21.9 

19.2 

8.8 

10.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる

権利侵害に関する啓発活動は行っていない

貴自治体のホームページに窓口情報や取り組む体制、

計画などを公表している

市町村が発行する広報誌の中で取り扱っている

パンフレットやリーフレットを作成している

住民向けの講演会や公開セミナーを開催している

その他

全体(n=691)
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図表 39 セルフ・ネグレクト等の権利侵害を早期に発見するために実施している対策（n=691） 

68.9 

52.8 

49.1 

39.1 

24.3 

24.2 

22.7 

17.9 

17.5 

16.1 

14.8 

14.2 

4.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

訪問等によって実態把握を行っている

関係機関や民間団体との連携協力体制を整備している

ケアマネジャーや介護サービス事業所等が抱える

困難ケースなどから早期発見できる事例検討会の場や

機会等を設けている

庁内の他の相談窓口に「高齢者虐待防止法に準ずる対応が

求められる権利侵害（疑いを含む）」が含まれている場合に

相談・通報してもらうよう依頼している

地域ケア会議で「高齢者虐待防止法に準ずる対応が

求められる権利侵害（疑いを含む）」に関する事項を

取り入れている

早期発見について高齢者虐待防止・対応マニュアル等に

明文化している

民生委員に高齢者がいる世帯全てに対し可能な限り

訪問してもらえるよう協力を依頼している

住民が何でも相談や情報提供できる

ワンストップの相談窓口を設置している

「高齢者虐待防止ネットワーク」以外の

ネットワークによる住民や関係機関等への

連携協力体制を整備している

早期発見の対応策は定めていない

「高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害

（疑いを含む）」の例示を用意し関係者・関係機関に対し

研修の実施や配布等を実施している

地域の医師会等と連携し、例えば、受診が滞っている

高齢者等や受診拒否の高齢者等など、訪問支援が必要と

考えられる方に関する情報を共有できるようにしている

その他の対応

全体(n=691)
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高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害（疑いを含

む）を早期に発見するために実施している対策で「「高齢者虐待防止ネットワーク」以外の

ネットワークによる住民や関係機関等への連携協力体制を整備している」と回答した市区町

村のネットワークのメンバーは、「民生委員」が 75.2%と最も高く、次いで「地域包括支援

センター」が 71.9%であった。 

 

図表 40 「高齢者虐待防止ネットワーク」以外のネットワークのメンバー（n=121） 
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介護サービス事業所
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医療機関

自治会

老人クラブ

NPO 団体

ボランティア

家族会

その他

全体(n=121)
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7) 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害に関する知識等を

習得する場や機会の提供について

迅速かつ適切な対応の観点から、地域包括支援センター等の関係者が高齢者虐待防止法に

準ずる対応に求められる権利侵害に関する知識等を習得する場や機会を提供している（高齢

者虐待防止に関する取組と一体的に実施している場合はそれを踏まえて回答）かどうかにつ

いて、「実施していない」が 40.2%と最も高く、次いで「地域の課題として地域ケア会議を

実施している」が 29.5%であった。 

図表 41 地域包括センター等の関係者が高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる 

 権利侵害に関する知識等を習得する場や機会を提供しているかどうか（n=691） 

8) 高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の対応について

高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害について、

施設や病院等への保護や自宅等への立ち入り、面会の制限、財産の保護、生活の支援等の必

要があると判断されたケースがあった場合に対応可能な項目は、「老人福祉法第 32 条に基づ

く市町村長による成年後見人等の申立」が 68.9%と最も高く、次いで「介護保険サービス・

生活支援サービスの導入」が 67.7%であった。 
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29.5 

22.7 

17.2 

14.6 
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5.2 
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実施していない

地域の課題として地域ケア会議を実施している

実際の事例を持ち寄り発表し意見交換できるケース検討会を

開催している

座学中心の研修会を開催している

地域包括支援センター運営協議会で情報共有している

テキストやマニュアルを作成、配布している

参加者がお互いに考え合えるワークショップ型の研修会を

開催している

研修会やセミナー等への参加費用を独自に補助している

その他

全体(n=691)
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図表 42 高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害について対応可能な項目（n=691） 
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家族・親族による成年後見人等の申立（支援を含む）

医療機関の受診・入院

社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の利用

見守り体制の検討・構築

介護保険法における地域ケア会議の実施

老人福祉法第11条第１項第2 号に基づく

特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置

精神保健福祉法による措置入院、

医療保護入院による入院

保健所、精神保健センター等との連携

DV防止法所管課との連携によるシェルターへの保護

老人福祉法第10条第4 項に基づく居宅サービスの措置

施設管理権による面会制限

清掃業者等の依頼

老人福祉法第11条第１項第3 号に基づく養護委託

対応策も定めていない

老人福祉法36条による調査嘱託、報告請求の実施

居住している住まいの管理者・社による対応

社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業による

対応

市町村が独自に規定する条例や要綱等に基づいた

権限の行使

その他の対応

全体(n=691)
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高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められるセルフ・ネグレクト等の権利侵害において、

施設や病院等への保護や面会の制限、財産の保護、生活の支援等の必要があると判断された

ケースへの対応方法としてマニュアル等で事前に定めているものについて、「対応策も定め

ていない」が 63.7%と最も高く、次いで「老人福祉法第 32 条に基づく市町村長による成年

後見人等の申立」が 23.0%であった。 
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図表 43 高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の対応策を定めたもの（n=691） 
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対応策も定めていない

老人福祉法第32条に基づく市町村長による

成年後見人等の申立

老人福祉法第11条第1 項第1 号に基づく養護老人ホーム

への措置

老人福祉法第11条第１項第2 号に基づく

特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置

警察（市町村職員同行含む）による対応

介護保険サービス・生活支援サービスの導入

医療機関の受診・入院

老人福祉法第10条第4 項に基づく居宅サービスの措置

見守り体制の検討・構築

家族・親族による成年後見人等の申立（支援を含む）

社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の利用

保健所、精神保健センター等との連携

精神保健福祉法による措置入院、

医療保護入院による入院

介護保険法における地域ケア会議の実施

DV防止法所管課との連携によるシェルターへの保護

施設管理権による面会制限

老人福祉法第11条第１項第3 号に基づく養護委託

市町村が独自に規定する条例や要綱等に基づいた

権限の行使

老人福祉法36条による調査嘱託、報告請求の実施

居住している住まいの管理者・社による対応

清掃業者等の依頼

社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業による

対応

その他の対応

全体(n=691)
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9) 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害案件の事後検証について

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の案件のうち、終結した事案の事後

検証の実施有無については、「事後検証していない」が 87.0%、「事後検証している」が 13.0%

であった。 

図表 44 再発防止の観点から、高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる 

権利侵害の案件のうち、終結した事案の事後検証の実施有無 

高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の案件のうち、終結した事案の事後

検証の結果については、「検証結果を地域包括支援センター等関係機関で情報共有している」

が 74.4%と最も高く、次いで「検証結果を他ケースの解決に繋げている」が 60.0%であった。 

図表 45 再発防止の観点から、高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の案件のうち、

終結した事案の事後検証の結果の取扱い（n=90） 
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検証結果を地域包括支援センター等

関係機関で情報共有している

検証結果を他ケースの解決に繋げている

検証結果を職員研修等で報告している

検証結果をマニュアル等に反映している

検証結果は特にその後の対応に反映していない

その他

全体(n=90)
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10) 高齢者虐待防止法に準ずる対応時の連携について

高齢者虐待防止法に規定する虐待だけでなく、高齢者虐待防止法に準ずる対応時に連携し

た関係機関の有無については、「次の庁内の部署や庁外の関係機関や団体等1と連携している、

あるいは連携する見込み」が 87.1%、「連携したことはなく、今後も未定である」が 12.9%

であった。 

図表 46 高齢者虐待防止法に準ずる対応時に連携した関係機関の有無（n=691） 

高齢者虐待防止法に規定する虐待だけでなく、高齢者虐待防止法に準ずる対応時に連携し

たことがあるかどうかについて、「次の庁内の部署や庁外の関係機関や団体等 1 と連携して

いる、あるいは連携する見込み」と回答した市区町村が、対応時に連携した（今後の見通し

も含む）関係機関は、「生活保護を担当する部署」が 92.5%と最も高く、次いで「高齢者福

祉を担当する部署」が 92.0%であった。 

1 「次の庁内の部署や町外の関係機関や団体等」とは、以下を指す。 

(庁内) 

高齢者福祉を担当する部署、生活保護を担当する部署、障害福祉を担当する部署、介護保険を担当する部署、DV 防止法を担

当する部署、生活困窮者支援を担当する部署、自殺対策基本法を担当する部署、ゴミ（回収・処理）を担当する部署、重層

的体制整備支援事業所、消費生活センター、その他 

（庁外） 

警察、消防、地域包括支援センター、保健所・保健センター、地区保健福祉センター、精神保健福祉センター、発達障害者

支援センター、市町村社会福祉協議会、医療機関、介護サービス事業所、居宅介護支援事業所、在宅サービス等提供事業

者、地区社会福祉協議会、成年後見人等、民生委員、人権擁護委員、見守り支援員、自治会、地域団体（老人会・婦人会

等）、弁護士、司法書士、社会福祉士、ライフライン事業者、宅配事業者、郵便局員、その他
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全体(n=691)

連携したことはなく、今後も未定である

次の庁内の部署や庁外の関係機関や団体等と連携している、あるいは連携する見込み
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図表 47 高齢者虐待防止法に準ずる対応時に連携した関係機関や団体等 

（n=602） 
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警察

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

介護サービス事業所

生活困窮者支援を担当する部署

民生委員

市町村社会福祉協議会

医療機関

保健所・保健センター

DV防止法を担当する部署

在宅サービス等提供事業者

成年後見人等

消費生活センター

自殺対策基本法を担当する部署

消防

弁護士

ゴミ（回収・処理）を担当する部署

自治会

社会福祉士

司法書士

宅配事業者、郵便局員

ライフライン事業者

地区社会福祉協議会

地域団体（老人会・婦人会等）
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重層的体制整備支援事業所

人権擁護委員
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庁内その他

庁外その他

全体(n=602)
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2. ヒアリング調査

（1） 調査目的

セルフ・ネグレクトや養護・被養護の関係にない等の高齢者虐待に準ずる対応が求められる

事案について、「未然防止」、「早期発見」、「迅速かつ適切な対応」及び「再発防止」の 4 つの観

点から、自治体における支援状況等に関する好事例や取組事例を収集すること。 

（2） 問題意識

セルフ・ネグレクトや養護・被養護の関係にない等の高齢者虐待に準ずる対応が求められる

事案について、自治体における支援等を推進するための要点や課題はどのようなものか。また、

阻害要因があるならば、それはどのようなものか。 

（3） 具体的な事例

高齢者虐待に準ずる対応が求められる事案について四條畷市（大阪府）の事例を取り上げる。 
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大阪府四条畷市 

 自治体概要

人口：55,177 人、65 歳以上の高齢者人口：15,149 人、高齢化率：27.5％

1. 実態把握について

（1） 準ずる対応が求められる権利侵害についての把握状況と行政計画

 セルフ・ネグレクト、養護、被養護の関係にない 65 歳以上の高齢者への虐待、認知症による行

方不明高齢者数の発生件数を全て把握している。なお、セルフ・ネグレクトについて、昨年度は

計上した件数はゼロであったが、今年度はセルフ・ネグレクトと言えそうな事案は複数存在し

ている。

 セルフ・ネグレクトと判断することが難しく、他のカテゴリに分類し対応している。（生

活困窮や疾患等）。

 把握している事案の深刻度は比較的軽度のものが多い。

 件数の把握をしっかりと行っている理由としては、それぞれの権利侵害で対応が異なるという

認識があるため、個別で件数を把握しておくことが望ましいとの考えに基づいている。

 セルフ・ネグレクト、孤独死、認知症に関する行政計画を策定するとともに、行政評価も実施し

ている。

 計画に記載されているのは発生件数のみであり、現状では対策には落とし込めていないと

感じている。

 評価については他の課との連携が必要であり、十分な議論については今後の課題である。 

図表 48 四條畷市の実態把握状況と行政計画・評価 

（2） 実務主体である高齢福祉課の体制

 庁内の複数の課や外部機関との連携を通して業務を行っている。具体的には、高齢福祉課（65

歳以上の権利侵害、虐待対応も兼務）、障がい福祉課（65 歳未満、障がいをお持ちの方）、加え

て生活困窮関連の部署も対応している。一次対応は主に高齢福祉課職員が担っている。

 体制づくりにおいては、現場に携わる人材の育成が非常に大事であると考えている。また、高

齢福祉課としては複数の対応事案が並行して生じた場合は一人では対応が難しい。このような

事態は限定的ではあるものの、対策を立てておく必要がある。幅広い知識をもち、様々な現場

に対応できる人材が大切であると考えている。

把握件数

セルフ・ネグレクト

養護・被養護外の権利侵害

自立した夫婦間DV

認知症による行方不明

0件

7件

6件

27件

行政計画の有無 セ・孤・認

庁内決裁の有無 認

行政評価の実施 セ・孤・認

予算確保向け評価の実施 セ・孤・認

セ：セルフ・ネグレクト、弧：孤独死、認：認知症
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2. 高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害への対応について

（1） 未然防止・早期発見の観点について

未然防止・早期発見のための実施体制や住民向けの普及啓発を中心に取り組んでいることについ

てヒアリングを実施した。 

＜未然防止・早期発見のための体制作り＞ 

 民生委員との連携や、地区福祉委員という地区ごとの福祉委員を兼ねている方もおり、小地域

ネットワークと地域包括支援センターが介護予防等で日常的に連携している。

 気になることがあれば、地域包括支援センターに連絡することが定着していることがいい

効果に繋がっていると考えている

＜未然防止・早期発見のための住民向け周知・普及啓発＞ 

 住民向けの周知として、広報や地区の回覧板を活用して、そこで記事を載せる等の周知啓発を

行っている。また、市の情報発信には LINE や Twitter も活用している。加えて、地域包括支援

センターが地域に出向いて啓発活動を行っている。

 地域住民も含めた見守り・連携が進んでおり、権利侵害の未然防止や早期発見につながっ

ている。また、住民が事例に応じてどこに相談すればいいかある程度明確になっており、

地域包括支援センター等に通報・相談しやすい環境になっていることも重要であると想定

される。

 見守りが監視的になってしまうケースや、主観で虐待であると判断して通報がなされるケ

ースもあり、対策が必要であると考えられている。

 地域の連携や見守りについては、人口規模に応じた対応策を検討する必要があることが示

唆される。四條畷市は人口 5 万 5 千人程度の規模であり、地域住民の連携が取りやすい規

模である可能性があり、検討していくべきと考えられる。
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（2） 迅速かつ適切な対応・再発防止の観点について

迅速かつ適切な対応を行うために、庁内や地域包括支援センターなどとの連携、会議体の設置の

観点での取り組みについてヒアリングを実施した。 

＜迅速かつ適切な対応のための庁内外連携と活動＞ 

 高齢福祉課（60 歳以上、虐待対応も兼務）、障がい福祉課（65 歳未満、障害をお持ちの方）、加

えて生活困窮関連の部署も対応している。また、福祉政策課においては事例検討を複数期間で

行う体制がある。

 市内に 3 圏域日常生活圏域があるが、高齢化率にも差がある。高齢化率が 30%超えるところで

は、地域包括支援センターが支援困難な事例を常に行政へ相談しており、対応している。

 地域包括支援センターに相談業務は委託・連携している。定例会議も設けており、事例や対応

内容に関する情報交換などを積極的に行っている。

 単独では対応が難しい、地域包括支援センターの知識やアセスメントの能力であっても、

広い情報が求められてくる。相談できたところのケースを整理し、横に広げていく際に時

間的な比重がかかってきている。

 ケアマネジャーとの定例連絡会にて事例を共有している。

 守口市、門真市とともに「くすのき広域連合」を組成しており、市をまたいだ様々な事案につい

て対応を行う体制はできている。

 体制整備の際の予算確保において、予算規模の観点から単独の自治体では実施が難しいシ

ステムの導入など、三市合同で実施することで質の高いシステムを導入できる等があるが、

地域によって特色があるため予算に落としにくいところはある。 

 虐待対応については各市に権限があり、広域での対応はしていない。また、地域支援事業

や地域の課題から共同で事業を創成していくという観点ではなじまないこともある。

 「まるごと支援会議」という会議体を年に 2 回程度行っている。この会議体では行政機関だけ

でなく外部機関（例えば、警察、消防）も構成員となっており、事例とごとに担当の機関から説

明する機会としている。地域ケア会議で取り扱うことが難しい高齢者虐待防止法第 27 条に規定

する消費者被害への対応や虐待に準ずる対応が求められる権利侵害はこちらの会議体で取り扱

っている。

 高齢者 SOS ネットワークシステムを三市広域で導入している。事前登録した高齢者について行

方不明の状況が生じた場合、SOS ネットワークを活用した情報配信を行う仕組みであり、あわ

せて市としては家族等からの希望により、市の LINE や HP に情報をアップするなど早期発見

を呼びかけている。支援機関や介護事業所、行政が主体となっている。

＜再発防止のための活動＞ 

 事例の評価やモニタリングとして、個別事ごとに、随時相談が入った際に地域包括支援センタ

ーで関わってもらい、事後対応を実施している。

 事後評価の結果を集約して評価する会議は今のところなく、リスト化して後追いすること

ろまではできていない。
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3. 小括 

＜課題の把握＞ 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数を把握している市町村はお

よそ６割程度であった。その中でセルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない高齢者、65

歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者を把握している市町村はそれぞれ４割～

５割弱であった。 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の各市町村での 10 万人当たりの発生

数はセルフ・ネグレクトが 2.99 人、養護・被養護関係にない高齢者が 10.8 人、65 歳以上夫

婦間のＤＶが 5.96 人、認知症による行方不明高齢者が 20.4 人となった1。今回把握された発

生割合に基づいて算出すると、例えばセルフ・ネグレクトでは 3,800 人程度発生している可

能性がある2。 

 在宅での孤立死に至った高齢者については、依然として２／３程度の市町村が「該当する死

亡があったかを把握していない」もしくは「死亡はあったが人数は不明」と回答していた。 

 

＜検討会の設置＞ 

 準ずる対応を求められるの権利侵害（疑いを含む）を早期に発見するために「関係機関や民

間団体との連携協力体制を整備している」「事例検討会の場や機会等を設けている」市町村は

約５割であった。 

 対応するうえで求められる知識等を習得する場や機会の提供に関しては、６割の市町村が何

らかの対応をしていた。 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般への対応がうまくできない理由は、

人員数の不足（72.8%）が顕著であった。ついで協議体を設置していないこと（31.1%）も上

位であった。 

  

＜計画の策定＞ 

 セルフ・ネグレクトについては、行政計画がある自治体は 4.8％、庁内決裁の計画が 10.4％、

行政評価の実施が 2.7％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 2.2％となり、計画にセ

ルフ・ネグレクトを含めている自治体は非常に限定的であった。 

 孤独死については、行政計画を立てている自治体は 12.0％、庁内決裁の計画を 7.8％、行政評

価の実施が 4.9％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 5.2％となり、計画に孤独死を

含めている自治体は非常に限定的であった。 

 認知症については、行政計画を立てている自治体は 47.6％、庁内決裁の計画を 55.9％、行政

評価の実施が 26.0％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 28.2％となり、計画に認知

症を含めている自治体は他の準ずる対応が求められる権利侵害と比べると多くなった。 

 

                                                      
1 アンケート結果から得られたそれぞれの権利侵害の総発生件数に関して、件数を把握していると回答した自治体の総人口で

割り、10 万を乗じることで算出した。 

2 上記で算出した 10 万人当たりの発生件数を日本の総人口当たりに換算した数字 
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＜実施と評価＞ 

 約９割の市町村が、他部署・関係機関・団体等と連携して、高齢者虐待防止法に準ずる対応

をしている。連携先は生活保護担当、高齢者福祉・介護保険、障害福祉、警察、地域包括支援

センターが上位だが、それ以外も相当数ある。

 再発防止の観点から、終結した事案の事後検証を実施できている市町村は１割強（13.0%）に

留まっている。

＜ヒアリング結果＞ 

 未然防止・早期発見のためには、地域住民などが高齢者を日常的に見守り、必要に応じて行

政機関等に相談・通報できる環境（見守りネットワーク）を構築していることが重要である。

特に、セルフ・ネグレクトのような発見が難しい事案については、高齢者のちょっとした変

化に気づくことが求められる。

 迅速かつ適切な対応や再発防止の観点においては、行政機関とその協業者がシームレスに連

携・対応できる体制を構築できているかが重要であることが示唆された。
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第４章 消費者被害に関する調査 

1. アンケート調査（高齢者虐待対応部署向け調査）

※ 第 2 章と同一のアンケート調査票にて調査を実施したため、調査目的と対象と方法の記述は

割愛する。

（1） 調査結果

※ 第 2 章と同一のアンケート調査票にて調査を実施したため、回収状況及び回答者の基本属

性についての記述は割愛する。

※ その他の回答や自由記述回答については、基礎資料に掲載している。

① 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害の把握状況について

自治体や地域包括センターで、高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の発生件数

の把握状況について、「対応をしているが件数は把握していない」が 66.4%と最も高く、次い

で「消費者被害単独では把握していないが、経済的虐待等に含めて把握している」が 17.7%で

あった。 

図表 49 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の把握状況（n=691） 

2.6 13.3 17.7 66.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

全件把握している

ある程度把握している

消費者被害単独では把握していないが、経済的虐待等に含めて把握している

対応をしているが件数は把握していない
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② 高齢者の消費者被害に関連する条例・要綱等の有無

自治体に高齢者の消費者被害に関連する条例・要綱について、「そのような条例や要綱等は

ない」が 69.8%、「取り扱った条例や要綱等がある」が 6.8%で、「わからない」が 23.4%であ

った。 

図表 50 高齢者の消費者被害に関連する条例・要綱の有無（n=691） 

③ 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害の対応について

自治体における高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する対応については、

「消費者被害の予防に関する広報、注意喚起」が 67.4%と最も高く、次いで「消費生活センタ

ーによる対応」が 60.5%であった。 

69.8 6.8 23.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

そのような条例や要綱等はない 取り扱った条例や要綱等がある わからない
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図表 51 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の対応（n=691） 

67.4 

60.5 

37.3 

35.2 

31.7 

28.5 

26.9 

21.9 

11.9 

10.4 

4.9 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

消費者被害の予防に関する広報、注意喚起

消費生活センターによる対応

社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の利用

見守り体制の検討・構築

法テラスや弁護士会等の法律相談

警察（市町村職員同行含む）による対応

介護保険サービス・生活支援サービスの導入

介護保険法における地域ケア会議の実施

法テラスの特定援助対象者法律相談の利用

消費者被害を主たる理由とする老人福祉法に基づく

成年後見制度の市町村長申立

消費者安全確保地域協議会による対応

その他

全体(n=691)
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④ 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害の対応の連携について

自治体で、高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に対応するにあたって連携して

いる庁内の部署、関係機関等は、「市町村の消費生活センター」が 69.6%と最も高く、次いで

「高齢者福祉担当部署」が 68.0%であった。 

図表 52 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の対応で連携をしている部署（n=691） 

69.6 

68.0 

50.9 

48.0 

46.6 

44.6 

43.7 

39.2 

28.8 

19.0 

7.1 

6.2 

7.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

市町村の消費生活センター

高齢者福祉担当部署

社会福祉協議会

介護保険担当部署

生活保護担当部署

地域包括支援センター（直営の場合を除く）

障害福祉担当部署

民生・児童委員

弁護士等の法律家

都道府県の消費生活センター

ゴミ（回収・処理）担当部署

消費者安全確保地域協議会

その他

全体(n=691)
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⑤ 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害の課題の対応について

自治体が、高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題にうまく対応できている

かどうかについて、「どちらかというとできている」が 53.8%と最も高く、次いで「対応は行

っていない／事例がない（把握していない）」が 24.7%であった。 

図表 53 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題にうまく対応できているかどうか

（n=691） 

2.0 15.3 53.8 4.1 24.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

できていない どちらかというとできていない

どちらかというとできている できている

対応は行っていない／事例がない（把握していない）
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高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題にうまく対応できているかどうか、

について「できていない」又は「どちらかというとできていない」と回答した市区町村がうま

く対応できていない理由は、「相談や通報があった際の解決方法が相談内容の類型ごとに定ま

っていないため」が 54.2%と最も高く、次いで「対応に従事できる人員数が不足しているため」

が 36.7%であった。 

図表 54 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の課題にうまく対応できていない理由

（n=120） 

54.2 

36.7 

29.2 

25.8 

22.5 

13.3 

8.3 

6.7 

4.2 

4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

相談や通報があった際の解決方法が相談内容の

類型ごとに定まっていないため

対応に従事できる人員数が不足しているため

情報共有の場が設けられていないため

対応についてのノウハウを

うまく引き継ぐことができていないため

他部署・他機関との連携がうまくいっていないため

見守りネットワークがうまく機能しておらず、

相談や通報がつながらないため

見守りリストが作成されていないため

個人情報の規制により他部署・他機関に

適切なタイミングで引き継ぐことができていないため

対応のための予算が限定的であるため

その他

全体(n=120)
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⑥ 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害に関する窓口業務の周知や啓発活動、体

制整備について

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する窓口業務の周知や啓発活動、体制

整備の実施（高齢者虐待防止に関する周知活動と一体的に実施している場合はその状況も踏ま

えて回答）については、「成年後見制度、日常生活自立支援事業の利用促進を図っている」が

39.7%と最も高く、次いで「市町村が発行する広報誌を通した啓発活動を行っている」が 32.1%

であった。 
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図表 55 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の窓口業務の周知等の実施内容（n=691） 

22.0 

39.7 

32.1 

27.9 

26.3 

19.0 

15.2 

15.1 

13.9 

12.4 

11.0 

10.9 

5.5 

1.7 

5.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

特に対応していない

成年後見制度、日常生活自立支援事業の

利用促進を図っている

市町村が発行する広報誌を通した啓発活動を行っている

警察との連携（情報共有・意見交換など）を図っている

地域による見守りネットワークの構築・強化を図っている

パンフレットやリーフレットを作成している

貴自治体のホームページに窓口情報や取り組む体制、

計画などを公表している

住民向けの講演会や公開セミナーを通した

啓発活動を行っている

窓口にて同法に規定する消費者被害の相談・通報も

扱うことを明示している

福祉計画に盛り込んでいる

『訪問販売お断りステッカー・シール』等を

作成、配布している

消費者安全確保地域協議会を設置（予定も含む）している

窓口にて同法で規定する消費者被害についての内容を

例示した上で、同法に規定する消費者被害が

どのようなものかをわかりやすく説明している

高齢者の消費者被害を早期に発見するための

チェックリストを整備している

その他

全体(n=691)
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⑦ 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提

供について 

消費生活センターや地域包括センター等の関係者が、高齢者虐待防止法第 27 条に規定する

消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提供（高齢者虐待防止に関する周知活動と一

体的に実施している場合はその状況も踏まえて回答）については、「実施していない」が 66.1%

と最も高く、次いで「地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会

を開催している」が 11.0%であった。 

 

図表 56 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する知識等の習得機会の提供（n=691） 

 

  

66.1 

11.0 

10.4 

6.4 

6.1 

2.0 

1.4 

1.3 

1.2 

9.3 

0% 20% 40% 60% 80%

実施していない

地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の

研修・勉強会を開催している

地域の課題として地域ケア会議を実施している

地域包括支援センター運営協議会で情報共有している

実際の事例を持ち寄り発表し意見交換できる

ケース検討会を開催している

消費生活相談員を対象にした介護・福祉・虐待や

関連法などの研修・勉強会を開催している

テキストやマニュアルを作成、配布している

参加者がお互いに考え合えるワークショップ型の

研修会を開催している

同法に規定する消費者被害の権利侵害を含んだ研修会への参

加費用を独自に補助している

その他

全体(n=691)
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⑧ 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害の権利擁護に対応するマニュアル、業務

指針、対応フロー図等の作成について 

独自の高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関する対応するマニュアル、業務

指針、対応フロー図等の作成については、「作成していない」が 95.7%と最も高く、次いで「独

自に作成した高齢者虐待対応のマニュアル等のうちに、同法に規定する消費者被害への対応に

関する記載を含む」が 4.1%であった。 

 

図表 57 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の権利擁護に対応する 

独自のマニュアル等の作成（n=691） 

 

  

95.7 
4.1 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

作成していない

独自に作成した高齢者虐待対応のマニュアル等のうちに、同法に規定する消費者被害への対応に関する記載を含む

高齢者虐待対応のマニュアル等とは別に、単独のマニュアル等を作成している
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⑨ 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害に関して、

庁内の理解とサポートを得るためにしていること

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害に関して、庁内の理解とサポートを得るた

めに実施していることについて、「何もしてない」が 51.7%と最も高く、次いで「同法の規定

する消費者被害に関しても連携する必要性を説明し、協力を依頼している」が 17.4%であった。 

図表 58 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の権利擁護に関して 

庁内の理解とサポートを得るためにしていること（n=691） 

51.7 

17.4 

13.5 

11.7 

8.0 

7.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

何もしてない

同法の規定する消費者被害に関しても連携する

必要性を説明し、協力を依頼している

消費者被害を扱う主管課の会議等に参加している

ケースカンファレンスを開催し関連する部署に

参加してもらっている

ワンストップ型の相談窓口を設置し、関連部署で

複合的な課題を一体的に協議できるようにしている

その他

全体(n=691)
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⑩ 高齢者虐待防止法第 27条に規定する消費者被害の事案の事後検証の実施について

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案の事後検証の実施（高齢者虐待の防

止に関する取組と一体的に実施している場合は、その状況を踏まえて回答）については、「行

っていない」が 94.9%、「行っている」が 5.1%であった。 

図表 59 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案事後検証の実施について（n=691） 

高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案の事後検証を「行っている」と回答

した市区町村の事後検証の結果は、「検証結果を他ケースの解決に繋げている」が 62.9%と最

も高く、次いで「検証結果を地域包括支援センター等関係機関で情報共有している」が 60.0%

であった。 

図表 60 高齢者虐待防止法第 27 条に規定する消費者被害の事案の事後検証の結果（n=35） 

94.9 5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=691)

行っていない 行っている

62.9 

60.0 

8.6 

2.9 

0.0 

8.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

検証結果を他ケースの解決に繋げている

検証結果を地域包括支援センター等

関係機関で情報共有している

検証結果は特にその後の対応に反映していない

検証結果を職員研修等で報告している

検証結果をマニュアル等に反映している

その他

全体(n=35)
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⑪ 消費者被害を防ぐための消費者安全確保地域協議会との連携等について 

高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐために

取っている消費者安全確保地域協議会との連携等については、「消費者安全確保地域協議会（見

守りネットワーク）が構築されていない」が 72.6%と最も高く、次いで「消費者安全確保地域

協議会の全体会議に参加」が 15.5%であった。 

 

図表 61 消費者被害を防ぐための消費者安全確保地域協議会との連携等（n=691） 

 

  

72.6 

15.5 

4.5 

3.6 

0.7 

0.7 

8.4 
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高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐために

取っている消費者安全確保地域協議会との連携等について、「早期発見・見守りネットワーク

等」を既に立ち上げていると回答した市区町村における構成機関は、「地域包括支援センター」

が 83.5%と最も高く、次いで「社会福祉協議会」が 79.7%であった。 

図表 62 既に立ち上げている早期発見・見守りネットワーク等の構成機関（n=133） 
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2. アンケート調査（消費生活センター向け調査）

（1） 調査目的

高齢者虐待等の権利擁護に関する計画策定と評価等実態を把握することを通じ、高齢者虐待

等の権利擁護に関する計画策定に資する必要なデータ、計画策定方法、内容の詳細、評価方法

などを整理し、高齢者虐待防止を中心とする「権利擁護」推進に効果的な第 9 期介護保険計

画策定・評価と保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金活用に資する基礎

資料を作成すること。 

（2） 対象と方法

調査対象

全国の消費生活センターの実務者 1,747 名
（市区町村の高齢者虐待防止対応を主管する部署から消費生活センターにアンケートを伝達） 

 調査期間 

令和 3 年 12 月 1 日（水）～12 月 28 日（火） 

調査方法 

インターネットによるアンケート調査

抽出方法 

悉皆 
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（3） 調査結果

回収状況

【回収数】563 名／1,747名
【回収率】32.2%

回答者の基本属性 

回答者の所属する自治体は、「市」が 69.3%と最も高く、次いで「区」が 25.0%であった。 

図表 63 回答者の所属する自治体（n=563） 

回答者の所属する自治体の所在地は、「県庁所在地以外」が 95.0%、「県庁所在地」が 5.0%

であった。 

図表 64 回答者の所属する自治体が県庁所在地である割合（n=563） 
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回答者の所属する自治体が政令指定都市かどうかについては、「政令指定都市以外」が 97.2%、

「政令指定都市」が 2.8%であった。 

図表 65 回答者の所属する自治体が政令指定都市である割合（n=563） 

回答者の所属する自治体が中核市かどうかについては、「中核市以外」が 94.3%、「中核市」

が 5.7%であった。 

図表 66 回答者の所属する自治体が中核市である割合（n=563） 
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回答者の所属する自治体が特例市かどうかについては、「特例市以外( 令和 3 年 4 月 1 日

現在）」が 97.3%、「特例市」が 2.7%であった。 

図表 67 回答者の所属する自治体が特例市かどうか（n=563） 

回答者の所属する自治体の保健所設置の有無は、「3 号市以外」が 99.5%、「保健所設置市（3 

号市）」が 0.5%であった。 

図表 68 保健所設置の有無（n=563） 
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回答者の所属する消費者センターが単独設置、もしくは広域連合であるか、について「単独

設置」が 79.4%、「広域連合」が 20.6%であった。 

図表 69 消費者センターの設置形態（n=563） 

回答者の所属する消費者センターが「広域連合」と回答した場合、担当している都道府県・

自治体は、「北海道」と「愛知県」が 12.1%であり最も高かった。 
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図表 70 回答者の所属する広域連合が担当している都道府県・自治体（n=691） 
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高齢者虐待防止法第 27条関連の高齢者消費者被害について 

1) 消費者被害の考え方の消費者行政部局内での周知について

「消費者被害は権利擁護の対象であって自治体として虐待と同様に対応する必要がある」

という考え方が消費者行政部局内で周知されているかどうかについては、「ある程度は認識

されていると思う」が 45.6%と最も高く、次いで「十分周知されていると思う」が 25.2%で

あった。 

図表 71 消費者被害の考え方の消費者行政部局内での周知について（n=563） 

2) 高齢者に対する消費者被害についての高齢者虐待対応部署との連携について

高齢者に対する消費者被害について、高齢者虐待対応部署とどのように連携しているかに

ついては、「被害について高齢者虐待対応部署へ相談・通報」が 61.5%と最も高く、次いで

「福祉サービス等へのつなぎ」が 44.8%であった。 

図表 72 高齢者に対する消費者被害についての高齢者虐待対応部署との連携内容（n=563） 
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高齢者に対する消費者被害について、高齢者虐待対応部署や地域包括支援センター等の支

援組織と連携した支援が求められるケースにおいて、連携が困難だった経験の有無について

は、「連携が困難だったことはない」が 73.4%と最も高く、次いで「連携したことがない」

が 12.3%、「連携が困難であった」が 7.8％となった。 

図表 73 高齢者虐待対応部署や地域包括支援センターとの連携が困難であった経験の有無（n=563） 
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ついて
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ては、「消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）を構築していない」が 60.6%と

最も高く、次いで「消費者安全確保地域協議会の全体会議を実施」が 23.4%であった。 

図表 74 消費者安全確保地域協議会への取組で実施していること（n=563） 
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高齢、障害、認知症等で判断力が不十分な方への消費者被害を防ぐため、地方公共団体及

び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会への取組で実施していることについ

て、「消費者安全確保地域協議会等」を既に立ち上げていると回答した市区町村における構

成機関は、「消費生活センター」が 82.9%と最も高く、次いで「地域包括支援センター」が

78.9%であった。 

図表 75 消費者安全確保地域協議会等の構成機関（n=152） 
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4) 消費者被害の相談等を平日の昼間以外で受付けできる体制について

平日の昼間以外において消費者被害の相談等を受け付けできる体制がある時間帯につい

ては、「平日の昼間以外には対応していない」が 92.7%と最も高く、次いで「土日（昼夜を

問わず）」が 6.2%であった。 

図表 76 消費者被害の相談等を、平日の昼間以外で受付けできる体制がある時間帯（n=563） 
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5) 関連する研修・勉強会の開催について

地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会を開催しているか

どうかについては、「いいえ」が 70.2%、「はい」が 22.0%、「わからない」が 7.8%であった。 

図表 77 地域包括支援センター対象にした消費者被害や関連法の 

研修・勉強会の開催について（n=563） 

消費生活相談員を対象にした介護・福祉・虐待や関連法などの研修・勉強会を開催してい

るかどうかについては、「いいえ」が 85.3%、「はい」が 9.4%、「わからない」が 5.3%であ

った。 

図表 78 消費生活相談員を対象にした介護・福祉・虐待や関連法などの 

研修・勉強会について（n=563） 
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3. ヒアリング調査

（1） 調査目的

毎年実施されている高齢者虐待防止法に基づいた調査において調査対象者外となっている、

高齢者虐待防止法第 27 条に規定されている消費者被害について、「未然防止」、「早期発見」、

「迅速かつ適切な対応」及び「再発防止」の 4 つの観点から、自治体における支援状況等に関

する好事例や取組事例を収集することを目的とした。 

（2） 問題意識

高齢者虐待防止法第 27 条に規定されている消費者被害について、自治体における支援等を

推進するための要点や課題はどのようなものか。また、阻害要因があるならば、それはどのよ

うなものかを問題意識として調査を行った。 

（3） 具体的な事例

高齢者の消費者被害の具体的な事例として立川市の事例を紹介する。
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東京都立川市 

 自治体概要（令和 2年度）

人口：184,795 人、65 歳以上の高齢者人口：45,465 人、高齢化率：24.6％

1. 実態把握について

（1） 高齢者の消費者被害についての把握状況と行政計画

 高齢者の消費者被害の発生件数について、実数としては把握できていない。

 高齢者の消費者被害についての行政計画策定の実施状況は不明である。

図表 79 立川市の実態把握状況と行政計画・評価 

（2） 実務主体である高齢者福祉課の体制

 高齢福祉課を中心に生活安全課や複数の外部機関との連携を通して業務を行っている。権

利擁護業務の中で実施することになっている。

消費者
被害の
把握件数

高齢者福祉部局にて把握

消費生活センター等→高齢者福祉部局

高齢者福祉部局→消費生活センター等

対応し
ているが
件数
未把握

高齢者消費者被害の行政計画の有無 不明

高齢者消費者被害の庁内決裁の有無 不明

高齢者消費者被害の行政評価の実施 なし

高齢者消費者被害の予算確保向け評価実施 なし高齢者消費者被害の条例・要綱 なし
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2. 高齢者の消費者被害への対応について

（1） 未然防止・早期発見の観点について

未然防止・早期発見のための実施体制や住民向けの普及啓発を中心に取り組んでいることに

ついてヒアリングを実施した。 

＜未然防止・早期発見のための体制作り＞ 

 地域ケア推進会議、ならびに日常生活圏域で開催される小地域ケア会議の場が体制作りに

大きな役割を果たしており、所属機関から民生委員や介護サービス事業所、ボランティア

活動に情報提供がなされるなどの連携が図られている。

 成年後見の申し立てや日常支援生活自立支援事業に繋げるなどの対応を行っている。

地域包括支援センターが自発的に見守りを実施していることなど、地域で連携でき

る体制が整っている。

 影響力のある個人が発端となって取組が考案され、実現することが多い。このよう

な形で進められる要因として、日常生活圏域が 6 つ、人口が約 18 万人という規模感

ポイントとなっている可能性がある。

 高齢福祉課のフットワークの軽さも重要である。

 地域見守りネットワーク事業協定締結をしている。協定には大手コンビニエンスストアも

含まれており、高額なプリベイトカードを高齢者が購入しようとした際に一声かけていた

だくようにしている。これはプリベイトカードを介した消費者被害が増えていることから、

警察からコンビニエンスストアに周知できないか相談があったことがきっかけである。

 市民同士がお互いを自然に見守ることができる体制づくりを目指しており、その結果、未

然防止や早期発見につながっていると考えている。

 地域包括支援センター向けの消費者被害の研修はできていないが、普段の地域ケア会議で

実践の中で学ぶことが多いと考えている。地域包括支援センターの社会福祉士は、権利擁

護は業務の中で実施している意識はあると思う。

 消費生活センターは虐待防止ネットワークには参加していない。次回以降は声がけするこ

とにする。

＜未然防止・早期発見のための住民向け周知・普及啓発＞ 

 高齢者が集まるイベントの場等で生活安全課が主体となっていろいろなマスク・ウェット

ティッシュ等の啓発グッズ配布している。ワクチン接種の予約窓口の開設と同時に実施す

るなど、高齢者が多く参集する場面を活用し、高齢福祉課と消費生活センターが一緒にな

って活動している。 

 年に 1 回、警察と協働で消費者被害防止イベントを実施している。

 東京都で一番消費者被害額が多くなったことをきっかけに弁護士や地域包括支援センタ

ー、消費者生活センターが協力してキャラバンを組んでイベントを実施していたこともあ

った。本取組について現在は下火だが、介護予防教室や詐欺防止について市民向けに話す

場でしっかりと周知していく予定である。
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 小地域のエリア会議に消費生活センターの相談員に来てもらい、市民向けのミニ講座を開

催いただいている。介護サービス事業所向けなども実施している。

 高齢者のみならず、いろいろな方に話を聞いてもらうことが目的。みんなに聴いて

ほしい、知ってほしいという気持ちから手を尽くしている。

 自動通話録音機を立川市の予算で購入し、65 歳以上の市民に無償で貸し出している。これ

までに 3,000 台を貸し出しており、来年度も 2,000 台の購入を予定している。本自動通話

録音機は警察か市の担当者が対象者を訪問して取り付けている。

 行政だけがその街を良くしようと頑張るのではなく、市民や立川で働く方が立川に住んで

いて良いと思ってもらう取組が必要であると考えている。そうすると、有事の取組や虐待

防止に波及すると思う。どのように市民に動機づけられるかが一番大きいと思う。一人一

人の市民にアプローチすることで少しずつ変わっていくと思って少しずつ実施している。 

（2） 迅速かつ適切な対応・再発防止の観点について

迅速かつ適切な対応を行うために、庁内や地域包括支援センターなどとの連携、会議体の設

置の観点での取り組みについてヒアリングを実施した。 

＜迅速かつ適切な対応や再発防止のための庁内外連携とその内容＞ 

 地域包括支援センターの社会福祉士を中心に、権利擁護業務連絡会を作っている。高齢福

祉課、地域包括支援センター運営協議会の弁護士、立川市社会福祉協議会の成年後見利用

推進機関等が入り、イベントの共催や消費者被害の情報共有を実施している。

 地域ケア推進会議が月に 1 回あり、そのメンバーに高齢福祉課、立川市社会福祉協議会の

成年後見利用推進機関、消費生活センターの相談員または担当係長が出席し、相談に関す

る情報（相談者の属性や手口の特徴、ＨＰの確認依頼の周知啓発がある）を入手できるよ

うになっている。その場で事例の報告があるので、その場で質疑応答、所属機関に持ち帰

り、周知する仕組みを取っている。

 地域ケア推進会議で消費生活センターの相談員から共有された事例について、ちょ

うど対応を進めていた事例との類似性が高く、事例を共有した相談員まで相談を持

っていった事例もある

 緊急性の高い事案については、立川市でサイトを使って介護サービス事業所向けに

メールで注意喚起を実施している

 事案が発生した際の対処法についてのノウハウは集約されており、迅速に対応することが

可能な体制は構築できている。

 マニュアル化などの必要な時に即座に確認できるようなものは用意がなく、対応方

法は属人的になっている。
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4. 小括

高齢者虐待対応部局 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 消費者被害の課題にうまく対応できていると回答した自治体は 57.9%と半数を超えたものの、

高齢者虐待防止法第 27 条に規定された消費者被害の発生件数を把握している自治体につい

て、全件把握している自治体が 2.6％、ある程度把握している自治体が 13.3％となり、全体的

には消費者被害の件数把握はあまり進んでいない。もとより消費者被害の件数把握は消費者

行政部局の本務ではあるものの、高齢者虐待対応部署では消費者被害において件数を把握す

ることができていない実態が明らかになった。

 同法第 27 条に規定された消費者被害の課題にうまく対応できていないと回答した自治体で

は、その理由に「解決方法の類型化がされていない、ノウハウをうまく引き継げない」こと

を挙げている。マニュアルや業務指針、対応フロー図の作成をしていない自治体が 95.7%と、

そのほとんどを占める実情が反映される結果となった。

 同法第 27 条に規定する消費者被害への対応方法については、「消費者被害の予防に関する広

報・注意喚起」が 67.4%と最も多く、これだけでは必ずしも権利擁護支援に結び付く対応と

は言いきれないものの、消費生活センターによる対応が 60.5%、日常生活自立支援事業の利

用が 37.3％、介護保険サービス・生活支援サービスの導入が 26.9%、介護保険法における地

域ケア会議の実施が 21.9%、成年後見制度の首長申立が 10.4％など、庁内他部署や関連機関

と連携を取りつつ、権利擁護支援に結び付く対応が行われていることも分かった。

 同法の規定する消費者被害に関して、庁内の理解とサポートを得るために何らかの施策を行

っている自治体は半数程度である。その中で、わずか 8.0％ではあるが、ワンストップ型の相

談窓口を設置し、関連部署で複合的な課題を一体的に協議している自治体が存在することは

注目に値する。他方、当該問題に関して、何もしていないと回答した自治体も約半数あり、

庁内連携を高齢者虐待対応部署から積極的に働きかけることはあまり進んでいないことも明

らかになった。

 高齢者虐待対応部署から、消費生活センターや地域包括支援センター等の関係者に対し、同

法に規定する消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提供について、未実施が

66.1％であるなど、積極的に行なわれているとはいえず、高齢者の消費者被害の実態に即し

た体制整備が十分ではない。

＜②検討会の設置＞ 

 月 1 回の割合で開催される地域ケア会議に消費者行政部局も毎回参加し、緊密な連携が取れ

ているため、どのタイミングでどの部署と連携すればいいか把握できている。

 消費者庁が設置を推進している消費者安全確保地域協議議会については、未設置の自治体が

60.6%を占めるが、高齢者虐待対応部署などが運用する何らかのネットワークを構築してい

る自治体がほとんどである。しかし、同法第 2 条に規定された経済的虐待と同様の対応が求

められる高齢者の消費者被害に対応するためには構築されているネットワークが消費者行政

部局など、他のネットワークと容易に協働しうるものであることが求められる。既存のネッ

トワークで何をするのか、その機能を今一度確認する必要がある。



119 

＜③計画の策定と評価＞ 

 高齢者の消費者被害については行政評価を行っている自治体は限定的（11.1％）であり、行政

計画の整備状況（31.0％）や庁内決裁の計画の整備（10.1％）、体制整備の予算確保に向けた

評価の実施（6.9％）、条例や要綱の整備を行っている自治体はわずか 6.8％であるなど、非常

に限られている。

 消費者被害の事案の事後検証については、未実施が 94.9％であるなど、ほとんど行われてお

らず、事案の蓄積・類型化が図られていない。これが、結果的には、マニュアル整備の遅れ

につながっているものと考えられる。

 同法第 27 条に規定される消費者被害の課題について、うまく対応できているとする回答が

57.9％であったことは上述のとおりだが、自治体へのヒアリングでは、高齢者虐待対応部署

と消費者行政部局の双方で、権利擁護支援に結び付く相談事例が必ずしも全件共有はされて

おらず、対応における協働もかなり限定的である。ただし、消費者行政部局は地域ケア会議

に参加し、緊密な連携が取ることで、どのタイミングでどの部署と連携すればいいか把握で

きており、地域ケア会議に対処法についてのノウハウが集約されており、迅速な対応が可能

だとする例が報告された。今後、全国の自治体で好事例の展開が期待される。

消費者行政部局 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 消費者行政部署内で「消費者被害は権利擁護の対象であって自治体として虐待と同様に対応

する必要がある」という考え方は 7 割程度周知されている。実際に、高齢者の消費者被害は

消費生活センターから高齢者虐待対応部署へ相談・通報が 61.5％、福祉サービスへのつなぎ

が 44.8％となっており、結果として高齢者の消費者被害の相談を発端として権利擁護支援に

つながっていることがうかがえる。今後、協働内容をさらに深めていく必要がある。その一

方で、連携したことがない自治体も 12.6%存在する。こうした自治体では、他自治体の好事

例を参考に早急な対応が求められる。

 消費者行政部局が高齢者虐待対応部署との連携においては、多くの自治体で困難を感じてお

らず、うまく連携が図られていると考えている割合が７割を超える。しかし、受け止める側

の高齢者虐待対応部署では消費者被害の件数を把握していない割合が高く、同法第 27 条に基

づく高齢者の消費者被害の認識について、双方の部局の意識に齟齬が生じている可能性が高

い。

＜②検討会の設置＞ 

 消費者安全確保地域協議会を設置している自治体はいまだ 4 割に満たない状況である。

＜③計画の策定と評価＞ 

 消費行政部局での地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会の

開催が 2 割程度、消費生活相談員向けの介護・福祉・虐待や関連法などの研修・勉強会の開

催が 1 割にも満たない状況と、かなり限定的であり、高齢者虐待対応部局の研修・勉強会同

様、高齢者の消費者被害の実態に即した体制整備が十分ではない。
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第５章 総括と提言 

「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」に A-PDCA サ

イクルに基づいた高齢者虐待防止についての体制整備が追加され、①課題の把握、②検討会の設

置、③計画の策定、④実施と評価という４指標1が提案されている。そこで、本章では、前述の 4

指標の観点に基づき、現状・課題と今後の論点について言及する。 

1. 高齢者虐待等の権利擁護に係る計画策定に関する計画について

本稿では市町村と都道府県という 2 つのカテゴリー別に論じる。

1) 市町村

現状・課題 

＜①課題の把握＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、高齢者虐待防止法に基づく対応

状況等の調査が活用されていた。

 全国及び都道府県の調査結果との比較が可能で、同法に基づき毎年度実施されることから

経年比較も可能であり、調査結果から実態を把握し、課題分析を行うことができる。

 机上調査で分析した介護保険事業計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を示す

根拠データとして調査結果が活用されていた。

 ヒアリングにおいては、市町村独自で調査項目を追加し、基本項目と独自項目の関係を分

析することにより、課題を明確化する実践も行われていることが把握できた。

 なお、法に基づく対応状況等の調査以外には、高齢者虐待等の権利擁護の実態を検討する

機会・場（検討会）を活用し、課題を把握する実践も行われていた。

 しかしながら、現行の介護保険事業計画においては、法に基づく対応状況等の調査や検討

会で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述がない計

画も散見された。

＜②検討会の設置＞ 

 実態に基づいた課題について他機関と対策を検討する機会・場として、地域ケア推進会議

や介護保険事業計画策定委員会だけではなく、その他にも様々な検討会が活用されていた。 

・虐待防止ネットワーク会議

・認知症施策推進関連の会議

・地域包括支援センター運営協議会 など

 ヒアリングにおいては、他機関と対策を検討する前に市町村や地域包括支援センター内の

検討会を活用し、現場の視点を取り入れ、課題分析や対策を検討する実践も把握できた。

・地域包括支援センターの事業計画を検討する場

1 4 指標は「令和４年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標」ア～エを基に定めた。 
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・地域包括支援センターの職種別会議（社会福祉士） など

 更に、アンケート調査においては、これらの検討会において高齢者虐待等の権利擁護の施

策について行政評価が行われている実態が示された。また、ヒアリングにおいても、行政

評価のプロセスで課題分析と対策の検討が行われている事例が把握できた。

＜③計画の策定＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護の体制整備に係る計画は、介護保険事業計画だけではなく、その

他にも対象となる計画が存在することが把握できた。

・行動計画

・介護保険事業計画以外の行政計画

・市町村独自の行政計画（高齢者虐待防止計画等）

・庁内決裁の計画

・地域包括支援センターの運営方針や事業計画

・マニュアル（高齢者虐待防止マニュアル等）※体制整備に係る内容が含まれている場合

 なお、養介護施設従事者等による虐待については、机上調査では養護者による虐待と区別

されていない記述が多く、体制整備の実態が把握しづらい状況が散見された。

 養護者による高齢者虐待について、机上調査では法に基づく対応状況等の調査の「市町村

における高齢者虐待防止対応のための体制整備等について」に係る 18 項目の視点から計

画の策定状況を分析したが、介護保険事業計画等の行政計画には、必ずしも 18 項目が網羅

的に盛り込まれていない実態が把握できた。

 ヒアリングにおいては、地域包括支援センターの事業計画等と介護保険事業計画を掛け合

わせることにより、18 項目を網羅するような体制を整備する実践が把握できた。

＜④実施と評価＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護の体制整備は、高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査では

実施されていると回答していたとしても、介護保険事業計画には反映されているとは限ら

ず、他の計画に反映されて実施されている可能性があることが把握できた。

 机上調査では、行政評価や事業計画等において計画した体制整備の評価を行っている事例

が把握できたが、介護保険事業計画においては対応実績等に対する評価は散見されても、

計画した体制整備の評価に該当する記述は見つからなかった。

 机上調査とヒアリング調査から、終結した虐待事案の事後検証については、事後検証の会

議のほかに、事例検討や支援後のモニタリング会議等の機会を活用している可能性がある

ことが把握できた。
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今後の論点 

＜①課題の把握＞ 

 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等の調査は毎年度実施され、市町村・都道府県がデー

タを有している。

 手元にあるデータと各種検討会を活用し、高齢者虐待等の権利擁護に係る計画に課題分析

と対策を反映することが市町村に求められる。

 把握した課題は計画に記録されなければ、課題に取り組んできた軌跡が残らず、関係者の

記憶にも残らない。また、人事異動等の人の入れ替わりにも対応できず、継承されない。

 また、いつまでも同じ課題を提示し続けるのではなく、次なる課題を提示していくために、

同法に基づく対応状況等の調査を分析し、課題の把握に活用することで、A-PDCA サイク

ルの最初の「A-P」を実践することが必要である。

＜②検討会の設置＞ 

 多くの市町村において高齢者虐待防止のネットワーク会議など、既存の検討会を活用し、

高齢者虐待等の権利擁護に関する課題を他機関と検討する機会・場を設置している実態が

把握された。

 いくつかの市町村では行政評価のプロセスで検討を行っている実態も把握できた。体制整

備の評価や予算獲得につながる可能性があり、行政評価の活用については更なる調査が必

要である。

 また、重層的支援体制整備事業や成年後見制度利用促進に係る会議体の活用については、

今回の調査では十分に把握ができなかったが、地域づくりと権利擁護支援の推進との連動

は欠かせない視点であり、好事例等を発掘することが必要である。

 他機関との検討会の前段として、市町村や地域包括支援センター内で実施されている内部

会議を活用して、課題分析や対策のたたき台の作成については、日常業務に組み込みやす

いと考えられるため、好事例を発掘して普及していくことが望まれる。

 課題を検討する機会・場を定めなければ、十分に対策が検討できず、課題のみの提示に終

わってしまう。計画策定において A-PDCA の「D」を明確にするためにも、検討ができる

機会・場を幅広く探していくことが、市町村に求められる。

＜③計画の策定＞ 

 高齢者虐待等の権利擁護に係る計画を策定する際には、以下の①～③のように、養護者に

よる虐待と養介護施設従事者等による虐待を分けて記載する必要がある。

① 養護者による虐待及び養介護施設従事者等による虐待の両者に共通する事項

② 養護者による虐待に関する事項

③ 養介護施設従事者等による虐待に関する事項

 計画の策定について、いくつかの市町村では行政計画だけではなく、行動計画1を策定して、

二層構造で体制整備を行っており、計画立案の方法論の一つとして示された。

1ここでは、行政計画とは、介護保険事業計画、その他の行政計画、行政評価、市町村独自の行政計画等を指す。

 行動計画とは、庁内決裁の計画、地域包括支援センターの運営方針や事業計画、マニュアル等を指す。
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 なお、都道府県においても同様に、行政計画や行動計画が策定されていた。

 行動計画の A-PDCA と行政計画の A-PDCA の２つのサイクルが存在すると考えられ、冒

頭の「A」（アセスメント）を共通の起点としてサイクルを連動させ、網羅的に体制整備を

図ることがポイントになる。そのような好事例を発掘して普及していくことが望まれる。

 毎年度実施される法に基づく対応状況等の調査により、体制整備の実態を把握して実施の

有無を確認しているはずであり、「実施あり」と回答した項目については計画にも反映して

いくことが、市町村に求められる。

＜④実施と評価＞ 

 評価にあたり高齢者虐待等の権利擁護の体制整備の実施内容を網羅的に把握するために

は、行政計画と行動計画の両面から確認する必要がある。

 計画した体制整備の評価については、介護保険事業計画は評価までは至っていない実態が

ある。しかし一方で、行政計画や事業計画等では評価が行われている実態も認められた。

具体的な評価方法については今後の検討事項である。

 各計画の A-PDCA サイクルを連動させ、介護保険事業計画にまで反映させられるように、

計画を戦略的にマネジメントすることが、市町村に求められる。

 また、終結した虐待事案の事後検証については、個別事例の課題分析が体制整備の評価に

つながることが想定される。事例検討やモニタリング会議など、日々の実践に組み込むこ

とができるように、更なる調査とモデルの構築が必要である。
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2) 都道府県 

現状・課題 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 市町村と同様に、高齢者虐待等の権利擁護に関わる課題の把握方法として、「高齢者虐待の

防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等の調査が活用さ

れていた。 

 机上調査で分析した介護保険事業支援計画においても、高齢者虐待等の権利擁護の実態を

示す根拠データとして調査結果が活用されていた。 

 また、同法に基づく対応状況等の調査以外には、アンケート調査や検討会、市町村訪問の

機会、市町村及び地域包括支援センターの職員、介護サービス相談員等を対象とした研修

会等を活用して管内の市町村の実態を把握していた。 

 ヒアリングにおいては、把握した実態からの課題分析が課題として挙げられた。 

 市町村と同様に、現行の介護保険事業支援計画においては、法に基づく対応状況等の調査

や検討会で把握した課題を記述し、対策を講じている計画もある一方で、それらの記述が

ない計画も散見された。 

＜②検討会の設置＞ 

 都道府県の目標を市町村とともに検討する機会・場として、虐待防止に関する連絡会等の

市町村担当者会議や虐待防止ネットワーク会議等が活用されていた。 

 ヒアリングにおいては、管内の市町村の体制整備に関する取組状況を取りまとめ、検討会

において情報共有することで、市町村担当者や関係機関との意見交換が行われていること

が把握できた。 

 ただし、年間で実施できる検討会の開催数が 1～2 回に限られているため、体制整備の課題

を十分に議論した上で、都道府県の目標を定めるには限界がある状況であった。 

 また、全ての市町村担当者が出席することになると参加者数が膨大になることから人選も

必要になり、参加できなかった市町村への情報共有も行うことになる等、会議の運用を工

夫する必要性も把握できた。 

＜③支援方策の策定＞ 

 市町村への状況に応じた支援方策を策定するために検討会等が活用されていた。 

 ヒアリングにおいては、検討会での意見交換等を行うために、事前に庁内で支援方策を検

討している状況が把握できた。 

 また、高齢者権利擁護等推進事業や介護サービス相談員派遣事業等の既存事業の運用の見

直しや充実を図ることから、支援方策を検討することもあることが把握できた。 

＜④支援＞ 

 養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待では対応部署が異なる場合があり、ま

た、都道府県によっては地方局等と役割を分担して支援を実施していることがある。 

 弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワーク

だけではなく、市町村からの相談や通報等の受付、情報共有や方針の検討、部署間が連携

しての対応、体制整備の課題共有等、庁内連携も重要になることが把握できた。 
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 養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備については、今回の机

上調査やヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。

＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞ 

 市町村への訪問により取組状況・課題の把握を兼ねてフォローアップを図る取組や、検討

会において市町村からの意見を聴取するような取組が把握できた。

 一方で、フォローアップと支援効果の評価結果の具体的な内容については、今回の机上調

査やヒアリング調査では十分に把握ができなかったため、今後の課題である。

今後の論点 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 法に基づく対応状況等の調査は毎年度実施され、実態把握のチャンスである。

 調査結果の活用方法だけではなく、ネットワーク構築を兼ねて、関係機関に意見を募り、

独自の調査項目を追加する等、調査の設計や運用のプロセスにも着目し、戦略的に取り組

めるようなモデルの構築が必要である。

＜②検討会の設置＞ 

 都道府県の目標を定めるための課題分析については、検討会が活用されているが、開催頻

度や会議の参加者数、会議時間等の問題があり、検討会の機会や場のみで課題を検討する

ことが難しい状況がある。検討会の運用についてモデル事例の発掘が必要である。

＜③支援方策の策定＞ 

 検討会では目標だけではなく都道府県の支援方策なども検討されることから、その実施に

向けて、事前の庁内連携により各部署からの視点で課題を分析し、対応状況等の調査結果

も活用して支援方策を策定することがポイントになる。

 都道府県は単一部署ではなく、複数部署により職務を分担して担っている特徴があること

を活かし、多角的な視点から支援方策を検討することができる。そのような庁内連携の在

り方について、更なる調査と検討が必要である。

＜④支援＞ 

本項目に関する情報は、本調査では得ることが出来なかった。今後、本項目に関する更なる調

査と検討が必要である。 

＜⑤フォローアップと支援効果の評価＞ 

 養介護施設従事者等による虐待の都道府県としての対応や体制整備について、焦点を当て

て調査と検討を行う必要がある。

 弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などの都道府県の関係機関との連携やネットワーク

だけではなく、都道府県と市町村の連携、都道府県の庁内連携などにも着目し、フォロー

アップと支援効果の評価等も含めて、効果的な支援を行う方策を検討する必要がある。

 また、実態や課題、検討会や支援方策、フォローアップや評価について、その具体的な内

容が実施されていながらも、介護保険事業計画等の計画に反映されていない可能性がある。

それらを計画に反映し、A-PDCA サイクルを推進していくことが都道府県に求められる。 
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2. 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害について 

本項では準ずる対応が求められる権利侵害には複数のタイプが含まれることを念頭に置きつつ、

本結果のポイントと今後の課題・論点を整理する。 

 

現状・課題 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数を把握している市町村は

およそ６割程度であった。その中でセルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない高齢者、

65 歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者を把握している市町村はそれぞれ４

割～５割弱であった。 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の各市町村での 10 万人当たりの発

生数はセルフ・ネグレクトが 2.99 人、養護・被養護関係にない高齢者が 10.8 人、65 歳以

上夫婦間のＤＶが 5.96 人、認知症による行方不明高齢者が 20.4 人となった1。今回把握さ

れた発生割合に基づいて算出すると、例えばセルフ・ネグレクトでは 3,800 人程度発生し

ている可能性がある2。 

 在宅での孤立死に至った高齢者については、依然として２／３程度の市町村が「該当する

死亡があったかを把握していない」もしくは「死亡はあったが人数は不明」と回答してい

た。 

＜②検討会の設置＞ 

 準ずる対応を求められるの権利侵害（疑いを含む）を早期に発見するために「関係機関や

民間団体との連携協力体制を整備している」「事例検討会の場や機会等を設けている」市町

村は約５割であった。 

 対応するうえで求められる知識等を習得する場や機会の提供に関しては、６割の市町村が

何らかの対応をしていた。 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応に求められる権利侵害全般への対応がうまくできない理由

は、人員数の不足（72.8%）が顕著であった。ついで協議体を設置していないこと（31.1%）

も上位であった。 

＜③計画の策定＞ 

 セルフ・ネグレクトについては、行政計画がある自治体は 4.8％、庁内決裁の計画が 10.4％、

行政評価の実施が 2.7％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 2.2％となり、計画に

セルフ・ネグレクトを含めている自治体は非常に限定的であった。 

 孤独死については、行政計画を立てている自治体は 12.0％、庁内決裁の計画を 7.8％、行

政評価の実施が 4.9％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 5.2％となり、計画に孤

独死を含めている自治体は非常に限定的であった。 

 認知症については、行政計画を立てている自治体は 47.6％、庁内決裁の計画を 55.9％、行

                                                      
1 アンケート結果から得られたそれぞれの権利侵害の総発生件数に関して、件数を把握していると回答した自治体の総人口で

割り、10 万を乗じることで算出した。 

2 上記で算出した 10 万人当たりの発生件数を日本の総人口当たりに換算した数字 
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政評価の実施が 26.0％、体制整備の予算確保に向けた評価の実施は 28.2％となり、計画に

認知症を含めている自治体は他の準ずる対応が求められる権利侵害と比べると多くなっ

た。 

＜④実施と評価＞ 

 約９割の市町村が、他部署・関係機関・団体等と連携して、高齢者虐待防止法に準ずる対

応をしている。連携先は生活保護担当、高齢者福祉・介護保険、障害福祉、警察、地域包

括支援センターが上位だが、それ以外も相当数ある。 

 再発防止の観点から、終結した事案の事後検証を実施できている市町村は１割強（13.0%）

に留まっている。 

今後の論点 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応を求められる権利侵害の発生件数は、セルフ・ネグレクト、

養護・被養護関係にない高齢者、65 歳以上夫婦間のＤＶ、認知症による行方不明高齢者の

4 事例のみであってもその推定発生件数の総和は約 50,500 件であり1、高齢者虐待の相談・

通報件数と比べると多くなっている。（令和 2 年度の結果によれば、養護者による相談・通

報件数は 35,774 件である）。この結果を踏まえると、発掘・通報されずに見過ごされてい

るケースがあることが想定される。 

 準ずる対応が求められる権利侵害の発生件数の把握が限定的である理由の一つとして、こ

れらの権利侵害が虐待と同様に重大な権利侵害である事象という認識の周知・共有が不十

分である可能性がある。このため、これらの権利侵害についての周知・共有を進めるとと

もに、虐待防止ネットワークでの取組や体制整備を検討する際には、準ずる対応が求めら

れる権利侵害についても含めて検討する必要があることを定着させていくべきである。 

＜②検討会の設置＞ 

 過去（平成 26 年度・平成 30 年度）2に実施された同種の調査と比べると、高齢者虐待防止

法に準ずる対応を求められるケースについて、セルフ・ネグレクトを例に挙げると、発生

件数まで把握している市町村は以前と比べて増加している傾向にある(平成 26 年度調査：

25.7%、平成 30 年度調査：13.0%)。とはいえ、依然として、４～５割程度の市町村が発生

件数すら把握できていない状況にある。「準ずる対応」の定義が不明瞭といった指摘はある

ものの、有効な対策を検討するためには、当該地域で生じている本課題の規模感の把握と

課題の共有は必須といえる。一方で、人員数の不足という指摘への対応も考慮する必要が

ある。 

 件数を把握できている市町村が５割程度であったことを考慮すると、対応がなされている

市町村の多くは、関係機関との連携、事例検討会の設置など、体制の強化や機関連携、ネ

ットワーク構築が蓄積されつつある。ただし、本調査では、どのような連携協力体制で、

                                                      
1 各権利侵害の日本の総人口当たりの発生数を加算したもの 

2 平成 26 年度における調査「セルフ・ネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事業」 

参考：https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000140351.pdf 

平成 30 年度における調査「高齢者の権利擁護における基礎自治体での相談体制・事例対応の実態把握等に関する調査研究」

参考：https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/e110e97bfdba1024170a92c0b0c985d2_1.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000140351.pdf
https://www.tmghig.jp/research/info/cms_upload/e110e97bfdba1024170a92c0b0c985d2_1.pdf
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どのような事例検討会や周知活動が展開されているのかといった具体的内容や質までは把

握できていない。良質な連携体制や場を構成する要素と指標化については今後さらに検討

する必要がある。 

＜③計画の策定＞ 

 高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備は不十分であり、計画的

な体制整備が必要である。高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害について

は、現状把握（A-PDCA の冒頭の A）自体が不十分な状況にあり、対応についての進展は

みられるものの、事後検証も十分になされていない。ただし、セルフ・ネグレクト、養護・

被養護関係にない高齢者への虐待、お互い自立した 65 歳以上夫婦間の DV、孤立死の問題

は、それぞれ別個の問題であり、一括りに論じることは難しい。介護保険事業計画に限ら

ず、地域の実情に応じた計画策定と体制整備を図っていくことが求められる。

＜④実施と評価＞ 

 高齢者虐待防止対応のための体制整備の事後検証の実施が 42.3%であったこと（令和２年

度調査結果）と比べると、高齢者虐待防止法に準ずる対応では終結した事案の事後検証は

大きく遅れているといえる。なお、高齢者虐待防止においても、他の体制整備の項目が６

～８割程度実施済みである中、この事後検証の実施割合は最も少なくなっている。「検証」

という水準には至らなくとも、再発防止にむけた「振り返り」の場を設けることが必要と

思われる。

 ヒアリングを通して、セルフ・ネグレクトを始めとした権利侵害については地域住民が権

利侵害に気付くことができる状況（見守りネットワーク）を組成していくことが早期発見

につながることが示唆された。
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3. 消費者被害について

消費者被害については、高齢者虐待対応部局と消費者行政部局の双方の観点で議論することが

重要であることを踏まえ、本結果のポイントと今後の課題・論点を整理する。 

現状・課題 

高齢者虐待対応部局 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 消費者被害の課題にうまく対応できていると回答した自治体は 57.9%と半数を超えたもの

の、高齢者虐待防止法第 27 条に規定された消費者被害の発生件数を把握している自治体

について、全件把握している自治体が 2.6％、ある程度把握している自治体が 13.3％とな

り、全体的には消費者被害の件数把握はあまり進んでいない。もとより消費者被害の件数

把握は消費者行政部局の本務ではあるものの、高齢者虐待対応部署では消費者被害におい

て件数を把握することができていない実態が明らかになった。

 同法第 27 条に規定された消費者被害の課題にうまく対応できていないと回答した自治体

では、その理由に「解決方法の類型化がされていない、ノウハウをうまく引き継げない」

ことを挙げている。マニュアルや業務指針、対応フロー図の作成をしていない自治体が

95.7%と、そのほとんどを占める実情が反映される結果となった。

 同法第 27 条に規定する消費者被害への対応方法については、「消費者被害の予防に関する

広報・注意喚起」が 67.4%と最も多く、これだけでは必ずしも権利擁護支援に結び付く対

応とは言いきれないものの、消費生活センターによる対応が 60.5%、日常生活自立支援事

業の利用が 37.3％、介護保険サービス・生活支援サービスの導入が 26.9%、介護保険法に

おける地域ケア会議の実施が 21.9%、成年後見制度の首長申立が 10.4％など、庁内他部署

や関連機関と連携を取りつつ、権利擁護支援に結び付く対応が行われていることも分かっ

た。

 同法の規定する消費者被害に関して、庁内の理解とサポートを得るために何らかの施策を

行っている自治体は半数程度である。その中で、わずか 8.0％ではあるが、ワンストップ型

の相談窓口を設置し、関連部署で複合的な課題を一体的に協議している自治体が存在する

ことは注目に値する。他方、当該問題に関して、何もしていないと回答した自治体も約半

数あり、庁内連携を高齢者虐待対応部署から積極的に働きかけることはあまり進んでいな

いことも明らかになった。

 高齢者虐待対応部署から、消費生活センターや地域包括支援センター等の関係者に対し、

同法に規定する消費者被害に関する知識等を習得する場や機会の提供について、未実施が

66.1％であるなど、積極的に行なわれているとはいえず、高齢者の消費者被害の実態に即

した体制整備が十分ではない。

＜②検討会の設置＞ 

 月 1 回の割合で開催される地域ケア会議に消費者行政部局も毎回参加し、緊密な連携が取

れているため、どのタイミングでどの部署と連携すればいいか把握できている。

 消費者庁が設置を推進している消費者安全確保地域協議議会については、未設置の自治体

が 60.6%を占めるが、高齢者虐待対応部署などが運用する何らかのネットワークを構築し
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ている自治体がほとんどである。しかし、同法第 2 条に規定された経済的虐待と同様の対

応が求められる高齢者の消費者被害に対応するためには構築されているネットワークが消

費者行政部局など、他のネットワークと容易に協働しうるものであることが求められる。

既存のネットワークで何をするのか、その機能を今一度確認する必要がある。 

＜③計画の策定と評価＞ 

 高齢者の消費者被害については行政評価を行っている自治体は限定的（11.1％）であり、

行政計画の整備状況（31.0％）や庁内決裁の計画の整備（10.1％）、体制整備の予算確保に

向けた評価の実施（6.9％）、条例や要綱の整備を行っている自治体はわずか 6.8％であるな

ど、非常に限られている。

 消費者被害の事案の事後検証については、未実施が 94.9％であるなど、ほとんど行われて

おらず、事案の蓄積・類型化が図られていない。これが、結果的には、マニュアル整備の

遅れにつながっているものと考えられる。

 同法第 27 条に規定される消費者被害の課題について、うまく対応できているとする回答

が 57.9％であったことは上述のとおりだが、自治体へのヒアリングでは、高齢者虐待対応

部署と消費者行政部局の双方で、権利擁護支援に結び付く相談事例が必ずしも全件共有は

されておらず、対応における協働もかなり限定的である。ただし、消費者行政部局は地域

ケア会議に参加し、緊密な連携が取ることで、どのタイミングでどの部署と連携すればい

いか把握できており、地域ケア会議に対処法についてのノウハウが集約されており、迅速

な対応が可能だとする例が報告された。今後、全国の自治体で好事例の展開が期待される。 

消費者行政部局 

＜①取組状況・課題の把握＞ 

 消費者行政部署内で「消費者被害は権利擁護の対象であって自治体として虐待と同様に対

応する必要がある」という考え方は 7 割程度周知されている。実際に、高齢者の消費者被

害は消費生活センターから高齢者虐待対応部署へ相談・通報が 61.5％、福祉サービスへの

つなぎが 44.8％となっており、結果として高齢者の消費者被害の相談を発端として権利擁

護支援につながっていることがうかがえる。今後、協働内容をさらに深めていく必要があ

る。その一方で、連携したことがない自治体も 12.6%存在する。こうした自治体では、他

自治体の好事例を参考に早急な対応が求められる。

 消費者行政部局が高齢者虐待対応部署との連携においては、多くの自治体で困難を感じて

おらず、うまく連携が図られていると考えている割合が７割を超える。しかし、受け止め

る側の高齢者虐待対応部署では消費者被害の件数を把握していない割合が高く、同法第 27

条に基づく高齢者の消費者被害の認識について、双方の部局の意識に齟齬が生じている可

能性が高い。

＜②検討会の設置＞ 

 消費者安全確保地域協議会を設置している自治体はいまだ 4 割に満たない状況である。

＜③計画の策定と評価＞ 

 消費行政部局での地域包括支援センターを対象にした消費者被害や関連法の研修・勉強会

の開催が 2 割程度、消費生活相談員向けの介護・福祉・虐待や関連法などの研修・勉強会
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の開催が 1 割にも満たない状況と、かなり限定的であり、高齢者虐待対応部局の研修・勉

強会同様、高齢者の消費者被害の実態に即した体制整備が十分ではない。 

今後の論点 

高齢者虐待対応部局 

＜②検討会の設置＞ 

 高齢者に対する消費者被害は高齢者虐待防止法第 27 条に規定されており、経済的虐待と

同様の対応が求められる。地域ケア会議などにおいて、情報交換を通してお互いの理解を

深め、多くの場合アウトリーチ機能のない消費者行政部局から要請のあった場合は、高齢

者宅を訪問して消費者被害の状況や程度について事実確認を行い、両部局で対応策を検討

するなど、高齢者虐待対応部局と消費者行政部局との協働対応強化が必要である。

 高齢者に対する消費者被害は「経済的虐待と同様の対応」が求められることから、互いの

連携強化及び協働のためにも、ケース会議等には高齢者虐待部局のみならず、消費者行政

部局も参加し、双方で理解を深める機会を積極的に設置する。また、高齢者の消費者被害

は「権利擁護」の対象であることに鑑み、双方が主催する研修等に双方が参加し、理解を

深める必要がある。

＜③計画の策定/④実施と評価＞ 

 ケース会議や研修会で検討・検証された事例と整理された情報は実務上の取り決めとして

類型化し、マニュアルを整備する。このことによって、担当者が変わっても等しい対応が

可能となる。なお、現在はほとんど行われていない事案の事後検証を行うことによって、

継続的にマニュアルの追加・整備を図る。

 マニュアル化した実務上の対応をスムーズに進めるためには、協働できる見守りネットワ

ークの構築が必要である。特に、経済的虐待と同様の対応が求められる高齢者の消費者被

害については、高齢者虐待のネットワークとその目的が一致する。既存のネットワークで

何がどこまでできるのか、その機能を今一度確認し、例えば、緊急性がある場合など、本

人の同意がなくても必要な関係者間でのみ個人情報の共有を図りながら、迅速に被害回復

までつなげることが可能な消費者安全確保地域協議会を、既存のネットワーク機能に上乗

せして機能強化を図ることなど、検討する。

消費者行政部局 

＜②検討会の設置＞ 

 高齢者に対する消費者被害は「経済的虐待と同様の対応」が求められることから、互いの

連携強化及び協働のためにも、ケース会議等には高齢者虐待部局のみならず、消費者行政

部局も参加し、双方で理解を深める機会を積極的に設置する。また、高齢者の消費者被害

は「権利擁護」の対象であることに鑑み、双方が主催する研修等に双方が参加し、理解を

深める必要がある。（再掲）

＜③計画の策定/④実施と評価＞ 

 消費者行政部局と高齢者虐待対応部局では、同法第 27 条に基づく高齢者の消費者被害の

認識について、双方の意識に齟齬が生じている可能性が高いことから、情報共有の在り方

を再検討することが喫緊の課題である。双方の連携・協働をさらに充実・進化させるため
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にも、高齢者虐待等福祉のネットワークと協働できる消費者安全確保地域協議会の設置を

積極的に検討する。なお、設置に際しては、新規に消費者被害への対応を主目的とするネ

ットワークを立ち上げることを目指すのではなく、既存の高齢者虐待等福祉のネットワー

クに消費者安全確保地域協議会の機能を上乗せすることを検討するなど、連携の緊密さを

担保することが肝要である。 
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4. 提言と今後の課題

＜提言＞ 

高齢者虐待防止法は、高齢者虐待等の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応（悪化防止）、

再発防止を通じて、高齢者の権利利益を擁護することを目的としており、本研究事業では、その

体制整備を促進するため、都道府県及び市区町村の介護保険事業（支援）計画の実態や取り組み

の検討を、「令和 4 年保険者機能強化推進交付金・介護保険者努力支援交付金」にかかる評価指標

を参考に、課題の把握から実施と評価に至る A-PDCA サイクル（冒頭の A はアセスメント）をど

のように展開していけばよいか、机上、アンケート、ヒアリングにより検討してきた。同時に、

高齢者虐待防止法に規定する養護者・養介護施設従事者等による虐待に加え、同法 27 条に規定す

る消費者被害、同法に準ずる対応が求められる権利侵害についての体制整備についても、同様に

検討した。 

結果の詳細は、各章及び本章の各節で示したとおりであるが、ここではこうした結果を踏まえ

て、「高齢者虐待等の権利擁護を促進する地域づくりのための自治体による計画策定と評価」につ

いて、いくつかの提言を行う。 

第 1 に、A-PDCA サイクルを踏まえ、高齢者虐待防止等における体制整備についての計画策定

を推進することが必要である。計画策定に当たっては、現状の把握が不可欠であり、高齢者虐待

防止法に基づく対応状況調査結果などを参考にしながら、責任主体である自治体を中心とした多

機関との課題共有を踏まえて体制整備の現状をアセスメントすることが必須である。こうしたア

セスメントに基づいて計画策定が進められるとともに、未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対

応（悪化防止）、再発防止の取り組みを実施し、評価していくというサイクルを体制として整備し

ていく必要がある。計画は、介護保険事業計画に位置づけることに加え、そのほかの計画で体制

整備を規定する場合には、相互の関連性に留意する必要がある。 

第 2 に、高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備は不十分であり、計

画的な体制整備が必要である。高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害については、

現状把握（A-PDCA の冒頭の A）自体が不十分な状況にあり、対応についての進展はみられるも

のの、事後検証も十分になされていない。ただし、セルフ・ネグレクト、養護・被養護関係にない

高齢者への虐待、お互い自立した 65 歳以上夫婦間の DV、孤立死の問題は、それぞれ別個の問題

であり、一括りに論じることは難しい。介護保険事業計画に限らず、地域の実情に応じた計画策

定と体制整備を図っていくことが求められる。 

第 3 に、高齢者虐待防止法第 27 条に規定されている消費者被害についての体制整備も不十分

であり、上記と同様に計画的な体制整備が必要である。消費者被害については、庁内他部署（特

に消費生活センター）との連携による対応がなされているものの、高齢者虐待等の担当部局によ

る実態の把握をはじめとした体制整備が不十分な状況にある。消費行政部局においても、高齢者

虐待等の担当課との連携が不十分なことが認識されており、協働対応を強化するような体制整備

を進める必要がある。 

第４に、養護者と養介護施設従事者等による虐待防止についてそれぞれに計画を策定し、体制

整備を進める必要がある。現状では、養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待の計画

等が区別されておらず、両者に共通する事項、それぞれに固有の事項に分けて、体制整備を進め
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る必要がある。 

第５に、都道府県の市区町村支援を中心とした体制整備のあり方を明確にする必要がある。資

源や人材の限られた市区町村の体制整備の課題を都道府県がどのように把握し、支援していく体

制を整えていけばよいか、またそのために必要な庁内連携や体制について検討を進める必要があ

る。 

最後に、上記の点を踏まえると、これまで「広報・普及啓発」、「ネットワーク構築」、「行政機関

連携」、「相談支援」の 4 つの項目について体制整備を行うことが求めてきた「介護保険事業に係

る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の記載は、A-PDCA のサイクルに沿っ

た計画策定や評価を促していくような項目に改訂することを検討すべきである。加えて、消費者

被害や高齢者虐待防止法に準ずる対応が求められる権利侵害の体制整備や都道府県の役割につい

ても記載を検討すること、養護者と養介護施設従事者等による虐待対応については、共通する事

項とそれぞれに固有の事項を記載することなどが検討される必要があると考えられる。 

＜今後の課題＞ 

以下では、提言した内容を進めていくために、今後検討が必要と考えられる課題について述べ

る。 

第 1 に、権利擁護支援を必要とする高齢者（とその世帯）の課題は、複合的であり、絡みあっ

ていることが多い。そのため、必然的に多機関が協働して対応することが求められる場合が多く

なる。こうした対応について、成年後見制度利用促進法に関連した施策や地域共生社会の実現を

目指した包括的な支援体制の構築、さらには福祉関係部局を越えた施策（例えば、消費者行政）

とどのように一体的に展開していくのかについては、本研究事業では十分に検討することができ

なかった。高齢者虐待防止等の権利擁護支援を促進していくためには、庁内及び保健医療福祉関

係機関を横断した取り組みが求められ、そのための体制整備を視野に入れて検討していくことが

必要である。 

第 2 に、「保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金にかかる評価指標」に A-

PDCA サイクルに基づいた高齢者虐待防止にかかる体制整備が追加されたのは、令和４年度から

である。そのため、A-PDCA サイクルに基づいた高齢者虐待等の権利擁護を推進するための体制

整備についてのいわゆる「好事例・取組事例」が蓄積されておらず、市区町村、都道府県ともに、

手探りで取り組みを進めている状況にある。先述の他施策との協働を含め、未然防止、早期発見・

迅速かつ適切な対応（悪化防止）、再発防止という観点から、A-PDCA のサイクルに沿って体制

整備を図り、権利擁護支援を展開している市区町村、都道府県での好事例・取組事例を把握し、

そのことから A-PDCA のそれぞれの段階で必要とされる体制整備の内容を具体的に明らかにす

ることが必要である。「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究」の結果において虐待防止の

体制整備が進んでいる自治体ほど虐待の相談・通報件数、虐待判断件数が多い結果耐えられてい

ることからも明らかのように、高齢者虐待等の権利侵害の事案は依然として潜在化していると考

えられる。自治体がどのように体制整備を進めていけばよいか、具体的な道筋を示すことが必要

である。 



135 

関連する法令について 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（定義等） 

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。 

２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等（第

五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をい

う。以下同じ。）以外のものをいう。 

３ この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待をいう。 

４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 

一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、

ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷

を与える言動を行うこと。

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から

不当に財産上の利益を得ること。 

５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する

行為をいう。 

一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施設若しく

は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成九年法律第百二

十三号）第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規

定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項

に規定する介護医療院若しくは同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援セ

ンター（以下「養介護施設」という。）の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、

その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職

務上の義務を著しく怠ること。

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷

を与える言動を行うこと。

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得るこ

と。

二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一
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項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条

第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サー

ビス事業、同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十六

項に規定する介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。）において業務に従事する者

が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまで

に掲げる行為 

６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事

業に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第

二条第一号に規定する障害者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等

による高齢者虐待に関する規定を適用する。 

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上

の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による高齢者の

被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機

関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相

談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。 

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適

切に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。 
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